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第３章 ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築

第１節 趣旨等

１ 趣 旨

○ 医療の高度・専門化が進むにつれ、疾病の発症から在宅での療養に至るまでを一人

の医師、一つの医療機関で対応することが難しくなっています。急性期など濃厚な治

療を必要とする時期と、回復期や維持期といったリハビリテーションや定期的な検

査・指導等を必要とする時期で、複数の医療機関等により医療が提供される場合が多

くなっています。治療途中で転院等をすることとなる患者の不安を軽減するためにも、

医療機関相互が連携し、切れ目のない医療サービスを提供することが求められていま

す。

○ 近年、医師を始めとする医療従事者が不足していること、診療報酬改定や地方交付

税の算定方法の見直し等に伴い、自治体病院を始め医療機関の経営は厳しい状況にあ

ること、全ての圏域において既に基準病床数を超えていることなどから、新たに医療

機関を設置して医療提供体制の整備を図ることは困難となっており、現在ある医療資

源を有効に活用していくことが必要です。

○ 地域の中で限られた医療資源を有効活用する上では、医療機関がそれぞれの専門性

を発揮しながら機能を分担し、連携して地域に必要な医療を提供していくことが求め

られます。

○ このため、本計画においては、医療機関の連携により、急性期から在宅医療までの

切れ目のない医療サービスを効率的かつ継続的に提供し、患者が可能な限り早期に居

宅等での生活に戻り、退院後においても継続して適切な医療を受けることができるよ

う、また、在宅医療の充実によりＱＯＬ（生活の質）が向上するよう、医療連携体制

の構築に取り組みます。

○ 本計画において医療連携体制の構築に取り組む分野としては、道民の死因の大きな

部分を占め、疾病の経過の中で複数の医療機関により医療が提供されることの多い５

疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患）と、地域医療の

確保において重要な課題となっている５事業（救急医療、災害医療、へき地医療、周

産期医療、小児医療（小児救急医療を含む））に、超高齢社会を迎え多くの道民が自

宅など住み慣れた環境での療養を望んでいることから、在宅医療の充実を加え、５疾

病・５事業及び在宅医療としています。

○ 道では、これらの５疾病・５事業及び在宅医療の医療連携体制構築の基礎資料とす

るため、厚生労働省の患者調査＊１や医療施設調査＊２、ナショナルデータベース（Ｎ

ＤＢ）＊３などを使用しています。

○ 医療連携体制の構築に当たっては、第二次医療圏を医療提供体制の確保に向けた基

礎的な単位としつつも、各圏域の実態に即した対応が行えるよう、疾病ごとの受療動

向等を踏まえ、必要に応じて第二次医療圏を越えた広域的な連携に向けて協議を進め

ることとします。

なお、広域的な協議を行う際には、第二次医療圏単位での協議のみならず、地域の

実情に応じて、隣接する一部市町村を加えた形での協議も行うこととします。

＊１ 厚生労働省「患者調査」（平成26年）

＊２ 厚生労働省「医療施設調査」（平成28年）

＊３ 厚生労働省「ＮＤＢ」（平成26年４月～平成27年３月）
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また、疾病・事業ごとに必要な医療機能を整理し、それぞれの医療機能を担う医療

機関の名称を示すとともに、医療機関の連携により適切な医療サービスが提供される

よう、疾病・事業ごとに目標を設定して、計画期間を通じて連携の強化に向けた取組

を進めます。

○ かかりつけ医は、在宅医療において中心的な役割を担うほか、５疾病における脳卒

中や心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制においては、予防や早期発見、専門的医療機

関との連携を担い、これらの役割に加え、糖尿病の医療体制においては、安定期の継

続的治療、がんの医療体制においては、緩和ケア等の役割を担う立場にあります。さ

らに５事業においても、例えば災害時の医療では、平時より要配慮者の生活の場や症

状等を把握し、有事に備える役割を担うほか、へき地、救急、周産期及び小児等の医

療においても、それぞれの役割を担う立場にあります。

○ 医療連携体制を構成する医療機関に関する情報については、道のホームページ等を

通して道民に情報提供するとともに、定期的に更新を行います。

○ 各医療機関においては、地域に必要な医療機能を踏まえ、自らの医療機能や役割を

見極め、対応していくことが求められます。

○ 道民は、かかりつけ医の重要性や救急車の適切な利用など、それぞれの医療機関が

地域で果たしている機能・役割に対する理解を深め、地域の貴重な社会資源として適

切に利用していくことが必要です。

２ 公的医療機関等の役割

○ 自治体病院を始めとする公的医療機関等（医療法第７条の２第１項各号に掲げる者

が開設する医療機関をいう。以下同じ。）及び医療法施行令第４条の６に掲げる独立

行政法人が開設する医療機関については、５疾病・５事業及び在宅医療の医療連携体

制の構築に当たり、民間医療機関等との役割分担を踏まえ、地域における中心的な医

療機関としての役割が求められています。

○ 特に公的医療機関（医療法第31条に規定する医療機関をいう。）については、救急

医療等確保事業（医療法第30条の４第２項第５号イからへまでに掲げる事業をいう。）

を地域において担うことが求められています。

○ 道としては、地域において救急医療等の政策医療や不採算医療などを担う公的医療

機関等がその役割を適切に果たすことができるよう、国に対して財政措置等の充実に

ついて要望を行うなど、支援していきます。

３ 社会医療法人の役割

社会医療法人制度は、救急医療やへき地医療など、特に地域で必要な医療の提供を

担う医療法人を知事（もしくは厚生労働大臣）が認定するものであり、平成29年４月

１日現在、37の社会医療法人を認定しています。社会医療法人による救急医療やへき

地医療などの積極的な事業の促進に向け、本制度の周知と普及を図ります。

平成29年４月１日現在

＊ 複数の業務を実施している医療法人があるため、合計は37とならない。

（うち、精神科救急医療）

社会医療法人数 16 (5) 1 26 1 1

小児救急医療業務区分
救急医療

災害医療 へき地医療 周産期医療
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第２節 がんの医療連携体制

１ 現 状

（１）死亡の状況

○ 本道においては、がんは、昭和52年より死因の第１位であり、平成28年には１万

9,179人が死亡しており、死亡者数全体の30.9％を占めています。

○ 部位別に見ると、肺がんの死亡者数が4,077人と最も多く、次いで大腸がんが2,622

人、胃がんが2,102人となっています。

○ 年齢調整死亡率＊１（75歳未満）を全国と比較すると、男性は全国の95.8に対し

108.5、女性は全国の58.0に対し66.4といずれも全国平均を上回っており、特に、肺

がんや乳がんの死亡率が全国平均より高くなっています。

○ がんは、加齢により発症リスクが高まりますが、今後ますます高齢化が進行するこ

とを踏まえると、その死亡者数は今後とも増加していくことが推測されます。

【死因の推移（全道）】

＊ 厚生労働省「人口動態統計」

【部位別年齢調整死亡率（男性）】 【部位別年齢調整死亡率（女性）】

＊ 厚生労働省「人口動態統計」（平成28年）

＊１ 年齢調整死亡率：年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整した人口10万人当たりの死亡数。
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（２）がんの予防及び早期発見

○ がんの原因は、喫煙、食生活及び運動等の生活習慣や肝炎ウイルス等の感染症など

様々なものがあり、正しい知識を広めることが重要であることから、がん予防に向け

ての普及啓発などが行われています。

○ がんは、早期に発見し治療につなげることが重要であることから、現在、市町村事

業として、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん及び子宮頸がんの各種検診が行われて

いるほか、企業における福利厚生や健康保険組合等における独自の保健事業として、

がん検診が実施されています。

【がん検診受診率】

＊ 厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成28年）

（３）がん登録

がんの罹患や治療後の経過等に関する情報を漏れなく収集するため、平成28年１月

より、がん登録等の推進に関する法律に基づく全国がん登録を実施しているほか、が

ん診療連携拠点病院等においては、より詳細な情報収集のため、院内がん登録が実施

されています。

（４）医療機関への受診状況

○ 平成26年の患者調査によると、本道の人口10万人当たりのがんの受療率は、入院で

は全国102に対し155、外来では全国135に対し137と、共に高くなっています。

○ がん患者の平均在院日数は、全国19.9日に対し20.2日となっています。

○ 患者受療動向調査によると、がん患者が居住している第二次医療圏内で受療してい

る割合は、全道平均で入院が87.8％、通院が92.2％となっています。

○ また、この割合が低い医療圏については、隣接する都市部で入院する率が高くなっ

ています。

（５）医療の状況

○ 肺・胃・肝・大腸・乳がんを中心に、国が指定するがん診療連携拠点病院及び地域

がん診療病院並びに道が指定する北海道がん診療連携指定病院（以下「拠点病院等」

という。）において、手術療法、放射線療法、薬物療法を効果的に組み合わせた集学

的治療が実施されています。

○ 緩和ケアについては、がんと診断された時から、治療、在宅医療など様々な場面で

切れ目なく提供されるよう、拠点病院等の体制整備を行っています。また、拠点病院

等において、がん診療に携わる全ての医師に対して、基本的な緩和ケアの知識と技術

を習得するための緩和ケア研修会が開催されています。
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○ 道内においては、がん診療連携拠点病院が20病院、地域がん診療病院が２病院、北

海道がん診療連携指定病院が24病院指定されていますが、21の第二次医療圏のうち、

７圏域において未指定となっています。

２ 課 題

（１）がん死亡者数の減少

がんは、道民の健康と生命の最大の脅威となっていることから、がん対策の総合的

な推進により、死亡者数を減少させる必要があります。

（２）がんの予防及び早期発見

○ 発がんリスクの低減を図るため、全ての道民が喫煙の及ぼす健康影響について十分

に認識することが重要ですが、本道における喫煙率は、男女とも全国平均より高い状

況にあり、喫煙開始年齢の大半が成人に達する前という実態を踏まえ、社会全体で未

成年者が喫煙しない環境づくりに努める必要があります。

○ また、発がんリスクを軽減するとされている野菜摂取量を増やすなど、食生活の改

善に向けた取組を推進する必要があります。

○ がん検診の受診率は、胃がんが35.0％、子宮頸がんが33.3％、乳がんが31.2％、大

腸がんが34.1％、肺がんが36.4％と全国より低い状況にあることから、受診率のより

一層の向上を図るため、がん検診の必要性についての普及啓発や受診勧奨の徹底など

の対策を推進する必要があります。

○ また、精度管理については、精検受診率やがん発見率などの指標を分析し、精度の

向上を図る必要があります。

（３）がん登録

がん登録については、がんの罹患や治療後の経過等に関する情報を漏れなく収集し、

予防・治療等に効果的に活用するため、道民に対する普及啓発を行う必要があります。

（４）医療機関への受診状況

○ がん治療に係る入院期間が全国平均に比べ、長期間になる傾向が見られ、また、自

給率＊１については、都市部を抱える医療圏と郡部の医療圏との間で開きがあります。

○ このため、特に遠隔地から都市部に入院している患者については、集学的治療など

の治療後には、居住地域で継続的な医療を受けることができるよう、医療提供体制の

整備と医療機関等の相互の連携を進める必要があります。

（５）医療の状況

○ 集学的治療の実施が求められていますが、この中でも特に放射線療法と薬物療法を

専門的に行う医師の不足が指摘されています。

○ 緩和ケアについては、身体症状の緩和に加え、心理社会的な問題への援助など、人

生の最終段階だけではなく、がんと診断された時から行われる必要があります。

○ がん患者や家族の意向を踏まえ、住み慣れた家庭や地域で療養生活を継続すること

ができるよう、在宅医療を推進する必要があります。

○ 拠点病院等が未指定となっている７圏域においては、指定要件を満たす医療機関が

なく、未指定圏域をカバーする体制を整備する必要があります。

＊１ 自給率：がんの患者が居住している第二次医療圏内で受療（入院）している割合のこと。
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３ 必要な医療機能

（医療機関）

○ 次に掲げる事項を含め、拠点病院等の医療機関は、診療ガイドラインに即した診療

を実施します。

◇ 血液検査、画像検査（Ｘ線検査、ＣＴ、超音波検査、内視鏡検査、ＭＲＩ、核医

学検査）及び病理検査等の診断・治療に必要な検査を実施します。

◇ 患者の状態やがんの病態に応じて、手術療法、放射線療法、薬物療法を組み合わ

せた集学的治療を実施します。

◇ がんと診断された時から緩和ケアを実施します。

（拠点病院等）

○ 上記を含め、拠点病院等においては、次の対応が求められます。

◇ 患者の状態やがんの病態に応じて、手術療法、放射線療法、薬物療法を組み合わ

せた集学的治療を実施します。

◇ 各職種の専門性を活かし、医療従事者間の連携と補完を重視した多職種でのチー

ム医療を実施します。

◇ 患者とその家族の意向に応じて、専門的な知識を有する第三者の立場にある医師

の意見を求めることができるセカンドオピニオンを実施します。

◇ 相談支援の体制を確保し、情報の収集・発信、患者・家族の交流の支援、就労支

援等を実施します。

◇ がんと診断された時から緩和ケアを実施します。緩和ケアチームの整備や外来で

の緩和ケアを実施し、患者とその家族に対して、身体的な苦痛及び精神心理的な苦

痛等に対する全人的な緩和ケアを提供します。

◇ 地域連携支援の体制を確保するため、病院間の役割分担を進めるとともに、研修、

カンファレンス、診療支援、地域連携クリティカルパス等の活用や急変時の対応も

含めて、他のがん診療機能や在宅療養支援機能を有している医療機関等と連携しま

す。

◇ 院内がん登録を実施します。
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４ 数値目標等

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

がん医療の均てん化＊１を目指すとともに、がんの予防及びがんの早期発見など、

がん対策を総合的かつ計画的に推進します。

（１）がん予防の推進

○ 健康のために望ましい生活習慣やがんに関する正しい知識を身に付けることができ

るよう普及啓発を行います。

○ たばこをやめたい人が、医療機関、薬局、市町村、保健所や事業所などの身近なと

ころで禁煙支援を受けることができる体制の整備を促進します。

○ 受動喫煙＊２を防止するために、公共施設を始め職場や家庭等における禁煙や適切

な分煙を進めます。

（２）がんの早期発見

○ 道や市町村は、がん検診の受診率の向上に向け、企業との連携やマスメディア等を

活用した普及啓発を行います。

○ 道や市町村は、がん検診と特定健診との一体的な実施を促進するとともに、検診の

受診勧奨の取組を推進するなど、受診率の向上を図ります。

○ 道や市町村は、がん検診の精検受診率やがん発見率などの指標を分析し、精度の維

持・向上を図ります。

＊１ がん医療の均てん化：がん医療について、どこに住んでいる人でも標準的な医療サービスを平等に受けることができるようにするこ

と。

＊２ 受動喫煙：室内等において、他人のたばこの煙を吸わされること。

現状値 目標値（H35） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次）

体 制 整 備 20 21 現状より増加
厚生労働省がん対策情報
（平成29年）

胃 35.0 50.0 現状より増加
平成28年
国民生活基礎調査
［厚生労働省］

肺 36.4 50.0 現状より増加
平成28年
国民生活基礎調査
［厚生労働省］

大腸 34.1 50.0 現状より増加
平成28年
国民生活基礎調査
［厚生労働省］

子宮頸 33.3 50.0 現状より増加
平成28年
国民生活基礎調査
［厚生労働省］

乳 31.2 50.0 現状より増加
平成28年
国民生活基礎調査
［厚生労働省］

喫煙率（％） 24.7 12.0以下 現状より減少
平成28年
国民生活基礎調査
［厚生労働省］

男性 111.1 全国平均以下
現状より減少
（H27：99.0）

平成27年度
人口動態調査
［厚生労働省］

女性 68.0 全国平均以下
現状より減少
（H27:58.8）

平成27年度
人口動態調査
［厚生労働省］

＊　「北海道がん対策推進計画」に準拠

住 民 の
健 康 状 態 等

がんによる75歳未満年齢調整
死亡率（％）

実 施 件 数 等

がん検診受診率（％）

指標区分 指標名（単位）

がん診療連携拠点病院数（か所）
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（３）がん登録の推進

がんの罹患や治療後の経過等に関する情報が予防・治療等に効果的に活用されるよ

う、道民への普及啓発を行います。

（４）がん医療連携体制の整備

○ より身近なところで必要ながん医療を受けることができるよう、がん診療連携拠点

病院、地域がん診療病院や北海道がん診療連携指定病院、その他のがん医療を行う医

療機関、在宅療養支援診療所、訪問看護ステーション、薬局、歯科医療機関等の関係

者間の連携を促進し、診断から、治療、緩和ケア、リハビリテーション、在宅医療に

至るまでのがん医療提供体制の整備を図ります。

○ 国が指定する小児がん拠点病院と地域の医療機関等は、診療体制や機能等の情報を

共有し、連携体制の構築に取り組みます。

○ がんと診断された時からの在宅を含む緩和ケアが推進されるよう、道や拠点病院等

は、がん診療に携わる医師、看護師、薬剤師等に対する緩和ケアの知識の普及ととも

に、緩和ケア病床を有する医療機関や在宅療養支援診療所、薬局等の関係者の連携を

促進します。

○ 道内の医育大学とも連携を図りながら、放射線療法や薬物療法、手術療法などのが

ん医療を専門的に行う医師等医療従事者の人材育成を促進します。

○ がん診療連携拠点病院については、第二次医療圏ごとの整備を目指し、当面整備が

困難な医療圏については、地域がん診療病院や北海道がん診療連携指定病院の整備を

進めます。なお、未指定圏域においては、がん診療連携拠点病院が地域の中核的な医

療機関等と連携を図ります。

○ 大学病院は、「北海道高度がん診療中核病院」として、本道における高度先進医療

の提供や高度の医療技術の開発及び評価を行うとともに、がん診療連携拠点病院等に

対する、放射線療法・薬物療法等の高度のがん医療に関する研修や診療支援を行う医

師の派遣に積極的に取り組みます。
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６ 医療連携圏域の設定

がんの医療連携圏域については、がん診療連携拠点病院による専門的な医療サービ

スの提供を目指す第二次医療圏単位とします。なお、拠点病院等が未指定となってい

る７圏域については、14圏域に所在する拠点病院等が、第三次医療圏を基本としてカ

バーする体制を維持・強化します。

北海道がん診療連携協議会

会

がんの医療連携体制

国立がん研究センター

都道府県がん診療連携拠点病院
≪北海道がんセンター≫

地域がん診療連携拠点病院

高度がん診療中核病院
≪３医育大学≫

地域がん診療連携拠点病院
≪１６病院≫

地域がん診療病院
≪２病院≫

北海道がん診療連携指定病院
≪２４病院≫

・地域医療を担う中核病院

・在宅療養支援診療所

・薬局・訪問看護ステーション

・市町村包括支援センター

・保健所等

在宅医療

緩和ケア

相談・活動等

患者支援連
携
・
協
議

小児がん
中核病院

連
携

小児がん
拠点病院

≪北海道大学病院≫

小児がん診療
に携わる
地域の

医療機関

連携

歯科医療機関

連携

連携

第二次医療圏域

拠点病院等未整備圏域

第三次医療圏域

未整備圏域を含め
連携・支援

地域
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７ 医療機関等の具体的名称 平成29年4月1日現在

第三次 第二次

 　市立函館病院 　社会福祉法人函館厚生院　函館中央病院

 　社会福祉法人函館厚生院　函館五稜郭病院 　国立病院機構　函館病院

 南　檜　山

 北渡島檜山

◎独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター 　KKR札幌医療センター斗南病院

◆札幌医科大学附属病院 　公益社団法人北海道勤労者医療協会　勤医協中央病院

◆北海道大学病院 　社会医療法人　札幌北楡病院

 　市立札幌病院 　独立行政法人地域医療機能推進機構　北海道病院

 　医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院 　医療法人彰和会　北海道消化器科病院

 　ＪＡ北海道厚生連　札幌厚生病院 　NTT東日本札幌病院

 　ＫＫＲ札幌医療センター 　医療法人為久会　札幌共立五輪橋病院

 　社会医療法人　恵佑会札幌病院 　医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院

　独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター

　北海道旅客鉄道株式会社　ＪＲ札幌病院

　社会医療法人　札幌清田病院

　医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院

 後　　　志(1) ○小樽市立病院

 南　空　知(1) ○独立行政法人労働者健康福祉機構　北海道中央労災病院

 中　空　知 (1)  　砂川市立病院

 北　空　知(1) 　深川市立病院

 西　胆　振 (4) 　 社会医療法人母恋　日鋼記念病院 　市立室蘭総合病院

　社会医療法人　製鉄記念室蘭病院

　伊達赤十字病院

 東　胆　振 (2) 　 医療法人　王子総合病院 　苫小牧市立病院

 日　　　高

◆旭川医科大学病院 　旭川赤十字病院

 　ＪＡ北海道厚生連　旭川厚生病院 　独立行政法人国立病院機構　旭川医療センター

 　市立旭川病院

 上 川 北 部(1) 　名寄市立総合病院

 富　良　野

 留　　　萌

 宗　　　谷

 北　　　網 (1) 　 北見赤十字病院

 遠　　　紋(1) 　JA北海道厚生連　遠軽厚生病院

十　勝 (2)  十　　　勝 (2) 　 ＪＡ北海道厚生連　帯広厚生病院 　社会福祉法人北海道社会事業協会　帯広病院

　 市立釧路総合病院

　 独立行政法人労働者健康福祉機構　釧路労災病院

 根　　　室

6圏域 21圏域 22施設 24施設

医 療 圏 がん診療連携拠点病院
地域がん診療病院

北海道がん診療連携指定病院

道　　　南

(４)

 南　渡　島

 (4)

道　　　央

(30)

 札　　幌 (20)

道　　　北

(6)

 上 川 中 部 (5)

オホーツク

(2)

釧路・根室

(2)

 釧　　　路 (2)

＊ かっこ書きの数字は拠点病院、診療病院及び指定病院の合計数

＊ 「◎」は都道府県がん診療連携拠点病院、「◆」北海道高度がん診療中核病院、「○」地域がん診療病院
＊ 網掛けの圏域は拠点病院及び指定病院未整備圏域(７圏域）
＊ 第８章別表により随時更新
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８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

○ がんの薬物療法や放射線治療に伴う口腔合併症の予防や手術後の肺炎予防等のた

め、周術期の患者に対し、がん診療連携拠点病院やその他のがん医療を行う医療機関

等と連携して、歯科医療機関が専門的口腔管理（口腔ケア、口腔衛生指導、口腔疾患

の治療等）を行う取組を推進し、より質の高いがん治療の提供につなげます。

○ 口腔がん早期発見等の役割を担う歯科診療所と病院歯科等の高次歯科医療機関との

病診連携や医科歯科連携により、口腔がんに対する適切な高次歯科医療を提供できる

ネットワークの充実を図ります。

９ 薬局の役割

○ 適切な禁煙の相談を受ける取組を推進するとともに、禁煙補助薬の服薬管理などを

通じて、たばこをやめたい人の禁煙支援を行います。

○ 外来化学療法の効果と安全性を高めるためには、患者が薬物治療について正しく理

解し、適切に服薬等を行うことが重要であることから、薬局において、薬学的管理（薬

剤服用歴の管理、服薬状況や副作用の把握等）を行うとともに、患者への適切な服薬

指導などに努めます。

○ 在宅緩和ケアにおける医療用麻薬の適正使用を推進するため、薬局において、在宅

患者に対し、医療用麻薬の適切な服薬管理などに努めるとともに、医療用麻薬の円滑

な供給を図るため、地域の薬局と医薬品卸相互の連携を図ります。

10 訪問看護ステーションの役割

○ がん患者が在宅生活に移行するに当たっては、病院看護師等の医療機関のスタッフ

と訪問看護師が入院中から連携し、在宅療養の環境整備に努めます。

○ 在宅で療養生活を継続するがん患者に対して、身体的な苦痛及び精神心理的な苦痛

等の全人的な緩和など、適切な看護の提供や療養生活の支援を行い、生活の質（ＱＯ

Ｌ）の維持・向上を目指します。

○ 在宅で療養生活を継続するがん患者に対して、治療後の心身の症状や障がいに合わ

せた適切なケアを提供するともに、急変時の対応、在宅での看取りや遺族へのグリー

フケア※１に取り組みます。

※１ グリーフケア：大切な人を失った喪失感や悲しみを乗り越えようとしている人たちに寄り添い、援助していくこと。
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第３節 脳卒中の医療連携体制

１ 現 状

（１）死亡の状況

○ 北海道では、平成27年に4,875人が脳血管疾患を原因として死亡しており、死亡数

全体の8.0％（全国8.7％）を占め、死因の第４位となっています。

○ その内訳は、脳梗塞57.7％（全国57.6％）、脳出血27.9％（全国28.7％）、くも膜

下出血12.5％（全国11.1％）、その他1.9％（全国2.6％）です。

○ 脳血管疾患の平成27年年齢調整死亡率（人口10万対）は、男女とも減少傾向にあり、

男性は34.7（全国37.8）、女性21.0（全国21.0）となっています。＊１

【脳血管疾患 年齢調整死亡率（人口10万対)】

＊ 平成７年の数値の上昇は、死因統計分類の変更による影響

（２）健康診断の受診状況

○ 脳卒中の発症を予防するためには、定期的な健診の受診により高血圧、糖尿病、脂

質異常症等の危険因子を早期に発見し、治療することが重要ですが、平成27年度の本

道の特定健康診査の実施率は39.3％で、平成22年度（32.6％）より向上しているもの

の、全国（50.1％）と比較すると10.8ポイント低い状況です。

○ 平成27年度特定健康診査受診者のうち、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドロー

ム）該当者＊２の割合は15.3％（全国14.4％）、内臓脂肪症候群予備群＊３の割合は、

12.l％（全国11.7％）となっています。

BMI値では、男性の肥満（BMI25以上）割合が高くなっています＊４。

○ また、本道は、脳卒中の危険因子である高血圧有病者の割合が高く＊４、喫煙率が

男女ともに高い＊４状況にあります。

＊１ 厚生労働省「人口動態統計特殊報告」（平成27年）

＊２ 内臓脂肪の蓄積（主に腹囲により測定）に加え、血中脂質、血圧、血糖基準のうち、２つ以上に該当する者。

＊３ 内臓脂肪の蓄積（主に腹囲により測定）に加え、血中脂質、血圧、血糖基準のうち、１つに該当する者。

＊４ 本書「第２章第３節 住民の健康状況」

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

男性　道 180.0 118.9 82.7 88.4 72.1 62.7 47.1 34.7
男性　全国 202.0 134.0 97.9 99.3 74.2 61.9 49.5 37.8
女性　道 137.2 93.5 60.4 58.4 43.7 34.6 25.2 21.0
女性　全国 140.9 95.3 68.6 64.0 45.7 36.1 26.9 21.0
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（３）医療機関への受診状況

（患者調査）＊１

○ 平成26年の脳血管疾患の受療率（人口10万対）は、入院が209（全国125）、外来が

81（全国74）であり、全国と比較して入院受療率が1.7倍高い状況にあります。

○ また、脳血管疾患患者の平均在院日数は123.7日で、平成20年（124.3日）からやや

短くなりましたが、全国（89.5日）との比較では、34.2日長くなっています。

脳梗塞患者の平均在院日数は117.2日で、全国（90.6日）より26.6日長い状況です。

（脳卒中の急性期医療実態調査）＊２

脳卒中の発症から専門医療機関到着までの所要時間には「救急要請の有無」が関係

しており、「発症から専門医療機関到着」までの所要時間の中央値は、「救急要請が

有る場合」で94分、「救急要請が無い場合」は384分となっており、大きな差があり

ます。

（４）医療機関の状況（北海道医療機能情報システム）＊３

（急性期医療を担う医療機関について）

①血液検査及び画像検査、②外科的治療（開頭手術、脳血管手術等）、③ｔ－ＰＡ

による血栓溶解療法の全てが、24時間対応可能である急性期医療を担う公表医療機関

は、61か所（輪番制を含む）です。

（回復期医療を担う医療機関について）

脳卒中の回復期リハビリテーションに対応可能な脳血管疾患等リハビリテーション

料の保険診療に係る届出医療機関は、184か所です。

（５）入院自給率について

第二次医療圏内で急性期医療を完結できていない圏域（入院自給率80％未満）は９

圏域（南檜山、北渡島檜山、後志、南空知、日高、富良野、留萌、遠紋、根室）あり、

隣接する圏域及び札幌圏に入院している状況です。

＊１ 厚生労働省「患者調査」（平成26年）

＊２ 保健福祉部健康安全局調査（平成26年、平成27年）

＊３ 北海道医療機能情報システム（平成29年4月）
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２ 課 題

（１）疾病の発症予防

○ 特定健康診査の意義を広く周知するとともに、脳卒中の危険因子である高血圧や糖

尿病、脂質異常症、喫煙習慣や過度な飲酒習慣がある者への支援を早期に開始し、発

症予防に努めることが必要です。

○ 施設内禁煙等の環境づくりを推進するなど、受動喫煙防止対策の強化が必要です。

（２）医療連携体制の充実

○ 患者の受療動向を踏まえて、急性期における専門的治療を速やかに受けることがで

きるよう、消防機関と医療機関及び医療機関相互の連携体制の充実が必要です。

○ 急性期から維持期までの病期に応じて、一貫したリハビリテーションが受けられる

よう、関係機関の連携体制の充実が必要です。

（３）在宅療養が可能な体制

脳卒中の再発及び合併症を予防し、生活機能を維持・回復しながら在宅で療養生活

を継続できるよう、医療及び介護サービスが相互に連携した支援が必要です。

３ 必要な医療機能

（１）発症予防

（かかりつけ医）

○ 高血圧、糖尿病、脂質異常症、心房細動等の基礎疾患に対する治療や食事、運動、

喫煙、過度の飲酒等の生活習慣の改善を促し、脳卒中の発症を予防します。

○ 脳卒中を疑う症状出現時の対応について、患者・家族等患者の周囲にいる者に対す

る教育・啓発を行います。

（２）応急手当・病院前救護

（本人及び家族等周囲にいる者）

発症後速やかに救急要請を行います。

（消防機関と急性期医療を担う医療機関の連携）

○ 急性期医療を担う医療機関へ速やかに搬送します。

○ メディカルコントロールに基づく適切な観察・判断・処置＊１を行います。

＊１ メディカルコントロールに基づく適切な観察・判断・処置：救急現場から医療機関に搬送されるまでの間に、医師の指示または指

導・助言等の下に救急救命士等が実施する気管挿管等の医行為
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（３）急性期医療

（急性期医療を担う医療機関）

○ 患者の来院後、速やかに（１時間以内に）専門的治療を開始します。

○ 適応のある脳梗塞症例に対しては、ｔ－ＰＡによる血栓溶解療法を実施します。

また、適応時間を超える場合でも、血管内治療などの高度専門治療の実施について

検討します。＊１

○ 呼吸、循環、栄養等の全身管理及び感染症や深部静脈血栓症等の合併症に対する診

療を実施します。誤嚥性肺炎の予防については、歯科医療機関等を含め、多職種間で
ご えん

連携して対策を図ります。

○ 廃用症候群や合併症を予防し、早期にセルフケアを可能とするためのリハビリテ－

ションを実施します。

○ 回復期及び維持期の医療機関等と診療情報や治療計画（リハビリテーションを含

む。）を共有するなどして連携を図ります。

（４）回復期医療

（回復期医療を担う医療機関、リハビリテーションを専門とする医療機関）

○ 身体機能の早期改善のための集中的なリハビリテーションを実施します。

○ 再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の適切な管理を行うとともに、誤嚥性肺炎の

予防や抑うつ状態・認知症など、脳卒中に合併する種々の症状や病態に対する対応を

行います。

○ 再発が疑われる場合には、急性期の医療機関との連携などにより、患者の病態を適

切に評価します。

○ 急性期及び維持期の医療機関等と診療情報や治療計画（リハビリテーションを含

む。）を共有するなどして連携を図ります。

（５）維持期医療

（介護老人保健施設、介護保険によるリハビリテーションを担う医療機関等）

○ 生活機能の維持・向上のためのリハビリテーション（訪問及び通所リハビリテー

ションを含む。）を実施し、在宅等への復帰及び日常生活の継続を支援します。

○ 再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の適切な管理を行うとともに、誤嚥性肺炎の

予防や抑うつ状態・認知症など、脳卒中に合併する種々の症状や病態に対する対応を

行います。

○ 合併症発症時や脳卒中の再発時には、患者の状態に応じた適切な医療を提供できる

医療機関と連携して対応します。

○ 回復期や急性期医療機関等と、診療情報や治療計画（リハビリテーションを含む。）

を共有するなどして連携を図ります。

○ 介護支援専門員を中心に介護保険関連施設、訪問看護ステーション、歯科診療所、

薬局等と連携して在宅医療を行います。

＊１ t-PAによる血栓溶解療法は、発症4.5時間以内の脳梗塞患者のうち広範な早期脳虚血性変化や頭蓋内出血等の禁忌項目に該当しない患

者が対象。また、機械的血栓除去術は、原則として発症６時間以内の脳梗塞患者の一部が対象となる（参考：脳卒中治療ガイドライン

2015 追補2017）。
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４ 数値目標等

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

（１）予防対策の充実

○ 道・市町村・医療保険者が連携して、特定健康診査の意義を広く周知するとともに、

特定健康診査・特定保健指導の充実に努めます。

○ 高血圧や糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドローム、喫煙習慣がある者への

支援を早期に開始し、脳卒中の発症予防に努めます。

○ 施設内禁煙等の環境づくりを推進し、受動喫煙防止に努めます。

（２）医療連携体制の充実

○ 発症予防、応急手当・病院前救護、急性期医療、回復期医療、維持期医療の各期に

おける、医療機関及び関係団体の取組を促進します。

○ 急性期から回復期、維持期まで切れ目なく適切な医療（リハビリテーションを含

む。）が提供できるよう、地域連携クリティカルパスやＩＣＴを活用した患者情報共

有ネットワーク、保健医療福祉圏域連携推進会議等を活用し、患者の受療動向に応じ

た連携体制の充実を図ります。

現状値 目標値(H35) 目標数値の考え方 現状値の出典（年次）

61 61 現状維持

北海道保健福祉部調査

急性期医療の公表医療機関
（平成29年4月1日現在）

21 21 現状維持
北海道保健福祉部調査
回復期医療の公表医療機関
（平成29年4月1日現在）

24.7 12.0 現状より減少
平成28年
国民生活基礎調査
［厚生労働省］

15 21 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（平成29年4月1日現在）

男性 58.6 40.0 現状より減少

女性 42.1 30.5 現状より減少

59.2 61.3 現状より増加
平成26年患者調査
（個票）二次医療圏
［厚生労働省］

男性 34.7 32.0

女性 21.0 20.1

＊　「北海道健康増進計画」（平成25年度～平成34年度）と調和を図る指標の目標値については、平成35年度も維持・向上とする。

指標区分

住 民 の

健 康 状 態 等

現状より減少
平成27年人口動態統計特殊
報告［厚生労働省］

高血圧有病者の割合（％）
（40～74歳）　＊

体 制 整 備

急性期医療を担う医療機関数（か所）

回復期リハビリテーションが実施可能な医療機関があ

る第二次医療圏数（医療圏）

実 施 件 数 等

喫煙率（％）　＊

地域連携クリティカルパスを導入している第二次医療
圏数（医療圏）

在宅等生活の場に復帰した患者の割合（％）

平成28年健康づくり道民調査

脳血管疾患患者の年齢調整死亡

率（％）
（人口10万対）　＊

指標名（単位）
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６ 医療連携圏域の設定

○ 脳卒中の医療連携圏域は、発症後早期に適切な治療を開始することが重要であるこ

とから、入院医療サービスの完結を目指す圏域である第二次医療圏とします。

○ なお、現状において急性期医療が完結しない医療圏においては、患者の受療動向等

を踏まえた広域的な連携に関する協議の場として、保健医療福祉圏域連携推進会議等

を活用しながら、患者情報の共有や地域における課題等について意見交換を行うなど、

病病連携・病診連携の更なる推進を図り、必要な医療連携体制の確保に努めます。

７ 医療機関等の具体的名称

（１）急性期医療

（急性期医療を担う医療機関の公表基準）

次の①～③が24時間対応可能である病院・診療所（病院群輪番制をとっている圏域

については、救急当番日のみの場合を含む）

① 血液検査及び画像検査（ＣＴ、ＭＲＩ、超音波検査等）

② 開頭手術（脳動脈瘤クリッピング術、脳内血腫除去術、減圧開頭術等）、

外科的血行再建術かつ脳血管内手術

③ ｔ－ＰＡによる血栓溶解療法

（医療機関名）

上記の公表基準を満たした医療機関（第８章別表参照 ＊随時更新）

（２）回復期医療

（回復期医療を担う医療機関の公表基準）

次の①②を両方満たす病院・診療所

① 脳血管疾患等のリハビリテーション料の保険診療に係る届出をしていること

② 脳卒中の回復期リハビリテーションの対応が可能であること

（医療機関名）

上記の公表基準を満たした医療機関（第８章別表参照 ＊随時更新）

８ 歯科医療機関(病院歯科、歯科診療所)の役割

脳卒中の後遺症に関連する口腔機能低下や口腔衛生状態の悪化は、摂食嚥下障害、
えん げ

咀嚼障害及び構音障害につながり、更には誤嚥性肺炎の発症リスクとなります。
そしやく こうおん ご えん

脳卒中発症者における誤嚥性肺炎等を予防するため、病院歯科を含む地域の歯科医

療機関が、多職種によるケアカンファレンス等を活用し、急性期等の入院期間から在

宅療養に至るまでの適切な歯科治療、専門的口腔ケア及び口腔機能訓練の提供に努め

ます。
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９ 薬局の役割

○ 脳卒中の発症予防や再発予防のためには、患者が薬物治療について正しく理解し、

適切に服薬等を行うことが重要であることから、薬局において、薬学的管理（薬剤服

用歴の管理、服薬状況や副作用の把握等）を行うとともに、患者への適切な服薬指導

などに努めます。

○ 在宅療養中の脳卒中患者に対しては、薬局において、医療機関や訪問看護ステー

ション等と連携し、薬学的管理の下、訪問による患者への適切な服薬指導などを行う

とともに、在宅療養で必要な医薬品や医療・衛生材料等の供給に努めます。

10 訪問看護ステーションの役割

○ 脳卒中患者が在宅生活に移行するに当たっては、病院看護師等の医療機関のスタッ

フと訪問看護師が入院中から連携し、在宅療養の環境整備に努めます。

○ 脳卒中の回復期及び維持期にある在宅療養者に対して、心身の状態や障害に合わせ

て在宅療養の技術的支援や精神的支援を行うとともに、再発予防に向けた基礎疾患・

危険因子の管理や生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションを実施し、日常

生活の再構築を支援します。

○ 在宅療養中の脳卒中患者の再発等の急変時について、平常時から緊急時の連絡体制

や救急車到着までの対処方法などを患者・家族等患者の周囲にいる者と事前に取り決

め、緊急時の対応に備えます。

急性期医療

急性期医療を担う医療機関 ＜２４時間対応＞

○ 血液検査や画像検査（ＣＴ検査、ＭＲＩ検査）等、必要な検査の実施
○ 適応のある脳梗塞症例に対するｔ－ＰＡによる血栓溶解療法の実施
○ 呼吸・循環等の全身管理、及び感染症や深部静脈血栓等、合併症の予防・治療
〇 廃用症候群を予防し、リスク管理のもとに早期にリハビリテーションを開始
【医療機関名は第８章別表３参照】

脳卒中の医療連携体制

急性期から回復期、維持期までの医療機関及び介護保険関連施設等が、診療情報や治療計画の共
有による切れ目のない適切な医療が提供できるよう連携体制の充実を図ります。

発症予防の対応 維持期の対応

医 療
保険者

道
市町村

住民(患者)

健診の

普及啓発

○再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理
〇合併症への対応（誤嚥性肺炎･抑うつ等）
○生活機能の維持及び向上のためのリハビテー

ションの実施
○介護支援専門員、介護関連施設、訪問看護ス

テーション、歯科診療所、薬局等と連携した
在宅医療の実施

○基礎疾患の治療（高血圧・糖尿
病・脂質異常症・心房細動等）

〇生活習慣の改善を支援（食事・
運動・喫煙・過度の飲酒など）

○突然の症状出現時の対応につい
て本人･家族･周囲の者への教育

発症

回復期医療を担う

医療機関

○再発予防の治療や基礎疾
患･危険因子の管理

〇合併症への対応（誤嚥性
肺炎・抑うつ・認知症等）

○専門医療スタッフによる
集中的なリハビリテーシ
ョン（身体機能の早期改
善及びADLの向上）

【医療機関名は第８章別表４参照】

連

携
回

復
期

医

療

連

携

連

携

維

持
期

医
療

【医療連携圏域】

近隣医療圏当該第二次医療圏 連携・協議の場

特定健康診査

特定保健指導

受
診

来院後１時間以内を目安に専門的治療の開始
※発症4.5時間以内の脳梗塞患者には、t-PA静脈療法を考慮

連

携

保健指導
速やかに救急要請

応

急

手
当

・
病

院

前
救

護

発
症

予
防

訪問看護ステーション、介護支援専門員、
かかりつけ歯科、かかりつけ薬局他

か か り つ け 医

受
診

救
急
搬
送
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第４節 心筋梗塞等の心血管疾患の医療連携体制

１ 現 状

（１）死亡の状況

○ 北海道では、平成27年に9,156人が心疾患を原因として死亡しており、死亡数全体の

15.1％（全国15.2％）を占め、死因の第２位となっています。

○ その内訳は、多い順から、心不全44.2％（全国36.6％）、不整脈及び伝導障害16.3

％（全国15.5％）、急性心筋梗塞16.7％（全国19.0％）です。

○ 本道の平成27年年齢調整死亡率（人口10万対）は、心疾患では男性64.4（全国65.4）、

女性34.5（全国34.2）となっており、急性心筋梗塞では、男性14.5（全国16.2）、女

性5.5（全国6.1）となっています。＊１

一方、心不全は男性61.1（全国44.2）、女性88.4（全国69.8）で男女ともに全国よ

り高くなっています。

【急性心筋梗塞 年齢調整死亡率（人口10万対）】

＊ 平成７年の数値の上昇は、死因統計分類の変更

（２）健康診断の受診状況

○ 急性心筋梗塞の発症を予防するためには、定期的な健診の受診により高血圧、脂質

異常症、糖尿病等の危険因子を早期に発見し、治療することが重要ですが、平成27年

度の本道の特定健康診査の実施率は39.3％で、平成22年度（32.6％）より向上してい

るものの、全国（50.1％）と比較すると10.8ポイント低い状況です。

○ 平成27年度特定健康診査受診者のうち、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドロー

ム）該当者＊２の割合は15.3％（全国14.4％）、内臓脂肪症候群予備群＊３の割合は、

12.1％（全国11.7％）であり、全国とほぼ同じ傾向となっています。

BMI値では、男性の肥満（BMI25以上）割合が高くなっています。＊４

○ また、本道は、心血管疾患の危険因子である高血圧有病者の割合が高く＊４、喫煙

率が男女ともに高い＊４状況にあります。

＊１ 厚生労働省「人口動態統計特殊報告」（平成27年）

＊２ 内臓脂肪の蓄積（主に腹囲により測定）に加え、血中脂質、血圧、血糖基準のうち、２つ以上に該当する者。

＊３ 内臓脂肪の蓄積（主に腹囲により測定）に加え、血中脂質、血圧、血糖基準のうち、１つに該当する者。

＊４ 本書「第２章第３節 住民の健康状況」

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

男性　道 46.1 39.8 32.0 40.5 29.5 28.4 21.5 14.5
男性　全国 41.1 35.3 30.1 40.5 29.7 25.9 20.4 16.2
女性　道 23.4 22.5 19.2 21.9 16.1 12.3 9.2 5.5
女性　全国 20.7 17.9 15.4 20.8 14.2 11.5 8.4 6.1
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（３）医療機関への受診状況

（患者調査）＊１

○ 平成26年の心疾患の受療率（人口10万対）は、入院が66（全国47）、外来が91（全

国105）であり、全国と比較して入院受療率が1.4倍高い状況にあります。

○ また、心疾患患者の平均在院日数は23.2日で、平成20年（23.6日）からほぼ横ばい

で推移しています。全国（20.3日）との比較では、2.9日長くなっています。

（急性心筋梗塞の急性期医療実態調査）＊２

急性心筋梗塞の発症から専門医療機関到着までの所要時間には「救急要請の有無」

が関係しており、「発症から専門医療機関到着」までの所要時間の中央値は、「救急

要請が有る場合」で92分、「救急要請が無い場合」で329分となっており、大きな差

があります。

（４）救命処置の状況

道内で、一般市民により心肺停止が目撃された心原性の心肺停止症例959件のうち、

「一般市民による除細動」の実施は78件（8.1％）で、平成23年の40件（4.8％）より

3.3ポイント増加しており、全国（7.4％）よりもやや高くなっています。＊３

（５）医療機関の状況（北海道医療機能情報公表システム）＊４

（急性期医療を担う病院について）

○ ①放射線等機器検査、②臨床検査、③経皮的冠動脈形成術の全てが、24時間対応可

能である急性期医療を担う公表医療機関は、67か所（輪番制を含む）となっています。

○ 冠疾患専用集中治療室（ＣＣＵ）を有する病院は、全道で20か所です。

（回復・維持期の医療について）

○ 「心大血管疾患リハビリテーションⅠ」又は「Ⅱ」の保険診療に係る届出医療機関

（平成29年６月１日現在）は、全道66か所（第二次医療圏では13圏域）であり、内訳

は札幌圏30か所、南渡島圏８か所、上川中部圏７か所、十勝圏４か所、西胆振圏、北

網圏が各々３か所、後志圏、南空知圏、東胆振圏、釧路圏が各々２か所、北渡島檜山

圏、中空知圏、遠紋圏が各々１か所となっています。

○ 未整備の圏域は８圏域（南檜山、北空知、日高、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

根室）となっています。

（６）入院自給率について

第二次医療圏内で急性期医療を完結できていない圏域（入院自給率80％未満）は10

圏域（南檜山、北渡島檜山、後志、南空知、北空知、日高、富良野、留萌、宗谷、根

室）で、隣接する圏域及び札幌圏に入院している状況です。

＊１ 厚生労働省「患者調査」（平成26年）

＊２ 保健福祉部健康安全局調査（平成26年、平成27年）

＊３ 総務省消防庁「救急・救助の現況」（平成28年）

＊４ 北海道医療機能情報公表システム（平成29年６月現在）
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２ 課 題

（疾病の発症予防）

○ 特定健康診査の意義を広く周知するとともに、心血管疾患の危険因子である高血圧

や脂質異常症、糖尿病、メタボリックシンドローム、喫煙習慣がある者への支援を早

期に開始し、心筋梗塞等の心血管疾患の発症予防に努めることが必要です。

○ 施設内禁煙等の環境づくりを推進するなど、受動喫煙防止対策の強化が必要です。

（医療連携体制の充実）

○ 患者の受療動向を踏まえて、急性期における専門的治療を速やかに受けることがで

きるよう、消防機関と医療機関、及び医療機関相互の連携体制の充実・強化が必要で

す。

○ 急性期から維持期までの病期に応じて、一貫したリハビリテーションが受けられる

よう関係機関の連携体制の充実が必要です。

（再発予防）

再発及び合併症を予防するための治療や基礎疾患の管理、再発時の対応方法につい

て、地域の医療機関と専門的医療機関との連携体制の充実が必要です。

３ 必要な医療機能

（１）発症予防

（かかりつけ医）

○ 高血圧、脂質異常症、糖尿病等の基礎疾患に対する治療や喫煙、ストレス等の生活

習慣の改善を促し、心筋梗塞等の心血管疾患の発症を予防します。

○ 急性心筋梗塞を疑う症状出現時の対応について、本人及び家族等周囲にいる者に対

する教育・啓発を行います。

（２）応急手当・病院前救護

（本人及び家族等周囲にいる者）

○ 発症後、速やかに救急要請を行います。

○ 心肺停止が疑われる者に対して、ＡＥＤの使用を含めた救急蘇生法等の適切な処置

を行います。

（消防機関と急性期医療を担う医療機関の連携）

○ 急性期医療を担う医療機関へ速やかに搬送します。

○ メディカルコントロールに基づく適切な観察・判断・処置を行います。

（３）急性期医療

（救命救急センター及びＣＣＵを有する医療機関、急性期医療を担う医療機関）

○ 来院後、速やかに初期治療を開始するとともに、30分以内に専門的な治療を開始し

ます。

○ 心筋梗塞等の心血管疾患が疑われる者の初期治療に必要な検査及び処置、専門的な

診療について、24時間対応可能な体制を維持します。

○ 呼吸管理、疼痛管理等の全身管理やポンプ失調などの合併症治療を行います。

○ 冠動脈バイパス術等の外科的治療が可能、又は外科的治療が可能な施設との連携体

制の構築を図ります。
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○ 慢性心不全の急性増悪時に、状態の安定化に必要な内科的治療を行います。

○ 運動耐容能などに基づいた運動処方により合併症を予防し、多職種による多面的・

包括的なリハビリテーションを実施します。

○ 回復期の医療機関やかかりつけ医と診療情報や治療計画を共有するなどして連携を

図ります。また、再発予防のため、定期的に専門検査を実施します。

（４）回復期医療

（内科、循環器科または心臓血管外科を有する病院・診療所）

○ 再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理、抑うつ状態等への対応などを行いま

す。

○ 入院又は通院により、合併症や再発の予防、在宅復帰のための心血管疾患リハビリ

テーションを実施します。

○ 再発予防に必要な知識や再発時の対応法について、患者及び家族への教育を実施し

ます。

○ 救急処置が可能な医療機関と連携し、合併症併発時や再発時などの緊急時に対応で

きる医療体制を維持します。

○ 急性期及び在宅医療を担う医療機関と診療情報や治療計画を共有するなどして連携

を図ります。

（５）維持期医療

（かかりつけ医）

○ 再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理、抑うつ状態等への対応を行います。

○ 救急処置が可能な医療機関と連携し、合併症併発時や再発時などの緊急時に対応で

きる医療体制とします。

○ 急性期の医療機関・介護保険関連施設等と診療情報や治療計画等を共有し、再発予

防のための定期的な専門的検査や合併症併発時・再発時の対応を含めた連携を図りま

す。

○ 在宅での運動療法や再発予防のための疾病管理について、医療機関や訪問看護ス

テーション、かかりつけ薬局、歯科診療所等が連携して支援します。

＊ 厚生労働省「脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方について」（平成29年7月）
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４ 数値目標等

５ 数値目標等を達成するための必要な施策

（１）予防対策の充実

○ 道・市町村・医療保険者が連携して、特定健康診査の意義を広く周知するとともに、

特定健康診査・特定保健指導の充実に努めます。

○ 高血圧や脂質異常症、糖尿病、メタボリックシンドローム、喫煙習慣がある者への

支援を早期に開始し、心筋梗塞等の心血管疾患の発症予防に努めます。

○ 施設内禁煙等の環境づくりを推進し、受動喫煙防止に努めます。

（２）医療連携体制の充実

○ 発症予防、応急手当・病院前救護、急性期医療、回復期医療、再発予防の各期にお

ける医療機関及び関係団体の取組を促進します。

○ 急性期から回復期、再発予防まで切れ目なく適切な医療が提供できるよう、地域連

携クリティカルパスやＩＣＴを活用した患者情報共有ネットワーク、保健医療福祉圏

域連携推進会議等を活用し、患者の受療動向に応じた連携体制の充実を図ります。

（３）疾病管理・再発予防

○ 慢性心不全患者に対しては、自覚症状や運動耐容能の改善及び心不全増悪や再入院

防止を目的に、運動療法、患者教育、カウンセリング等を含む多職種による多面的・

包括的なリハビリテーションを実施します。

○ 慢性心不全患者の管理に当たっては、関係者間で心不全の概念を共有することが重

要であることから、患者やその家族、心血管疾患を専門としない医療従事者や介護関

係者等への正しい知識の普及に努めます。

現状値 目標値(H35) 目標数値の考え方 現状値の出典（年次）

67 67 現状維持
北海道保健福祉部調査
急性期医療の公表医療機
関（平成29年4月1日現在）

13 21 現状より増加
診療報酬施設基準
［厚生労働省］
（平成28年3月1日現在）

24.7 12.0 現状より減少
平成28年
国民生活基礎調査
［厚生労働省］

12 21 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（平成29年4月1日現在）

男性 58.6 40.0

女性 42.1 30.5

男性 14.5 13.5

女性 5.5 5.2

＊　「北海道健康増進計画」（平成25年度～平成34年度）と調和を図る指標の目標値については、平成35年度も維持・向上とする。

高血圧有病者の割合（％）
（40～74歳）　＊

現状より減少
平成28年健康づくり道民
調査

住 民 の
健 康 状 態 等

現状より減少

指標区分 指標名（単位）

心血管疾患リハビリテーションが実施可能な医
療機関がある第二次医療圏数（医療圏）

体 制 整 備

急性期医療を担う医療機関数（か所）

急性心筋梗塞年齢調整死亡率
（％）（人口10万対）　＊

平成27年人口動態統計特
殊報告
［厚生労働省］

喫煙率（％）　＊

実 施 件 数 等

地域連携クリティカルパスを導入している第二次
医療圏数（医療圏）
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６ 医療連携圏域の設定

○ 心筋梗塞等の心血管疾患の医療連携圏域は、発症後早期に適切な治療を開始するこ

とが重要であることから、入院医療サービスの完結を目指す圏域である第二次医療圏

とします。

○ なお、現状において急性期医療が完結しない医療圏においては、患者の受療動向等

を踏まえた広域的な連携に関する協議の場として、保健医療福祉圏域連携推進会議等

を活用しながら、患者情報の共有や地域における課題等について意見交換を行うなど、

病病連携・病診連携の更なる推進を図り、必要な医療連携体制の確保に努めます。

７ 医療機関等の具体的名称

（急性期医療を担う医療機関の公表基準）

次の①～③が24時間対応可能であり（病院群輪番制をとっている圏域については、

救急当番日のみの場合を含む）、かつ、④または⑤を満たす病院・診療所

① 放射線等機器検査（心電図・冠動脈造影等）

② 臨床検査（血清マーカー等）

③ 経皮的冠動脈形成術の治療

④ 冠動脈バイパス術等外科的治療が実施可能

⑤ 冠動脈バイパス術等外科的治療は実施しないが、他医療機関への紹介が可能

（医療機関名）

上記の公表基準を満たした医療機関（第８章別表参照 ＊随時更新）

８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

慢性心不全患者においては、口腔機能及び口腔衛生の維持・管理を行い、誤嚥性肺
ご えん

炎や低栄養を予防することが重要であることから、地域の循環器科等の医療機関と連

携した療養支援体制の充実に努めます。

９ 薬局の役割

○ 急性心筋梗塞の発症予防や再発予防のためには、患者が薬物治療について正しく理

解し、適切に服薬等を行うことが重要であることから、薬局において、薬学的管理（薬

剤服用歴の管理、服薬状況や副作用の把握等）を行うとともに、患者への適切な服薬

指導などに努めます。

○ 在宅患者に対しては、薬局において、医療機関や訪問看護ステーション等と連携し、

薬学的管理の下、訪問による患者への適切な服薬指導等を行うとともに、在宅療養で

必要な医薬品や医療・衛生材料等の供給に努めます。
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10 訪問看護ステーションの役割

○ 心疾患患者が在宅生活に移行するに当たっては、病院看護師等の医療機関のスタッ

フと訪問看護師が入院中から連携し、在宅療養の環境整備に努めます。

〇 在宅での療養生活を継続する患者に対して、心疾患の治療及びその治療に伴う諸症

状に適切な看護を提供するとともに、再発予防に向けた基礎疾患・危険因子の管理や

生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションを関係機関と連携して実施し、日

常生活の再構築を支援します。

○ 在宅での療養生活を継続する慢性心不全患者に対して、心不全増悪予防のための疾

病管理や治療に伴う諸症状・全人的苦痛の緩和など適切な看護を提供しつつ、適切な

療養行動を維持できるよう患者及びその家族を支援し、生活の質（ＱＯＬ）の向上を

目指します。

また、運動耐容能の改善を目的とした運動療法やカウンセリング等、多職種と連携

し、療養生活を支援します。

急性期医療

急性期医療を担う医療機関 ＜２４時間対応＞

○ 心電図検査・血液検査・画像検査・超音波検査等、必要な検査の実施
〇 ST上昇型心筋梗塞患者には、経皮的冠動脈形成術（PCI）による冠動脈再疎通を考慮
〇 冠動脈バイパス術や大動脈人工血管置換術等の外科的治療が可能な医療機関との連携
○ 呼吸管理・疼痛管理等の全身管理やポンプ失調等の合併症治療の実施
〇 運動耐容能を評価の上、在宅復帰に向けた心血管疾患リハビリテーションを実施

【医療機関名は第８章別表５参照】

心血管疾患の医療連携体制

急性期から回復期、維持期までの医療機関及び介護保険関連施設等が、診療情報や治療計画
の共有による切れ目のない適切な医療が提供できるよう連携体制の充実を図ります。

発症予防の対応 維持期の対応

医療
保険者

道
市町村

住民(患者)

速やかに救急要請

受
診

健診の

普及啓発

○再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理
〇合併症併発時や再発時等の緊急時の対応
○生活機能の維持及び向上のためのリハビリテ
ーションの実施

○介護支援専門員、介護保険関連施設、訪問看
護ステーション、歯科診療所、薬局等と連携
した在宅医療の実施

○基礎疾患の治療（高血圧・脂質
異常症・糖尿病等）

〇生活習慣の改善を支援（食事・
運動・喫煙習慣・ストレス等）

○初期症状出現時の対応について
本人･家族･周囲の者等への教育

発症

救
急
搬
送

回復期医療を担う

医療機関

○再発予防の治療や基礎疾患･
危険因子の管理

〇合併症併発時や再発時の対応
○在宅復帰のための心血管疾患
リハビリテーションを実施

〇再発予防の知識・対処法に
ついて患者教育を実施

連

携

発
症

予
防

回

復

期
医

療

連
携

連

携

維
持

期
医

療

【医療連携圏域】

近隣医療圏当該第二次医療圏 連携・協議の場

特定健康診査

特定保健指導

受
診

来院後３０分以内に専門的治療の開始

連
携

保健指導

応
急

手
当

・

病
院

前
搬

送

訪問看護ステーション、介護支援専門員、
かかりつけ歯科、かかりつけ薬局他

か か り つ け 医
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第５節 糖尿病の医療連携体制

１ 現 状

（１）罹患・死亡の状況

○ 北海道では、平成27年に698人が糖尿病を原因として死亡しており、死亡数全体

の1.2％（全国1.6％）を占めています。

○ 糖尿病の平成27年年齢調整死亡率（人口10万対）は、男女ともに全国値よりやや高

く、男性は5.8（全国5.5）、女性は3.2（全国2.5）となっています。＊１

○ 糖尿病性腎症による新規導入透析患者数（平成27年）は688人で、新規導入透析患

者数の43.6％（全国43.7％）を占めています。

また、糖尿病性腎症の年末透析患者数（平成27年）は5,719人で、年末透析患者数

全体の39.1％を占めており、全国（38.4％）と同様に増加しています。＊２

【新規導入透析患者数の推移（全道）】 （単位：人）

（２）健康診断の受診状況

○ 糖尿病は自覚症状がないまま進行するため、定期的な健診の受診による早期発見・

治療が重要ですが、平成27年度の本道の特定健康診査の実施率は39.3％で、平成22年

度（32.6％）より向上しているものの、全国（50.1％）と比較すると、10.8ポイント

低い状況です。

○ また、平成27年度の特定健康診査における内臓脂肪症候群（メタボリックシンド

ローム）該当者＊３の割合は15.3％（全国14.4％）、内臓脂肪症候群予備群＊４の割合

は12.1％（全国11.7％）となっています。

BMI値では、男性の肥満（BMI25以上）割合が多くなっています＊５。

○ 平成26年度特定健診結果のHbA1c値＊６を男女別に見ると、「6.5％以上（受診勧奨判

定値）」該当者は、男性は２万9,150人（8.5％）、女性は１万2,181人（3.8％）であ

り、「5.6％以上6.5％未満（保健指導判定値）」該当者は、男性は12万3,353人（36.0

％）、女性は11万5,824人（36.6％）でした。＊７ 健診受診者の約４割が、医療や保健

指導を要する状態であると判定されています。

＊１ 厚生労働省「人口動態統計特殊報告」（平成27年）

＊２ 社団法人日本透析医学会/統計調査委員会｢わが国の慢性透析療法の現況｣（平成27年）

＊３ 内臓脂肪の蓄積（主に腹囲により測定）に加え、血中脂質、血圧、血糖基準のうち、２つ以上に該当する者。

＊４ 内臓脂肪の蓄積（主に腹囲により測定）に加え、血中脂質、血圧、血糖基準のうち、１つに該当する者。

＊５ 本書「第２章第３節 住民の健康状況」

＊６ HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）（NGSP値）：過去１～３ヶ月の血糖値を反映した血糖値のコントロール指標。

＊７ 厚生労働省「第２回ＮＤＢオープンデータ」（平成29年）
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（３）医療機関への受診状況

（患者調査）＊１

○ 平成26年の糖尿病の受療率（人口10万人対）は、入院が24（全国16）、外来が156

（全国175）であり、全国と比較して入院受療率が1.5倍高い状況にあります。

○ また、糖尿病患者の平均在院日数は40.7日で全国（35.5日）より5.2日長くなって

います。

（４）医療機関の状況

（糖尿病医療機能を担う公表医療機関について）

○ 「インスリン療法を行うことができる」、「糖尿病患者教育（食事療法・運動療

法・自己血糖測定）を行うことができる」、「糖尿病による合併症に対する継続的な

管理及び指導を行うことができる」のいずれかに該当する公表医療機関は、970か所

です。

○ 公表医療機関を対象とした調査で回答のあった医療機関1,073か所のうち、「教育

入院を実施している」と回答した医療機関は216か所（病院177か所、診療所39か所）

です。＊２

（５）入院自給率

○ 第二次医療圏域内で糖尿病の入院医療が完結できていない圏域（入院自給率80％未

満）は、12圏域（南檜山、北渡島檜山、後志、南空知、北空知、日高、上川北部、富

良野、留萌、宗谷、遠紋、根室）となっています。

○ 糖尿病性腎症を含む人工透析治療（血液透析）については、21圏域全てにおいて、

おおむね完結できている状況です。

２ 課 題

（１）予防対策の充実

○ 糖尿病は自覚症状がなく進行する病気であることから、定期的な健診受診が必要で

あることを広く道民に周知するとともに、適切な食生活及び運動習慣により予防や改

善ができることの普及啓発が必要です。

○ 医療保険者等と連携し、糖尿病の発症リスクがある者に対して、保健指導や医療機

関受診を勧め、生活習慣の改善が図られるよう支援が必要です。

（２）医療連携体制の充実

○ 未治療者への受診勧奨や糖尿病患者の疾病管理、合併症予防を推進できるよう、か

かりつけ医と専門医療機関、歯科診療所及び医療保険者等による連携体制の整備が必

要です。

○ 身近な地域の医療機関で安心して人工透析が受けられる体制が必要です。

＊１ 厚生労働省「患者調査」（平成26年）

＊２ 糖尿病治療における地域医療連携状況調査（平成29年）
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３ 必要な医療機能

（１）発症予防

（かかりつけ医）

高血糖、脂質異常症、高血圧、肥満等の危険因子の管理を行います。

（２）初期・安定期治療

（糖尿病の診断及び生活習慣の改善、良好な血糖コントロールを目指した治療）

○ 75gOGTT＊１、HbA1cなど糖尿病の評価に必要な検査を行います。

○ 食事療法、運動療法及び薬物療法による血糖コントロールを行います。

○ シックデイ＊２や低血糖時の対応について事前に十分な指導を行います。

○ 訪問看護ステーション、歯科診療所、薬局、介護支援専門員等と連携した在宅医療

を行います。

（３）専門治療

（血糖コントロール不可例の治療、職種連携によるチーム医療の実施）

○ 各専門職のチーム（管理栄養士、保健師、看護師、薬剤師等）による食事療法、運

動療法、薬物療法等を組み合わせた教育入院等の集中的な治療（心理問題を含む。）

を行います。

○ 75gOGTT、HbA1cなど糖尿病の評価に必要な検査を行います。

○ 糖尿病患者の妊娠への対応について事前に十分な指導を行います。

（４）急性合併症治療

（糖尿病性緊急症・低血糖など急性増悪時の治療）

糖尿病性緊急症（ケトアシドーシス、高浸透圧高血糖状態等）や低血糖などの急性

合併症の治療を24時間体制で実施します。

（５）慢性合併症治療

（慢性合併症治療を担う専門医療機関）

糖尿病の慢性合併症（糖尿病性腎症、糖尿病網膜症、糖尿病神経障害等）に係る専

門的な検査や治療を行います。

（６）医療機能が異なる医療機関との連携や地域との連携

（かかりつけ医と専門医療を担う医療機関等との連携）

かかりつけ医と専門医療を担う医療機関等との間で、診療情報や治療計画を共有す

るなどして連携を図ります。

（医療機関と市町村・保険者の連携)

医療機関は、市町村や保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力の求めが

ある場合には、患者の同意を得て必要な協力を行います。

＊１ 75ｇOGTT（Oral glucose tolerance test(経口ブドウ糖負荷試験)）：75ｇのブドウ糖水溶液を投与し、その後の糖の処理能力を調べ

ることやインスリン分泌能を確認するための検査方法の一つ。

＊２ シックデイ：糖尿病患者が感染症に罹患し、発熱、下痢、嘔吐又は食欲不振によって食事ができないとき。体調不良によって糖尿病

が悪化しやすい状態となる。
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４ 数値目標等

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

（１）予防対策の充実

○ 道・市町村・医療保険者が連携して、特定健康診査の意義を広く周知するとともに、

特定健康診査・特定保健指導の充実に努めます。

○ 糖尿病の発症リスクがある者に対しては、医療保険者等と連携して特定保健指導を

実施し、生活習慣の改善が図られるよう支援します。

（２）医療連携体制の充実

○ 発症予防、初期・安定期治療、専門治療、急性期合併症治療、慢性合併症治療の医

療機能における医療機関及び関係団体の取組を促進します。

○ 道、市町村及び医療保険者、医療機関等は、糖尿病患者に対して継続治療の必要性

等を啓発し、病状の悪化や合併症予防に努めます。

○ 発症予防から専門治療・慢性合併症治療まで切れ目なく適切な医療が提供できるよ

う、「糖尿病連携手帳」（日本糖尿病協会発行）等を用いた地域連携クリティカルパ

スやＩＣＴを活用した患者情報共有ネットワーク、保健医療福祉圏域連携推進会議等

を活用し、患者の受療動向に応じた連携体制の充実を図ります。

６ 医療連携圏域の設定

○ 糖尿病の医療連携圏域は、疾病管理や合併症予防については、かかりつけ医や専門

医等の連携が重要であることから、入院医療サービスの完結を目指す圏域である第二

次医療圏とします。

○ なお、現状において専門治療や慢性合併症治療が完結しない医療圏においては、患

者の受療動向等を踏まえた広域的な連携に関する協議の場として、保健医療福祉圏域

連携推進会議等を活用しながら、患者情報の共有や地域における課題等について意見

交換を行うなど、病病連携・病診連携の更なる推進を図り、必要な医療連携体制の確

保に努めます。

現状値 目標値(H35) 目標数値の考え方 現状値の出典（年次）

39.3 70.0 現状より増加

13.5 45.0 現状より増加

59.8 64.0 現状より増加
平成28年健康づくり道民
調査

373 485 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（平成29年4月1日現在）

男性 8.5 8.0

女性 3.8 3.3

688 660 現状より減少
日本透析医学会調べ「わ
が国の慢性透析療法の現
況」（平成27年度）

＊　「北海道健康増進計画」（平成25年度～平成34年度）と調和を図る指標の目標値については、平成35年度も維持・向上とする。

住 民 の
健 康 状 態 等

ＨｂＡ１ｃ値が6.5％以上の者の
割合（％）(40～74歳）

特定健診受診率（％）

特定保健指導実施率（％）

体 制 整 備

現状より減少

特定健康診査・特定保健
指導に関するデータ
（平成26年）
［厚生労働省］

糖尿病性腎症による新規人工透析導入患者数
（人）　＊

実 施 件 数 等

糖尿病治療継続者の割合（20歳以上）（％）　＊

地域連携クリティカルパスを導入している医療機
関数（か所）

指標区分 指標名（単位）

特定健康診査・特定保健
指導に関するデータ
（平成27年）
［厚生労働省］
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７ 医療機関等の具体的名称

（糖尿病医療を担う医療機関の公表基準）

北海道医療機能情報公表システムに基づく、医療機能情報の報告内容から、次の①

～③の項目のいずれかに該当する医療機関

① インスリン療法を行うことができること

② 糖尿病患者教育（食事療法・運動療法・自己血糖測定）を行うことができること

③ 糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導を行うことができること

（医療機関名）

上記に定める公表基準を満たした医療機関（第８章別表参照 ＊随時更新）

８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

○ 歯周病と糖尿病は相互に影響を及ぼし、歯周病治療で血糖値が改善すると示唆され

ていることから、医療機関から糖尿病を有する歯周病患者の紹介があった場合、適切

な歯科医療の提供に努めます。

また、糖尿病合併症予防に当たっては、口腔機能及び口腔衛生の維持・管理が重要

であることから、糖尿病患者の教育入院や糖尿病教室を実施する医療機関において、

歯科医療従事者が歯科保健指導や歯科健康教育を行うなど、医科歯科連携による療養

支援体制の構築を目指します。

○ 難治性の歯周病患者に対し、糖尿病に伴う易感染状態を疑い、糖尿病・内分泌専門

医療を担う適切な医療機関へ紹介するよう努めます。

９ 薬局の役割

○ 糖尿病の治療継続や重症化の防止のためには、患者が薬物治療について正しく理解

し、適切に服薬等を行うことが重要であることから、薬局において、薬学的管理（薬

剤服用歴の管理、服薬状況や副作用の把握等）を行うとともに、患者への適切な服薬

指導などに努めます。

○ 在宅患者に対しては、薬局において、医療機関や訪問看護ステーション等と連携し、

薬学的管理の下、訪問による患者への適切な服薬指導等を行うとともに、在宅医療に

必要な医薬品や医療・衛生材料等の供給に努めます。

10 訪問看護ステーションの役割

○ 糖尿病及び合併症の治療やそれに伴う諸症状について、セルフコントロールを含め

適切な療養行動を維持できるよう患者・家族を支援し、生活の質の向上に努めます。

○ 糖尿病の重症化予防や口腔ケア・フットケアなどによる合併症の予防・早期発見に

努めるとともに、低血糖等の急性増悪時の対応について、患者・家族及び支援関係者

と平常時から連携します。
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【医療連携圏域】

糖尿病の医療連携体制

発症予防から安定期、慢性合併症等に応じた適切な医療を提供するため、診療情報や
治療計画の共有に努めます。

発
症
予
防

初
期
・
安
定
期
治
療

専
門
治
療
・
慢
性
合
併
症
治
療

かかりつけ医 診療所・病院 かかりつけ眼科
かかりつけ歯科
かかりつけ薬局

発症予防の対応

生活習慣の改善
・適切な食習慣
・適度な身体活動、運動習慣
・喫煙、飲酒習慣

初期・安定期の対応

・診療ガイドラインに則した診療の実施
・75ｇＯＧＴＴ、ＨｂＡ１ｃ等糖尿病の評価に必要な検査の実施
・食事療法、運動療法及び薬物療法による血糖コントロール
・低血糖時及びシックデイ（風邪など）の対応
・専門医療機関、急性・慢性合併症を行う医療機関との連携
・訪問看護ステーション、歯科診療所、薬局等と連携した在宅

医療の実施

紹

介

・

連

携

連
携

住民

（患者）

受
診 紹

介

・

連

携

専門治療を担う医療機関

・診療ガイドラインに則した診療の実施
・ 75ｇＯＧＴＴ、ＨｂＡ１ｃ等糖尿病の評価に必
要な検査の実施

・各専門職種のチームによる集中治療
（食事療法、運動療法、薬物療法等）
教育入院等の集中的な治療の実施

・糖尿病患者の妊娠への対応
・急性合併症の治療を24時間実施

慢性合併症治療を担う
医療機関

・診療ガイドラインに則した診療の実施
・慢性合併症（糖尿病網膜症、糖尿病性

腎症、糖尿病性神経障害等）について、
専門的な検査・治療の実施

・発症予防、専門治療、安定期治療を行
う医療機関との診療情報や治療計画等
の連携

・人工透析を受けられる体制の整備

紹 介
治療時
連 携

当該第二次医療圏 近隣医療圏

連
携

市町村・保険者との連携

連携・協議の場

医 療
保険者

道
市町村

特定健康診査

特定保健指導
健診受診

普及啓発
健診勧奨

保健指導

訪問看護ステーション
介護支援専門員
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第６節 精神疾患の医療連携体制

１ 現 状

○ 北海道における精神疾患の総患者数は、13万6,000人と推計されています。

○ 主な疾患別では、「気分［感情］障害(躁うつ病を含む)」やアルツハイマー病を含

む「認知症」が多くなっています。

【精神疾患の総患者数】 （単位：千人）

＊ 厚生労働省「患者調査」

○ 道内の精神科を標ぼうする病院・診療所数は361か所となっており、そのうち約７

割が道央第三次医療圏に所在しているなど、医療資源に地域偏在が見られます。

＊ 北海道保健福祉部「医療機関名簿」（平成29年10月1日現在）

平成26年

136

33

52

5

5

3

平成26年

27
9

傷病分類

V　精神及び行動の障害

  　統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

    気分[感情]障害（躁うつ病を含む）

　　血管性及び詳細不明の認知症

　　アルコール使用〈飲酒〉による精神及び行動の障害

　　その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害

Ⅵ　神経性の疾患
     アルツハイマー病
     てんかん

傷病分類

第三次医療圏 第二次医療圏
精神科を標ぼうする

病院数
精神科を標ぼうする

診療所数

南 渡 島 9 18

南 檜 山 1

北 渡 島 檜 山 2
札 幌 61 102

後 志 9 7

南 空 知 8 4

中 空 知 8 3

北 空 知 3
西 胆 振 8 8

東 胆 振 4 9

日 高 2 8

上 川 中 部 11 10

上 川 北 部 2 1
富 良 野 1

留 萌 3 1

宗 谷 2 1

北 網 8 6

遠 紋 3
十 勝 十 勝 8 12

釧 路 7 7

根 室 4
164 197

釧 路 ・ 根 室

合　　計

道 北

オ ホ ー ツ ク

道 南

道 央



- 63 -

○ 精神疾患は症状が多彩で自覚しにくいことや疾病や医療機関に関する情報が得にく

いことなどから、精神科医療機関への早期のアクセスが難しい傾向にあります。

○ 住民からの「精神保健福祉相談」の実施状況を相談機関別に見ると、保健所に比べ、

より身近な市町村で相談を受ける者の割合が高くなっています。

○ 本道においては、医療資源の地域偏在や広域かつ積雪寒冷といった特性により定期

的な通院が困難な場合が見られます。

○ 精神科訪問看護は、92か所の病院・診療所で提供されており、人口10万人当たりの

施設数は全国平均を上回っています。第二次医療圏ごとに見ると、21圏域のうち17圏域

において提供されています。

【精神科訪問看護を提供する病院・診療所数(平成26年)】

＊ 厚生労働省「医療施設調査」

【統合失調症】

○ 道が実施した「精神科病院実態調査」によると、地域移行・地域定着が進まない要

因として「退院後の住居の確保」、「家族の協力が得られない」等が挙げられていま

す。

○ こうしたことを背景に、「１年未満入院者の平均退院率」については全国平均の

71.7％に対し、北海道は73.0％と若干上回っていますが、「退院患者平均在院日数」

については全国平均の291.9日に対し、北海道は329.4日と長くなっています。

＊ 厚生労働省「患者調査」、「精神保健福祉資料」

○ 抗精神特定薬剤治療指導管理料（治療抵抗性統合失調症治療指導）の実施医療機関

は、北海道厚生局における施設基準等届出受理数によると、平成30年１月４日現在で

道内26か所となっています。

【うつ病・躁うつ病】

○ うつ病は身体症状が出ることも多く、精神科を受診する前に内科等のかかりつけ医

を受診していることが多くなっています。

○ 薬物療法や作業療法と並ぶ治療法の一つである認知行動療法の実施医療機関は、北

海道厚生局における施設基準等届出受理数によると、平成30年１月４日現在で道内50

か所となっています。

北海道 全国

精神科訪問看護を提供する病院数 72 1.33 0.70

精神科訪問看護を提供する診療所数 20 0.37 0.36

人口10万人当たりの施設数
区分 北海道

全国平均 北海道

71.7% 73.0%

291.9日 329.4日

区分

退院患者平均在院日数（平成26年）

１年未満入院者の平均退院率（平成27年）
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【認知症】

○ 高齢者の増加に伴い、認知症の患者も増加傾向にあり、「日本における認知症の高

齢者人口の将来推計に関する研究（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事

業）」では、平成37年に全国で700万人、約５人に１人が認知症になると推計されて

います。

これを道内の高齢者人口に当てはめた場合、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる

平成37年には34万1,000人になると推計されます。

○ 本人に病識がないことや家族等周囲の者の理解不足などにより、初期段階で精神科

医療へつなげることが困難な場合があります。

○ 本道においては、高齢化率が全国平均を上回っていることや高齢者の単身世帯、高

齢者のみの夫婦世帯の割合が全国平均より高いなどの特徴があります。また、一般的

に認知症高齢者は慢性的な身体疾患を併発している場合や退院可能と判断されても退

院後の生活の場が確保できない場合も想定されます。

○ 認知症に関する鑑別診断や専門医療相談等を行う「認知症疾患医療センター」を第

三次医療圏を基本として、道央圏を３分割した８圏域に指定し、早期診断や地域の介

護関係機関等との連携を推進しています。（P74参照）

【児童・思春期精神疾患】

○ 子どもの心の診療を担う医師や医療機関が限られており、心の問題を持つ子どもと

その家族が身近な地域で専門的診療が受けられる体制が不足しています。

○ 児童・思春期の精神疾患については、小児科医を受診することも多くなっています。

【発達障がい】

○ 成人期になってから発達障がいがあると診断された者については、児童・思春期に

必要な療育や支援を受けた経験がない、あるいはこれまでに適切な医療にアクセスで

きていないといったことから、対人関係の問題など日常生活及び社会生活を送る上で

困難を抱えている場合があります。

〇 日常生活や職業での困難が発達障がいによるものであると気付かれず、必要な福祉

支援や医療支援を受けられずにいる場合が少なくありません。

【依存症】

アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症については、地域に専門医療機関や自助

グループが少ないことなどから、継続的な支援が困難な状況が見られます。

【外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）】

災害・犯罪・事故により被害を受けた者の遺族はもとより、身体に被害を受けた多

くの被災者や被害者が同時に精神的被害を受けていると考えられます。

また、身体被害（物理的外傷）はなくても災害・犯罪・事故等によって直接的に精

神被害を受けた者も多数に上ると考えられ、重度のＰＴＳＤ（外傷後ストレス障害）

などの災害や犯罪等による被害に対する持続的な精神的後遺症に罹患している者も少

なくありません。
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【高次脳機能障がい】

高次脳機能障がい＊１は外見では分かりにくく、本人や周囲の者が障がいを認識し

づらい場合が多いことなどから、適切な医療や支援を受けにくい場合があります。

【摂食障害】

摂食障害は、潜在患者は多いものと推定されているにもかかわらず、専門的な医療

につながるまでに長期間が経過することによって、重症化してしまうことも少なくあ

りません。

【てんかん】

○ てんかんの有病率は、約0.8％と推定されており、発達期だけではなく、老年期に

も発症し、認知症等と合併することも知られています。

○ てんかんは、小児科、神経内科、脳神経外科など、精神科以外の診療科でも多くの

患者が受診しています。

【精神科救急・身体合併症】

○ 平成28年度において、精神科救急医療体制整備事業により夜間・休日に診療を受け

た者は1,674人、入院した者は741人となっています。

○ 夜間・休日等の診療時間外に、緊急な医療を必要とする精神障がい者の搬送先とな

る医療機関との連絡調整を行う精神科救急情報センターが札幌市に設置されてい

ます。

○ 札幌市内を始め半数以上の輪番病院において、緊急に入院を必要とする患者に対応

するための保護室等空床の確保が困難な状況にあります。

○ 輪番病院や身体合併症に対応可能な施設が偏在しており、特に身体合併症を有する

患者の救急搬送時の受入調整に時間を要する傾向が見られます。

【自殺対策】

自殺の背景には、うつ病を始めとする精神疾患が関連することが多いことが知られ

ています。北海道における自殺死亡率は、全国平均より高い状況です。

【人口10万人当たりの自殺死亡率】 （単位：％）

＊ 厚生労働省「人口動態調査」（平成28年）

【災害精神医療】

○ 道では、災害等が発生した場合に、被災地域からの要請などに基づき、災害派遣精

神医療チーム（ＤＰＡＴ）を派遣し、精神保健活動の支援等を行っています。

○ 被災した都道府県等において、発災からおおむね48時間以内に活動できる「ＤＰＡ

Ｔ先遣隊」は、道内では未整備となっています。

＊１ 高次脳機能障がい：病気（脳血管疾患、低酸素脳症、脳腫瘍等）や交通事故などによる脳外傷等の要因により脳に損傷をきたしたた

めに生じる記憶障害や注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害を指します。

全国平均 北海道

16.8 17.5自　　　殺　　　死　　　亡　　　率

区分
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【医療観察法における対象者への医療】

○ 心神喪失者等医療観察法＊１による入院処遇とされた者の治療を行う「指定入院医

療機関」は、道内では未整備となっています。

○ 入院処遇とされた者は、指定入院医療機関が遠隔地にあることなどから、退院後の

生活に必要な福祉サービスの試行等に制限が生じる場合があります。

○ 退院決定又は通院決定を受けた者が必要な医療を受ける「指定通院医療機関」のあ

る第二次医療圏は17圏域にとどまっています。

２ 課 題

○ 精神科医療機関と地域のかかりつけ医との連携により、精神疾患が疑われる者への

受診勧奨等の取組が必要です。

○ 精神疾患に関する知識の普及や精神科医療を必要としている者とその家族への相談

支援の充実のため、住民にとって身近な市町村や保健所における相談機能の強化に努

める必要があります。

○ 身近な地域で良好な療養環境の下、外来や訪問、入院医療等の適切な精神科医療が

提供される体制づくりが必要です。

○ できるだけ地域で、当事者・家族が安心して生活が送れるよう、医療機関と地域の

相談支援事業所や障害福祉サービス事業所等が連携した地域定着への支援が必要で

す。

○ 日中活動の場や退院後の住まいなど生活の場の確保、復職・就職への支援など、社

会復帰へ向けた環境整備が必要です。

【統合失調症】

○ 新規入院患者の入院長期化の防止や長期入院患者の退院を促進するため、精神科医、

看護師、薬剤師、精神保健福祉士、作業療法士、臨床心理技術者等からなる多職種

チームによる診療計画の作成や退院後の訪問看護、外来治療継続の支援など地域移行

に向けた支援が必要です。

○ 圏域内の医療機関における連携体制の構築や長期入院患者の症状を軽快させる治療

法の普及、精神科リハビリテーションを始めとする予防的アプローチの充実などが必

要です。

【うつ病・躁うつ病】

○ 内科等のかかりつけ医や産業医との連携を推進し、精神科医療へのアクセスを促す

取組が必要です。

○ 患者のニーズや病状に応じて、地域の就労支援事業所、障害者就業・生活支援セン

ター等の関係機関と連携した就労支援・復職支援の取組が必要です。また、事業主を

始めとした職域関係者に対し、うつ病の正しい知識の普及を図っていくことが必要で

す。

＊１ 心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律：心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対

し、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行

為の再発防止を図り、社会復帰を促進することを目的とする。
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【認知症】

○ 認知症は適切な治療により病状の進行を遅らせ、より安定した生活を送ることがで

きる可能性があり、早期発見・早期受診や周囲の者の適切な対応が重要となることか

ら、かかりつけ医、産業医等医療関係者の診断技術等の向上、家庭や職場など周囲の

者や介護関係者等への認知症に関する正しい知識の普及が必要です。

○ 認知症疾患医療センターが設置する連携協議会の場などを通じ、センターの役割や

医療機能等の周知を図り、精神科専門医療機関やかかりつけ医、介護関係者の連携を

推進することが必要です。

○ 認知症サポート医について、医療機関や介護関係者への周知や活動内容の充実が求

められています。

○ 少子高齢化の進行等により、家庭における介護力が低下し、いわゆる老老介護や介

護離職の問題など家族の介護負担が重くなっている状況も見られ、認知症グループ

ホームなど退院が可能と判断された認知症高齢者の地域における生活の場の確保が求

められています。

【児童・思春期精神疾患】

○ 児童・思春期に特有の疾患に関する正しい理解と対応について、小児科医を始め、

地域の保健・医療・福祉・教育関係者に対する学習機会の確保が必要です。

○ 適切な養育と子どもの健康な発達との関連について、幅広く啓発することが必要で

す。

○ 乳幼児健診は、発達障がい等子どもの心の問題の早期発見にも資する機会であるこ

とから、市町村からの受診勧奨を徹底するとともに、健診担当部局と医療機関・保健

所等の関係機関が連携した健診後の保健指導や相談支援などの取組が重要です。

○ 心の診療を必要とする子どもの入院治療機能を持つ医療機関の確保など、子どもの

心の診療体制の整備に向けた取組が求められています。

【発達障がい】

〇 発達障がいに関する理解と対応について、医師を始め、地域の保健・医療・福祉・

教育関係者に対する学習機会の確保が必要です。

〇 発達障がいを持つ人については、児童・思春期から成年期にかけて、ライフステー

ジに応じた保健・医療・福祉に関する各種サービスの移行を円滑に進め、切れ目のな

い支援を行うことが必要です。

○ 発達障がいを背景とするひきこもりなどの二次障害を防ぐため、的確な早期診断と

適切な医療的支援が必要です。

【依存症】

○ 依存症対策の専門的支援に係る地域の相談支援体制を整備し、必要に応じて適切な

医療につなげるなどの取組が必要です。

○ アルコール依存症については、治療を行う医療機関と内科等のかかりつけ医や産業

医等の連携が十分でないため、重症化してから治療につながる傾向もあり、医療機関

や関係機関との連携強化が必要です。

【ＰＴＳＤ】

被災者や犯罪被害者等が心理的外傷その他災害や犯罪などにより心身に受けた影響

から回復できるようにするため、精神的・身体的被害に対する保健・医療・福祉サー

ビスの充実を図ることや専門性の高い者の人材育成が必要です。
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【高次脳機能障がい】

高次脳機能障がいに関する知識の普及を図るとともに、地域での相談窓口や利用可

能な支援制度などの周知を図ることが必要です。また、地域の医療機関における高次

脳機能障がいの診療体制の充実を図ることが必要です。

【摂食障害】

プライマリケアを担う医療機関、小児科医、内科医等への摂食障害に関する普及啓

発を進め、早期発見、適切な治療につなげることが必要です。

【てんかん】

○ てんかん専門医の下での高度な医療が必要な患者については、道内では専門医の偏

在により、十分な医療が受けられない状況もあるため、地域における診療連携体制や

遠隔医療による対応が必要です。

○ 未治療のてんかん患者やその家族に対し、てんかんに関する知識の普及啓発等を通

じ、適切な治療につなげることが必要です。

○ 老年期に発症するてんかんに関し、医療関係者等への理解の促進が必要です。

【精神科救急・身体合併症】

○ 休日や夜間を含め、24時間365日、精神科救急患者や身体疾患を合併した患者等の

状態に応じて適切な医療を提供できる体制の確保が必要です。

○ 精神科救急輪番体制の確保に当たっては、人口が多い都市部の輪番病院における空

床確保方策のほか、当該第二次医療圏内に輪番病院が確保できず、当番病院まで距離

的に離れている地域など、医療資源の少ない地域での円滑な救急患者受入に係る対応

策の検討が必要です。

○ 身体合併症患者の受け入れや自殺企図者の身体的処置終了後の精神科医による事後

対応、精神科と一般科が連携した並列モデルによる受入体制等、一般救急との連携体

制の構築が必要です。

【自殺対策】

○ 地域における自殺予防対策の推進に当たっては、自殺対策の専門的支援に係る地域

の相談支援体制を整備し、必要に応じて適切な医療につなげるなどの取組が必要です。

○ 医療機関と保健所・市町村及び自殺対策に取り組む民間団体等が連携し、自殺未遂

者への支援や住民に対する啓発を行うほか、地域間の取組の格差を是正する取組など、

自殺対策に社会全体で取り組んでいくことが必要です。

【災害精神医療】

災害発生等に備え、ＤＰＡＴ先遣隊の設置やＤＰＡＴの派遣体制の充実が必要です。

【医療観察法】

○ 医療観察法の対象者の適切な治療を実施するため、道内に指定入院医療機関の確保

が求められています。また、指定通院医療機関についても、更に確保していくことが

必要です。

○ 対象となった者のニーズに応じた保健福祉サービスの活用等、地域処遇における指

定通院医療機関と関係機関が連携した支援が必要です。
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３ 必要な医療機能

【地域精神科医療提供機能】

○ 患者本位の精神科医療を提供すること

○ ＩＣＦ（国際生活機能分類）＊１の基本的な考え方を踏まえながら多職種協働によ

る支援を提供すること

○ 地域の保健・医療・福祉・介護の関係機関との連携・協力を行うこと

【地域連携拠点機能】

○ 患者本位の精神科医療を提供すること

○ ＩＣＦの基本的考え方を踏まえながら多職種協働による支援を提供すること

○ 地域の保健・医療・福祉・介護の関係機関との連携・協力を行うこと

○ 医療連携の地域拠点の役割を果たすこと

○ 情報収集発信の地域拠点の役割を果たすこと

○ 人材育成の地域拠点の役割を果たすこと

○ 地域精神科提供機能を支援する役割を果たすこと

【都道府県連携拠点機能】

○ 患者本位の精神科医療を提供すること

○ ＩＣＦの基本的考え方を踏まえながら多職種協働による支援を提供すること

○ 地域の保健・医療・福祉・介護の関係機関との連携・協力を行うこと

○ 医療連携の都道府県拠点の役割を果たすこと

○ 情報収集発信の都道府県拠点の役割を果たすこと

○ 人材育成の都道府県拠点の役割を果たすこと

○ 地域連携拠点機能を支援する役割を果たすこと

＊１ ＩＣＦ（国際生活機能分類）：人が生きていくための機能全体を「生活機能」としてとらえる。「生活機能」は、①体の働きや精神の

働きである「心身機能」、②ＡＤＬ・家事・職業能力や屋外歩行といった生活行為全般である「活動」、③家庭や社会生活で役割を果た

すことである「参加」の３つの要素から構成される。

多様な精神疾患等（15領域）
都道府県連携拠点機能を担う医療機関

地域連携拠点機能を担う医療機関

地域精神科医療提供機能を担う医療機関

患 者

保健所

精神保健福祉センター

統合失調症

うつ病・躁うつ病

認知症

児童・思春期精神疾患

発達障がい

外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）

高次脳機能障がい

摂食障害

てんかん

精神科救急

身体合併症

自殺対策

災害精神医療

医療観察法

□役割
・医療連携、情報収集発信及び人材育成の都道府県拠点
・地域連携拠点機能支援

□役割
・医療連携、情報収集発信及び人材育成の地域拠点
・地域精神科医療提供機能支援

□役割
・医療連携、情報収集発信及び人材育成への参画
・地域精神科専門医療の提供

精神疾患の医療連携体制

市町村その他の医療機関

本庁

受診、相談 連携 協議の場

依存症
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４ 数値目標等

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

○ 一般科医療機関から適切に精神科医療機関につなげるため、内科医等かかりつけ医

を対象とした研修などにより、連携体制の構築を促進します。

○ 北海道立精神保健福祉センターにおいて、保健所や市町村等身近な地域において当

事者・家族の相談支援に従事する職員の専門性の向上を図るため、自殺対策、ひきこ

もり、依存症などの支援に関する技術支援や研修を実施します。

○ 一般科医療機関に勤務するコメディカルスタッフや地域の相談機関職員等などを対

象とした適切な精神科医療へのつなぎ等の連携方法の習得のための研修会の開催な

ど、人材育成に取り組みます。

○ 精神科医師の確保が困難な医療機関における精神科診療体制を確保するため、近隣

の医療機関から定期的に精神科医師を派遣する地域精神医療確保対策事業を実施しま

す。

○ 「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向けて、精神障がいの

ある人が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、既

に圏域ごとに設置している保健・医療・福祉関係者による協議の場を市町村ごとにも

設置できるよう、広域での調整に努め、重層的な連携による支援体制を構築します。

バックアップ

バックアップ

バックアップ

障がい福祉・介護

■地域生活拠点
■障がい福祉サービス
■介護保険サービス

住まい

社会参加（就労）
地域の助け合い

医療

様々な相談窓口

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、市町村

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、保健所

都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、都道府県

圏域の考え方

障がい保健福祉圏域

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築（イメージ）

基本圏域（市町村）

日常生活圏域

現状値 目標値（H35） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次）

体 制 整 備 18 29 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（平成29年4月現在）

59.4 69.0 現状より増加
厚生労働省
精神保健福祉資料
（平成27年度）

79.3 84.0 現状より増加
厚生労働省
精神保健福祉資料
（平成27年度）

87.2 90.0 現状より増加
厚生労働省
精神保健福祉資料
（平成27年度）

＊２　「北海道障がい福祉計画」で設定した目標値を用いる項目は、計画間の整合を図り平成32年度を目標年次とし、平成33年度以降の目標値は達成状況等を考慮し、別途設定

＊１　８圏域における医療資源や地域バランスに配慮して整備

認知症疾患医療センター（地域型・連携型）
の整備数（医療機関数）　＊１

指標区分 指標名（単位）

入院後３か月時点での退院率（％）　＊２

入院後６か月時点での退院率（％）　＊２

入院後１年時点での退院率（％）　＊２

住 民 の
健 康 状 態 等
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【統合失調症】

○ 精神科病院に入院している者の退院を促進するため、地域の相談支援事業所や医療

機関等と連携し、長期入院患者の地域移行・地域定着の支援を推進します。

○ 長期入院等の後に退院した者や治療中断者等の地域生活の支援のために、保健医療

福祉関係機関で構成する多職種チームによるアウトリーチ支援をモデル的に実施する

など、地域における支援体制の構築を促進します。

○ 患者の療養環境の改善や社会生活機能の回復に資するため、医療施設近代化施設整

備事業などを活用し、病棟及び保護室の改修やデイケア施設の整備などを促進します。

○ 市町村などと連携し、「北海道障がい福祉計画」に基づき、グループホームや就労

支援事業所等日中活動の場の整備を促進します。

○ 治療抵抗性統合失調症治療薬の普及に向け、医療機関における連携体制の構築を推

進します。

【うつ病・躁うつ病】

○ うつ病の診療知識の普及や精神科専門医との連携を推進するため、内科医等かかり

つけ医の対応力向上のための研修会を実施します。

○ 地域・職域における産業医等と精神科専門医の連携強化を促進するため、医療関係

団体と連携した、うつ病に関する研修や連携システムの構築に努めます。

○ 医療機関や地域の保健医療関係者などに対し、国等が実施する研修の受講を働きか

けるなど、認知行動療法についての正しい知識の普及を進めます。

○ 精神障がいの特性や疾患の状態に応じた就労支援を推進するため、就業面と生活面

における一体的な支援を行う障害者就業・生活支援センターを設置・運営し、地域に

おける関係機関・団体の就労支援ネットワークの構築を図ります。

【認知症】

○ 早期の診断と専門的な治療につなげるため、内科医等かかりつけ医の認知症対応力

向上のための研修会などを実施します。

○ 介護関係者、家族に対し認知症に関する正しい知識の普及を図るため、認知症介護

研修を実施します。また、認知症サポーター（認知症を理解し支援する住民）の養成

等を通じて家庭や職場など周囲の者や地域住民に対する知識の普及を進めます。

○ かかりつけ医への助言等を行う認知症サポート医の養成を推進します。また、サ

ポート医が専門医療機関等との連携の推進役として活動できるよう支援します。

○ 認知症の専門医療機関である認知症疾患医療センターの整備を促進し、認知症医療

水準の向上を図るとともに、認知症初期集中支援チーム、地域包括支援センター及び

介護関係機関との連携を促進します。

○ 市町村などと連携し、「北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」に基

づき、グループホーム等の住まいの場の整備を促進します。

【児童・思春期精神疾患】

○ 心の問題の発見後、適切な療育や子育てに対する不安の解消などの支援につなげら

れるよう、児童・思春期精神疾患に関する専門性の向上を図るため、保健福祉に関わ

る職員を対象とした研修を実施します。

○ 道立病院等において専門医の確保に努めるほか、小児科医や看護職員による児童精

神疾患への対応や必要に応じた専門医との連携が適切に図られるよう、子どもの心の

診療体制の整備を促進します。
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○ 心の問題を持つ子どもが身近な地域で適切な診療を受け、また、その家族が適切な

医療的相談ができるよう、市町村に必要な専門的支援の確保に努めるほか、地域の保

健・医療・福祉・教育等の関係機関のネットワークを構築し、連携の促進を図ります。

【発達障がい】

○ 発達障がいの早期発見や適切な成長・発達を促すため、乳幼児健診について市町村

からの受診勧奨を徹底します。

〇 発達障がいの当事者・家族等を適切な支援につなげられるよう、発達障がいに関す

る専門性の向上を図るため、保健福祉に関わる職員を対象にした研修を実施します。

○ 発達障がいの当事者・家族等が速やかに医療機関を利用できるよう、道のホーム

ページを活用するなど医療機関に関する情報の提供に努めます。

〇 発達障がいを持つ人が身近な地域において適切な診療を受け、また、その家族が適

切な医療的相談ができるよう、市町村に必要な専門的支援の確保に努めるほか、地域

の保健・医療・福祉・教育等の関係機関のネットワークを構築し、ライフステージに

応じた切れ目のない支援のための連携の促進を図ります。

【依存症】

○ 依存症に関する知識を普及し、当事者・家族を地域で支援することができるよう、

地域住民に対する啓発や依存症の自助グループや支援者が実施しているミーティング

の手法を学ぶ機会の確保など、依存症支援体制の構築を促進します。

○ 「北海道アルコール健康障害対策推進計画」に基づき、予防及び相談から治療回復

支援に至る切れ目のない支援体制を整備します。

【ＰＴＳＤ】

○ 精神保健福祉センター等の職員を厚生労働省主催の研修に派遣し、ＰＴＳＤ対策に

係る専門家の養成に努めます。

○ 精神保健福祉センターが実施する研修にＰＴＳＤ対策の内容を盛り込む等、保健・

医療・福祉の職員等による啓発と研修による支援技術育成に努めます。

【高次脳機能障がい】

高次脳機能障がいの当事者・家族が身近な地域で支援を受けられるよう、保健所に

おける相談機能の強化や相談窓口の周知を図るとともに、地域において高次脳機能障

がいの診断等が可能となるよう、医療関係者等を対象とする研修を実施するなど、支

援及び診療体制の充実を図ります。

【摂食障害】

○ プライマリケアを担う医療機関、小児科医、内科医等への摂食障害に関する普及啓

発を進めます。

〇 摂食障害の当事者・家族等が速やかに医療機関を利用できるよう、道のホームペー

ジを活用するなど医療機関に関する情報の提供に努めます。
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【てんかん】

○ 専門医による高度な医療が必要な患者に対し、地域における診療連携体制の構築や

遠隔医療による対応を進めます。

○ 未治療のてんかん患者やその家族に対し、てんかんに関する知識の普及啓発等に取

り組みます。

○ 老年期に発症するてんかんに関して医療関係者等への理解の促進に取り組みます。

【精神科救急・身体合併症】

○ 休日・夜間の緊急の相談や救急医療を必要とする者に対応することができるよう、精

神科病院はもとより、自院患者への対応や診療情報の速やかな提供など精神科診療所の

協力も得ながら、精神科救急圏域ごとの輪番体制の整備を始めとした精神科救急医療体

制を確保します。

○ 輪番体制の確保に当たっては、都市部を中心に空床確保が困難となっている地域が

あることを踏まえ、救急患者の受入体制の充実を図ります。

○ また、道内の第二次医療圏のうち半数以上で圏域内に輪番病院が確保できていない

状況があることから、そうした地域においては、遠隔地域支援病院制度の活用により、

円滑な精神科救急患者の受け入れを図ります。

○ 身体合併症を有する救急患者への対応が円滑に行われるよう、一般救急を担う医療

機関との協力体制や救急搬送時の受入ルールづくりについて、地域の実情に応じて検

討します。【関連：第３章第７節「救急医療体制」（P81）】

【自殺対策】

○ 保健・医療・福祉・労働・教育等の関係機関から構成される「北海道自殺対策連絡

会議」の構成機関・団体と連携し、地域における人材養成や相談体制の確保等、「北

海道自殺対策行動計画」に基づき、総合的な自殺対策を推進します。

○ 自殺未遂者への支援に向けた取組や地域間の取組の格差を是正するための試行的な

取組を通じ、地域における自殺予防対策を推進します。

【災害精神医療】

ＤＰＡＴ先遣隊の設置や災害時に備えたＤＰＡＴの派遣体制の充実に向け、関係機

関との調整やＤＰＡＴ構成員の資質向上のための研修等を実施します。

【関連：第３章第８節「災害医療体制」（P89）】

【医療観察法】

○ 本道における指定入院医療機関の整備及び指定通院医療機関の更なる確保につい

て、関係機関・団体等と連携しながら取り組みます。

○ 医療観察法による通院決定、退院決定を受けた者を対象として実施される「地域社

会における処遇」において、生活に必要な支援が円滑に提供されるよう、指定通院医

療機関、保護観察所、市町村及び相談支援機関等の関係機関と連携して取り組みます。
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６ 医療連携圏域の設定

（圏域設定の考え方）

精神疾患に係る医療連携圏域は、受診へのアクセスのしやすさや必要時の入院を含

む適切な医療の提供と合わせて、地域における保健・福祉・介護サービス等と連携し

た地域生活を支える機能等が求められることから、入院医療サービスの完結を目指す

圏域である第二次医療圏単位とします。

（第二次医療圏で完結できない医療提供体制について）

精神科救急・身体合併症の対応等の地域精神科医療提供機能及び地域連携拠点機能

等、高度で専門的な医療サービスの提供体制については、医療資源の少ない地域での

完結が難しいことや本道の広域性を考慮し、高度で専門的な医療サービスの提供を目

指す圏域である第三次医療圏を基本として、道央圏を３分割した８圏域体制を基本に、

隣接する圏域と連携を図りながら、医療連携体制を構築します。

＊ 精神科救急医療体制における病院群輪番制は「札幌・後志１」及び「札幌・後志２」の２ブロックで実施。

７ 医療機関等の具体的名称

別に定める公表基準を満たした医療機関（第８章別表参照 ＊随時更新）

８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

認知症のある高齢者等では、歯の痛み、歯周病や口内炎等の炎症に伴う痛み、義歯

の不具合等の問題により、ＢＰＳＤ（認知症に伴う行動障害・精神症状）を引き起こ

す可能性があることから、適切な歯科医療や口腔ケアの提供に努めます。

また、認知症要介護高齢者等に対しては、歯科医療従事者と介護職等が連携して食

事の観察やカンファレンスを行うなど、口から食べる楽しみの支援を行います。

連携を図る医療機能等

地域連携拠点機能
精神科救急（休日・夜間の緊急時にお

ける身体合併症への対応を含む）

認知症疾患医療センター（地域型・連携
型）の整備

連携圏域

十勝

釧路、根室

北網、遠紋

道 南

道 央 （ 札 幌 ・ 後 志 ）

道 央 （ 空 知 ）

道 北

オ ホ ー ツ ク

十 勝

釧 路 ・ 根 室

道 央 （ 胆 振 ・ 日 高 ） 西胆振、東胆振、日高

上川中部、上川北部、富良野

留萌、宗谷

構成第二次医療圏

南渡島、南檜山、北渡島檜山

札幌、後志＊

南空知、中空知、北空知
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９ 薬局の役割

○ 精神疾患に対する一層の理解を深めるため、精神科医療に関する研修会に薬局薬剤

師が積極的に参加するとともに、薬局において、睡眠改善薬などの市販薬の販売時や

相談の機会を通じて、適切な医療が必要と考えられる者に対し、受診勧奨を行うほか、

専門医療機関や相談機関の紹介に努めます。

○ 向精神薬等の過量服用や薬物依存を未然に防ぐためには、患者が薬物治療について

正しく理解し、適切に服薬などを行うことが重要であることから、薬局において、薬

剤服用歴の管理、服薬状況や副作用の把握等の薬学的管理を行うとともに、患者への

適切な服薬指導などに努めます。

10 訪問看護ステーションの役割

○ 主治医や医療機関の看護師等と連携し、入院中から在宅療養環境の整備に努めます。

○ 在宅療養中の精神疾患及びその治療に伴う諸症状を把握し、服薬等の適切な療養行

動を維持できるよう患者・家族を支援し、生活の質（ＱＯＬ）の向上を目指します。

○ 在宅療養中の病気や障がいの状況に合わせ、生活リズムの安定、社会活動や交流に

おける対人関係の調整を支援するともに、地域住民及び保健・医療・福祉等関係者の

連携に努めます。

○ 認知症患者の尊厳に配慮し、行動・心理症状や生活障害に応じた看護を提供すると

ともに、家族等の支援や在宅療養生活の安定のための環境整備に努め、生活の質（Ｑ

ＯＬ）の向上を目指します。
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第７節 救急医療体制

１ 現 状

○ 救急医療は「医の原点」と言われており、救急医療資源に限りがある中で、道民の

誰もが適切な救急医療を受けられるよう、地域の救急医療機関が連携し、質の高い効

果的な救急医療体制を確保することが重要です。

○ 本道の救急医療の需要は増加傾向にあり、救急車の搬送人員を例にとると平成18年

の20万5,845人から平成27年の21万7,516人と、この10年間で約5.7％増加しています。

○ その背景として、高齢化の進行や少子化、核家族化、夫婦共働きなど生活環境の変

化、救急医療や救急車利用に対する道民の意識の変化などが挙げられます。

○ また、受入施設の関係等から１時間以上の長時間救急搬送人員は、平成27年では全

体の8.4％に当たる１万8,298人となっています。

○ 住民の大病院・専門医志向などを背景に軽症者の夜間受診が二次救急医療を担う病

院へ集中し、これに伴い病院勤務医への負担が増大するなどの問題が生じています。

【救急車搬送人員の推移】

【収容所要時間別救急搬送人員（平成27年度）】

＊ 北海道総務部「消防年報（救急救助年報）」及び消防庁「救急・救助の現況」

1,590,226件

29.0%

3,349,560件

61.1%

538,584件

9.8%

全国の状況

平均39.4分

77,730件

35.7%

121,488件

55.9%

18,298件

8.4%

道内の状況

30分未満

30～60分未満

60分以上

平均37.5分

300
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平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

全国：万人道内：万人

高齢者

（65歳以上）

成人

（18～64歳）

子ども

（18歳未満）

全国

（総計）
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（救急医療提供体制）

道では、比較的軽度な救急患者に対する初期救急医療から重症の救急患者に対する

二次救急医療、重篤な救急患者の救命医療を担う三次救急医療までの体系的な医療体

制や救急搬送体制を整備しています。

初期救急医療

主に軽度の救急患者に外来診療を行う初期救急医療は、在宅当番医制や休日夜間急

患センター等により体制を確保しています。

平成30年２月現在

二次救急医療

入院治療を必要とする重症救急患者に対する二次救急医療は、21の全ての第二次医

療圏で病院群輪番制参加医療機関や救急告示医療機関により体制を確保しています。

平成30年２月現在

三次救急医療

○ 心筋梗塞、脳卒中、交通事故等による多発外傷などの重篤救急患者の救命医療を担

う三次救急医療は、全ての第三次医療圏において、24時間365日体制で救命医療を行

う救命救急センターにより体制を確保しています。

○ また、全道域を対象に広範囲熱傷、急性中毒などの特殊疾病患者に対する救命医療

を行う高度救命救急センターを札幌医科大学附属病院に整備しています。

○ さらに、重篤救急患者の救命率の向上などを図るため、医師、看護師が搭乗して救

急現場等から医療機関に搬送するまでの間、救命治療を行うドクターヘリを道央・道

北・道東・道南に導入し、全道を運航圏としています。

平成30年２月現在

在 宅 当 番 医 制 の 実 施 39郡市医師会

休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー 16施設

救命救急センター（高度救命救急センター１施設含む） 12施設

ドクターヘリの運航（道央・道北・道東・道南） ４機体制

295施設

救急告示医療機関 275施設

病院群輪番制参加医療機関 140施設

（うち、救急告示を受けていない医療機関） (20施設)

二次救急医療機関（計）
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救急搬送

○ 救急搬送は、救急車、ドクターヘリによるほか、ドクターカー、消防防災ヘリコプ

ター等の活用により実施しています。

○ また、消防機関と医療機関との連携の下、救急搬送途上等における救急医療の質の

向上を図るため、メディカルコントロールに基づく病院前救護体制＊１の充実を図っ

ています。

【ドクターヘリ出動件数の推移（平成22年度～28年度）】 （単位：件）

＊ 道の消防防災ヘリコプターのほか、道の要請により札幌市消防局、自衛隊、海上保安庁、北海道警察が所有するヘリコプターで救急活

動等に出動した件数（ドクターヘリの実績は除く）。

＊１ メディカルコントロールに基づく病院前救護体制：傷病者の救命率の向上や合併症の発生率の低下等の予後の向上を目的に、救急現

場から医療機関に搬送されるまでの間に、医師の指示又は指導・助言等の下に救命救急士等が気管挿管等の医行為を実施すること。

消 防 防 災 ヘ リ コ プ タ ー 等 209件＊出動（平成28年度）

救 急 車 数 409台

（ う ち 高 規 格 救 急 車 ） （364台） 平成28年４月現在

特定医療行為に係る研修体制の確保

北海道救急業務高度化推進協議会の開催

地域メディカルコントロール協議会の開催

病 院 前 救 護 体 制 の 充 実

区　分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 合　計

道　央 359 320 374 301 328 326 336 2,344

道　北 282 378 413 455 500 411 430 2,869

道　東 362 357 309 339 393 419 371 2,550

道　南 － － － － 23 237 338 598

合　計 1,003 1,055 1,096 1,095 1,244 1,393 1,475 8,361
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（道民への情報提供や普及啓発）

救急当番医療機関等を電話やインターネットなどで確認できる｢北海道救急医療･広

域災害情報システム＊１」により情報提供しているほか、自動体外式除細動器（ＡＥ

Ｄ）＊２の使用方法を含む救急法等講習会の実施やＡＥＤの設置促進、ポスター・

リーフレット等の配布などにより救急医療機関や救急車の適切な利用に関する普及啓

発を行っています。

【北海道救急医療・広域災害情報システムによる情報提供】

【病院前救護に係る現状】

＊ 消防庁「救急・救助の現況」（平成28年版）（上級、普通、その他講習受講者の合計）

＊１ 北海道救急医療･広域災害情報システム：医療機関、消防機関、救急医療情報案内センターをコンピュータネットワークで結び、休日、

夜間の救急医療対応医療機関情報の道民への提供や消防機関・医療機関における救急対応に必要な情報収集・提供等を行うシステムの

のこと。

＊２ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）：Automated External Defibrillator の略。心室細動等による心停止者に対し、必要な場合にのみ心

臓に電気ショック（除細動）を実施することができる機器で、平成16年７月から一般市民が使用できるようになった。

AED設置台数（平成28年12月末現在）   9,320台

応急手当普及講習受講者数（平成27年）＊ 143,994人

 http://www.qq.pref.hokkaido.jp

  フリーダイヤル    0120－20－8699

携帯電話等から　 011－221－8699

情 報 案 内 セ ン タ ー 電 話 案 内 件 数 67,885件

道 民 向 け ホ ー ム ペ ー ジ 検 索 件 数 117,308件

携帯電話・スマートフォンウェブサイト検索 件数  22,061件

ホームページアドレス（パソコン・スマートフォン等から）

情 報 案 内 セ ン タ ー 電 話 番 号 等

救急医療情報システム利用状況（平成28年度）
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２ 課 題

（初期救急医療体制及び二次救急医療体制の充実）

地域によっては、初期救急医療を二次救急医療機関が担っているとともに、住民の

大病院・専門医志向などを背景に軽症者の夜間受診が多く、二次救急病院勤務医への

負担が増大している状況です。このため、初期救急医療と二次救急医療を担う医療機

関の役割分担と連携体制の強化が求められています。

（三次救急医療体制の充実）

三次救急を担う救命救急センターは、全ての第三次医療圏に整備（合計12か所）さ

れており、ドクターヘリの一層の有効活用など三次救急医療体制の充実が求められて

います。

（救急搬送体制の充実）

○ 本道の広域性を踏まえ、ドクターヘリと消防防災ヘリコプター等や平成29年７月に

整備した患者搬送固定翼機（メディカルウイング）＊１との効果的な連携が求められ

ています。

○ メディカルコントロールに基づく病院前救護体制の一層の充実が求められています。

（道民への情報提供や普及啓発）

○ 救急医療に関する知識を広く道民に提供するために、北海道救急医療・広域災害情

報システムの充実やＡＥＤの使用方法を含む救急法等講習会を開催する必要がありま

す。

○ 救急医療機関や救急車の適切な利用を図るため、道民に対し、一層の啓発が必要で

す。

○ 高齢化が一層進むことから、救急医療機関の機能と役割を明確にし、入院、退院あ

るいは転院時におけるかかりつけ医等の医療機関や介護保険施設などとの連携強化が

必要です。

３ 必要な医療機能

（初期から三次に至る救急医療体制の充実）

重症度・緊急度に応じた医療が提供されるよう、初期から三次救急医療に至る体系

的な医療提供体制の充実を図るとともに、救急医療機関の負担軽減や病床確保を図る

ため、急性期を脱した患者を地域で受け入れられるよう、かかりつけ医等の医療機関

や介護保険施設等の機能に応じた連携体制を構築することが必要です。

（病院前救護及び救急搬送体制の充実）

ＡＥＤの使用方法を含む救急法等の一般道民への普及及び本道の広域性を考慮し、

救急車等による陸路搬送のほか、ヘリコプターなどによる搬送も活用した、より迅速

な救急搬送体制の整備を図ることが必要です。

＊１ 患者搬送固定翼機（メディカルウイング）：地域の医療機関では提供できない高度・専門的医療を必要とする患者を医師による継

続的な医学的管理を行いながら、計画的に搬送することを目的とし、医師等の搭乗が可能な医療機器等を装備した固定翼機
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４ 数値目標等

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

（初期救急医療体制の充実）

○ 原則、市町村を単位として初期救急医療を確保します。

○ 在宅当番医制の実施や休日夜間急患センターの運営については、診療所等の積極的

な参加を促進するとともに、インフルエンザなどの感染症の流行等にも適切に対応で

きるよう、医師会や保健所、二次・三次救急医療機関との連携に努めます。

（二次救急医療体制の充実）

○ 原則、第二次医療圏を単位として重症患者の救急医療を24時間365日体制で実施し

ます。

○ 地域によっては、初期救急医療を二次救急医療機関が担っているなどの状況を踏ま

え、初期・二次医療機関の医療機能の明確化と役割分担の適正化のため、医療機関、

消防機関等の関係機関の連携を一層推進します。

（三次救急医療体制の充実）

○ 原則、第三次医療圏を単位として、重篤・重症患者に対する救命医療を確保し、救

命率の向上を図ります。

○ 全ての第三次医療圏で救命救急センターを整備していますが、ドクターヘリの運航

状況の分析・検討を行いつつ、ドクターヘリのより効果的な運航を図るため関係機関

との連携を一層進めるなど、三次救急医療の確保・充実に努めます。

（救急搬送体制の充実）

○ ドクターヘリや消防防災ヘリコプター等の航空機の活用及び高規格救急自動車の整

備を促進します。

○ メディカルコントロールに基づく病院前救護体制の充実を図ります。

現状値 目標値（H35） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次）

100 100 現状維持
北海道保健福祉部調査
（平成30年2月現在）

21 21 現状維持
北海道保健福祉部調査
（平成30年2月現在）

6 6 現状維持
北海道保健福祉部調査
（平成30年2月現在）

全道運航圏
全道運航圏

を維持
現状維持

北海道保健福祉部調査
（平成30年2月現在）

20 21 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（平成30年2月現在）

8.4 全国平均以下
全国平均以下

を維持
（H27：9.8）

北海道総務部「平成28年
消防年報」（平成27年救急
救助年報）

17.0 全国平均以上
全国平均以上

を維持
（H27：13.0）

救急・救助の現状
［消防庁］
（平成27年度版）

10.1 全国平均以上
全国平均以上

を維持
（H27：8.6）

救急・救助の現状
［消防庁］
（平成27年度版）

実 施 件 数 等

救急法等講習会の実施第二次医療圏数（医療
圏）

救急自動車による搬送時間が1時間以上の救急
患者割合（％）

救 急 患 者 の
予 後 等

心原性でかつ一般市民により心肺機能停止の
時点が目撃された症例の1ヶ月後生存率（％）

心原性でかつ一般市民により心肺機能停止の
時点が目撃された症例の1ヶ月後社会復帰率
（％）

指標区分 指標名（単位）

体 制 整 備

在宅当番医制等初期救急医療の確保市町村割
合（％）

病院群輪番制の実施第二次医療圏数（医療圏）

救命救急センターの整備第三次医療圏数（医療
圏）

ドクターヘリの運航圏の維持（運航圏）



- 82 -

（道民への情報提供や普及啓発）

○ 北海道救急医療・広域災害情報システムの検索画面や内容の充実を図るほか、救急

医療に関する必要な情報提供等を行います。

○ ＡＥＤの整備促進や救急法等講習会を開催するなど普及啓発を行います。

○ 医師会や消防機関などと連携し、救急医療機関や救急車の適切な利用に関する普及

啓発を行います。

○ 救急医療機関、かかりつけ医、介護保険施設、精神科救急等、関係機関の連携を図

ります。

【関連：第３章第６節「精神疾患の医療連携体制」（P73)及び同第12節「在宅医療の提供体制」（P128）】

６ 医療連携圏域の設定

救急医療に係る医療連携圏域は、症状等に応じて、それぞれ本計画に定める次の医

療圏単位を基本とします。

初期救急医療

初期救急医療は、原則、市町村を単位とする第一次医療圏とします。

二次救急医療

二次救急医療は、比較的高度で専門性の高い医療サービスを提供し、入院医療サー

ビスの完結を目指す医療圏である第二次医療圏とします。

三次救急医療

三次救急医療は、高度で専門的な医療サービスを提供する医療圏である第三次医療

圏とします。
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７ 医療機関等の具体的名称

初期救急医療機関

【休日夜間急患センター（16施設）】 平成30年２月現在

二次救急医療機関

第８章別表参照（295施設）

三次救急医療機関

【救命救急センター（12施設）】 平成30年２月現在

◎：高度救命救急センター ●：地域救命救急センター DH：ドクターヘリ基地病院

＊ 救急医療に係る各医療機関名簿は、第８章別表により随時更新

第三次
医療圏

第二次
医療圏

指定年月日

道 南 南 渡 島 DH 市立函館病院 昭和56年４月１日

市立札幌病院 平成５年４月１日

◎ 札幌医科大学附属病院 平成14年４月１日

DH 手稲渓仁会病院 平成17年３月25日

独立行政法人国立病院機構
北海道医療センター

平成22年４月１日

中 空 知 ● 砂川市立病院 平成23年12月１日

DH 旭川赤十字病院 昭和53年７月10日

旭川医科大学病院 平成22年10月１日

上 川 北 部 ● 名寄市立総合病院 平成27年８月１日

オホーツク 北 網 北見赤十字病院 平成４年４月１日

十 勝 十 勝 JA北海道厚生連帯広厚生病院 平成11年５月６日

釧路・ 根室 釧 路 DH 市立釧路総合病院 昭和57年10月１日

道 央
札 幌

道 北

病院名

上 川 中 部

第三次
医療圏

第二次
医療圏

施設名 診療科目

道 南 南 渡 島 函館市夜間急病センター 内科・小児科・外科

札幌市医師会夜間急病センター 内科・小児科・耳鼻科・眼科

江別市夜間急病センター 内科・小児科

千歳市休日夜間急病センター 内科

恵庭市夜間・休日急病診療所 内科・小児科

北広島市夜間急病センター 内科・小児科

後 志 小樽市夜間急病センター 内科・小児科・外科

南 空 知 岩見沢市夜間急病センター 内科・小児科

西 胆 振 胆振西部救急センター 内科・小児科

東 胆 振 苫小牧市夜間・休日急病センター 内科・小児科

道 北 上川 中部 旭川市夜間急病センター 内科・小児科

北見市休日夜間急病センター 内科・小児科・外科

網走市休日内科急病センター 内科

遠 紋 紋別市休日夜間急病センター 内科・外科

十 勝 十 勝 帯広市夜間急病センター 内科・小児科

釧路・ 根室 釧 路 釧路市夜間急病センター 内科・小児科

オホーツク

道 央

札 幌

北 網
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８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

○ 夜間や休日等に、急に歯科疾患が発症した場合に対応するため、各郡市歯科医師会

が実施する歯科診療所の輪番制又は歯科保健センターを活用した休日救急歯科医療体

制を支援します。

○ 口腔顎顔面外傷に対する歯科診療所と病院歯科等の高次歯科医療機関との病診連携

や医科歯科連携の充実に努めます。

９ 薬局の役割

休日・夜間の処方せん受入体制については、薬局による輪番制や当番医療機関の近

隣薬局での対応が行われています。今後とも、休日・夜間の診療体制など、地域の実

情に合わせ、薬局が相互に連携し、休日・夜間における調剤応需のほか、市販薬を含

めた医薬品等の供給体制の充実に努めます。

10 訪問看護ステーションの役割

○ 救命救急医療機関等から退院する患者に対して、救急医療機関及び主治医との連携

の下、治療の継続を支援します。

○ 在宅療養者の急変時に適切に対応できるよう、緊急時の連絡体制等について、本人・

家族、主治医、救急隊員等との情報共有、連携に努めます。

【関連：第３章第12節「在宅医療の提供体制」（P126～127）】
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＜重症・複数科にわたるすべての重篤救急患者の受入体制＞

＜比較的軽症な救急患者の診療体制＞

三次救急医療（２４時間）

救 急 医 療 連 携 体 制

（平成30年2月現在）

初期救急医療（休日・夜間）

＜手術・入院を要する重症救急患者の受入体制＞

消 防 機 関 等

● 北海道救急医療・広域災害情報システム

＜24時間体制で医療機関情報を提供＞

● メディカルコントロールに基づく病院前救護体制

● 救急蘇生法等講習会、普及啓発活動

搬
送

受
診

搬
送

搬
送

救 急 患 者

重

症

度

情 報 提 供 等

◎本体制における医療機関等は第８章別表に掲載
※精神科救急医療は第３章第６節に記載

連
携

○休日夜間急患センター [ 16施設 ]

○在宅当番医制 [ 120市町村

～39郡市医師会：約1,500施設 ］

（両者を実施している地区は、相互に補完）

○救命救急センター
[12施設（うち、高度救命救急センター１施設）]

○ドクターヘリ
[救命救急センターで実施 ：道央、道北、道東、道南 ]

二次救急医療（休日・夜間）

○病院群輪番制病院 ［ 140施設 ］

○救急告示医療機関 ［ 275施設 ］

転
送

転
送

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

連
携

連
携
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第８節 災害医療体制

１ 現 状

○ 広大な面積を有する本道では、これまで台風や集中豪雨等の猛威を始め、北海道南

西沖地震や十勝沖地震などによる津波、長い避難を余儀なくされた有珠山等の火山噴

火や竜巻の襲来などの自然災害により、大きな被害を受けています。

○ また、災害には、これらのほかに、原子力発電所等による原子力災害、テロ、鉄道

事故といった人為災害に至るまで様々な種類があり、同じ種類の災害であっても、発

生場所、発生時刻や時期等によって被災・被害の程度は大きく異なります。

○ そのような様々な災害発生に備え、「北海道地域防災計画」の「医療救護計画」に

おいて道・市町村・医療機関等が取り組む医療救護活動を定めています。

＊１ ＤＭＡＴ：Disaster Medical Assistance Teamの略、大地震及び航空機・列車事故といった災害時に迅速に駆けつけ、救急治療を

行うための専門的な訓練を受けた医療チーム。

＊２ ＤＰＡＴ：Disaster Psychiatric Assistance Teamの略、都道府県と政令指定都市が、被災地に継続して派遣する災害派遣精神医

療チーム。

＊３ 災害拠点病院：災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度な診療機能や広域搬送への対応機能や医療救護班の派遣

機能などを有し、災害時に必要な医療支援を行うための拠点施設のこと。第二次医療圏ごとに整備される「地域災害拠点病院」と、更

にそれらの機能を強化し、災害医療に関して都道府県の中心的な役割を果たす「基幹災害拠点病院」（各都道府県に１か所）に分け

られる。

【「北海道地域防災計画」の「医療救護計画」の主な内容】

○　医療救護活動の実施

１　北海道の役割 ・救護所の設置
・北海道救急医療・広域災害システムによる情報収集
・救護班、災害派遣医療チーム（DMAT＊１）の派遣要請
・災害派遣精神医療チーム（DＰAT＊2）の派遣要請

２　市町村の役割 ・救護班の編成
・保健師等による保健指導及び栄養指導

３　災害拠点病院＊３の役割 ・救護班、DMATの派遣
・医療救護活動
・被災患者収容
・医療品、医療材料等の貸出

４　協力機関等の役割 ・救護班派遣
・医療救護活動

独立行政法人国立病院機構本部北海道東北ブロック事務所、
独立行政法人労働者健康福祉機構、日本赤十字社北海道支部、
その他公的医療機関の開設者、北海道医師会、北海道歯科医師会、
北海道薬剤師会、北海道看護協会、北海道柔道整復師会

○　輸送体制の確保

◆　救護班及びDMATの移動手段や重症患者等の搬送について必要に応じ、ヘリコプター輸送
　　（北海道防災航空室・自衛隊等）を確保

○　医薬品等の確保

◆　北海道　　　　  ・・・救護所や避難所等への災害時備蓄医薬品等の供給
◆　災害拠点病院 ・・・水、食料、医薬品、医療資機材等の備蓄

○　広域的な医療活動の調整

◆　北海道 　       ・・・必要に応じ、国や他都府県へ医療救護活動の応援要請及び受入調整
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○ 道は、災害時における医療の確保及び搬送体制の整備を図ることを目的に、平成８

年度以降、災害拠点病院の整備を進めており、これまでに基幹災害拠点病院を１か所、

地域災害拠点病院を33か所指定（平成30年２月現在）し、全ての第二次医療圏で災害

医療を担う拠点病院を確保しています。

○ 平成19年度からは、災害急性期（おおむね発災後48時間）に活動できる機動性を有

する専門的訓練を受けた北海道ＤＭＡＴの養成を図り、全ての災害拠点病院でチーム

を保有しているほか、ＤＭＡＴ研修、ＪＭＡＴ＊１研修、ＮＢＣ＊２災害・テロ対策医

療チーム研修等を活用した人材育成に努めています。

〇 災害時に医療機関の状況を把握する手段である広域災害・救急医療情報システム

（ＥＭＩＳ＊３）について、全ての病院で整備し、これを活用した訓練による迅速な

情報共有意識の醸成に取り組んでいます。

○ 東日本大震災及び熊本地震の際には、道内のＤＭＡＴも派遣され、被災地等で医療

活動を行っています。

２ 課 題

（災害医療の連携体制の構築や災害医療体制の充実強化）

○ 災害時における医療については、災害の種類や規模に応じて医療資源を有効に活用

する必要があるとともに、平時から、災害対策に資する関係機関等の連携体制を構築

しておく必要があります。

○ また、高齢化の進行とともに、災害時における高齢者等の要配慮者の割合が増加す

ることが見込まれ、救護所や避難所における健康管理を中心とした活動が重要となり

ます。

（災害拠点病院の強化）

災害拠点病院では、災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うため、施設の

耐震化、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）による情報発信、食料、飲料

水等の備蓄、ＤＭＡＴ等の医療チームを受け入れる体制等が必要です。

（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の整備）

大規模又は広域的な災害時における医療活動にはＤＭＡＴが必要となることから、

ＤＭＡＴの養成及び技能の維持等について継続的に取り組む必要があります。

＊１ ＪＭＡＴ：Japan Medical Association Teamの略。主に災害急性期以降における避難所・救護所等での医療や健康管理、被災地の

病院・診療所への支援を行う日本医師会災害医療チーム。

＊２ ＮＢＣ：核物質（Nuclear）、生物剤（Biological）、化学剤（Chemical）の略

＊３ ＥＭＩＳ：Emergency Medical Information Systemの略
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３ 必要な医療機能

災害急性期（発災後48時間以内）において必要な医療体制を確保するとともに、急

性期を脱した後も、避難所等での健康保持体制を確保するためには、日本赤十字社や

医師会（ＪＭＡＴ等）などの協力機関との連携を図ることが必要です。

（災害拠点病院の体制確保）

災害拠点病院においては、高度の診療機能、傷病者の受け入れ、広域搬送への対応

機能及び応急資機材の貸出機能等を発揮できるよう、訓練の実施等、平時からの備え

を行っておくことが必要です。

（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の体制確保）

ＤＭＡＴにおいては、災害の急性期において、専門的な訓練を受けた医師及び看護

師等を災害現場に派遣し、迅速に応急処置などを行うことができる機能が必要です。

４ 数値目標等

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

地域の医療資源に即した災害時に必要な災害医療体制の確保に努めます。

（災害医療の連携体制の構築や災害医療体制の充実強化）

○ 災害拠点病院は、災害による重篤患者の救命医療等の高度の診療機能を確保し、被

災地からの患者の受け入れや広域搬送に係る対応を行い、医薬品・医療材料などを供

給するとともに、応急用資機材の貸出等により地域の医療機関を支援します。

また、道の要請に基づき救護班、ＤＭＡＴを派遣し、医療救護活動を行います。

○ 北海道ＤＭＡＴ指定医療機関は、道の要請に基づきＤＭＡＴを災害急性期において

被災地に派遣し、「患者を近隣・広域へ搬送する際における必要な観察・処置」、「被

災地内の病院における診療支援」、「被災地内におけるトリアージ＊１や救命処置」等

を行います。

＊１ トリアージ：傷病者に対する応急処置や傷病者の状態に応じた治療等の優先度、緊急度の選別。

現状値 目標値（H35） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次）

21 21 現状維持
北海道保健福祉部調査
（平成30年2月現在）

21 21 現状維持
北海道保健福祉部調査
（平成30年2月現在）

97.1 100 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（平成29年4月現在）

41.2 100
全災害拠点病院

での策定
北海道保健福祉部調査
（平成29年12月現在）

- 100 全施設での実施 -

指標区分 指標名（単位）

体 制 整 備

災害拠点病院整備第二次医療圏数（医療圏）

北海道DMAT指定医療機関整備第二次医療圏
数（医療圏）

災害拠点病院における耐震化整備率（％）

実 施 件 数 等

災害拠点病院における業務継続計画（ＢＣＰ）の
策定率（％）

ＥＭＩＳ操作を含む研修・訓練を実施している病
院の割合（％）
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○ 災害発生時に被災地に必要とされる医療を迅速かつ的確に提供するため、医療ニー

ズ等の把握、分析や様々な医療チームの派遣調整などを行う「北海道災害医療コー

ディネーター」等を育成し、その機能を十分に発揮できる体制整備を図ります。

○ 道や市町村は、被災者に対して感染症のまん延防止、メンタルヘルスケア等のニー

ズに的確に対応するため、保健師、栄養士などによる保健指導及び栄養指導を実施す

るとともに関係機関、関係団体との連携を図ります。

○ ドクターヘリを含む航空医療体制の充実強化を図ります。

○ 基幹災害拠点病院の充実や災害拠点病院間における連携強化を図ります。

（災害拠点病院の強化）

○ 災害拠点病院の耐震化を促進します。

○ 道内の災害拠点病院の連携強化及び情報共有を図るため、災害拠点病院等連絡協議

会を継続的に実施します。

○ 各災害拠点病院における防災マニュアル及び業務継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進

します。

○ 各災害拠点病院における定期的な訓練や各種研修等への受講を促し、体制の強化に

努めます。

（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の整備）

災害時にＤＭＡＴが有効に機能するため、研修参加による人材育成や定期的な訓練

等を行います。

（広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の活用）

災害時におけるＥＭＩＳの円滑な運用が重要であることから、各病院における定期

的な入力訓練の実施を促進します。

６ 医療連携圏域の設定

災害医療に係る医療連携圏域は、「災害時における医療体制の充実強化について

（平成24年３月21日医政発0321第２号厚生労働省医政局長通知）」において、原則、

第二次医療圏ごとに地域災害拠点病院を整備する必要があるとされていることから、

本計画に定める第二次医療圏を基本とします。
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７ 医療機関等の具体的名称

災害拠点病院及び北海道ＤＭＡＴ指定医療機関

【基幹災害拠点病院（１施設）】 平成30年２月現在

【地域災害拠点病院（33施設）】 平成30年２月現在

＊ 災害医療に係る医療機関名簿は、第８章別表により随時更新

医療機関名
災害拠点病院
指定年月日

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ
指定年月日

全　　　道　　　域 札幌医科大学附属病院 平成９年１月７日 平成19年9月12日

圏　　　　　　　域

第 三 次
医 療 圏

第 二 次
医 療 圏

医療機関名
災害拠点病院
指定年月日

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ
指定年月日

南 渡 島 市立函館病院 平成９年１月７日 平成19年9月12日

南 檜 山 北海道立江差病院 平成９年３月28日 平成26年3月26日

北渡島檜山 八雲総合病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

市立札幌病院 平成９年１月７日 平成23年8月8日

北海道大学病院 平成14年４月１日 平成19年9月12日

独立行政法人国立病院機構
北海道医療センター

平成22年４月１日 平成23年8月8日

手稲渓仁会病院 平成23年11月１日 平成21年6月15日

小樽市立病院 平成９年１月７日 平成26年3月26日

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

南 空 知 岩見沢市立総合病院 平成９年１月７日 平成26年3月26日

中 空 知 砂川市立病院 平成９年１月７日 平成21年7月16日

北 空 知 深川市立病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

日鋼記念病院 平成９年１月７日 平成19年9月12日

市立室蘭総合病院 平成20年２月21日 平成22年5月20日

総合病院伊達赤十字病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

社会医療法人製鉄記念室蘭病院 平成28年４月１日 平成25年3月18日

王子総合病院 平成９年12月25日 平成19年9月12日

苫小牧市立病院 平成23年11月１日 平成25年3月18日

日　　高 総合病院浦河赤十字病院 平成９年12月25日 平成25年3月18日

旭川赤十字病院 平成９年１月７日 平成23年6月30日

旭川医科大学病院 平成23年11月１日 平成19年9月12日

上川北部 名寄市立総合病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

富 良 野
社会福祉法人北海道
社会事業協会富良野病院

平成９年12月25日 平成26年3月26日

留　　萌 留萌市立病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

宗　　谷 市立稚内病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

北見赤十字病院 平成９年１月７日 平成23年6月30日

ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

広域紋別病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

十　　勝 十　　勝 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 平成９年１月７日 平成25年3月18日

釧　　路 市立釧路総合病院 平成９年１月７日 平成22年5月20日

市立根室病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

町立中標津病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

道　　南

道　　央

道　　北

オホーツク

西 胆 振

後　　志

札　　幌

釧路・根室
根　　室

遠　　紋

北　　網

上川中部

東 胆 振
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８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

○ 災害発生時には、地域の歯科医師会を中心として、病院歯科、歯科衛生士会、歯科

技工士会等が連携し、歯科救護所の開設・運営、もしくは避難所や仮設住宅への巡回

歯科診療、巡回口腔ケア等を実施し、義歯紛失などによる摂食嚥下障害、咀嚼 障害
えん げ そ しやく

を有する被災者への歯科医療提供や高齢者の口腔機能の低下による誤嚥性肺炎の予防
ご えん

に努めます。

○ 口腔内所見による災害犠牲者身元確認作業及び身元確認の有力な手掛かりとなるカ

ルテ等診療情報の提供などに努めます。

９ 薬局の役割

○ 災害発生時の医療救護活動においては、医療救護チームの医師が被災者の治療等を

行う上で、薬の選択や調剤、服薬指導を行う薬剤師が不可欠であることから、薬局の

薬剤師を派遣するため、薬剤師会の協力を得て、派遣体制の確保に努めます。

○ また、災害時においては、救護所等において、医薬品や衛生材料などの需給状況の

把握や支援医薬品の仕分け・管理などが適切に実施できる体制づくりに努めます。

10 訪問看護ステーションの役割

訪問看護ステーション利用者は、災害時における高齢者や障がい者等の要配慮者が

多いため、各利用者ごとの災害時支援計画を作成し、関係機関との役割分担を決める

など平時からの対策を進めます。
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災 害 医 療 連 携 体 制

（平成３０年２月現在）

急性期

● 北海道災害対策本部

・広域災害・救急医療情報システム ［ ＥＭＩＳ ］
＜被災地医療機関の被害状況・受入体制等の情報を発信＞

・救護班（ＪＭＡＴ等）派遣
・医薬品等供給

広
域
患
者
搬
送

搬送

○広域患者搬送

・消防防災ヘリ等 ［道防災航空室、札幌市消防局、自衛隊、海上保安庁、道警 ］

・ドクターヘリ ［ 道央、道北、道東、道南 ］

○災害時の医療機能（急性期）

・基幹災害拠点病院 【札幌医科大学附属病院】

・地域災害拠点病院 【各第二次医療圏に３３施設】

・ＤＭＡＴ指定医療機関 【全道に３４施設】

衛星携帯
電話等

○保健所
（情報把握 ・
情報発信支援）

発 災

被災地域

○救護所
（避難所）

・地域災害
拠点病院

・地域災害拠点病院
（ ＤＭＡＴ ）

・基幹災害拠点病院
（ ＤＭＡＴ ）

・ 一般医療機関
・ 救急医療機関

○協力機関
【国立病院機構・日本赤十字社・公的病院・
道医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会等】

医療救護活動
（感染症等の蔓延防止・

メンタルヘルスケア等）

・
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ

派
遣

情
報
収
集

情

報
発
信

応
急
資
機
材
貸
出

※災害拠点病院の機能

・傷病者等の受入・搬出等、広域搬送対応

・応急用資機材の貸出機能

・ＤＭＡＴの派遣機能 など

・地域災害拠点病院
（ ＤＭＡＴ ）

派
遣
依
頼

災害医療
コーディネーター

災害医療
コーディネーター
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第９節 へき地医療体制

１ 現 状

○ 本道における無医地区や無歯科医地区については減少傾向にあるものの、なお全国

一多い実態にあることから、道では平成18年度に「北海道へき地保健医療計画」を策

定し、へき地医療支援機構、へき地医療拠点病院、へき地診療所などの体制を整備し、

各機関相互の連携を図るとともに、医師の確保や支援体制の整備などに取り組んでき

ました。

○ 本計画の策定に当たり、「北海道へき地保健医療計画」は、「疾病・事業及び在宅

医療に係る医療体制について」（平成29年３月31日医政地発0331第３号厚生労働省医

政局地域医療計画課長通知の別紙）に基づき、「医療計画（へき地医療体制）」と一

体化し、医師確保対策や救急搬送体制の確保など、他事業とより一層の連携を図りな

がら、へき地保健医療対策に取り組むこととしました。

○ 平成26年10月末現在、無医地区については38市町村の89地区に１万1,389人が、無

医地区に準じる地区については28市町村の49地区に2,739人が居住しています。＊１

○ 平成26年10月末現在、無歯科医地区については36市町村の84地区に１万639人が、

無歯科医地区に準じる地区については28市町村の50地区に4,000人が居住しています。

＜無医地区等の定義＞

（無医地区）

◇ 無医地区とは、医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点

として、おおむね半径４kmの区域内に50人以上が居住している地区であっ

て、かつ容易に医療機関を利用することのできない地区

（無医地区に準じる地区）

◇ 無医地区に準じる地区とは、無医地区には該当しないが、無医地区に準

じた医療の確保が必要な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に

協議し適当と認めた地区

※ 「無歯科医地区」「無歯科医地区に準じる地区」については、それぞれ

「医療機関」を「歯科医療機関」に読み替える

【無医地区数及び無医地区居住人口(上位５都道府県)】 （平成26年10月末現在）

＊１ 厚生労働省「無医地区等調査」及び「無歯科医地区等調査」（平成26年）

区　分 全　国 １位 ２位 ３位 ４位 ５位
高知県 愛知県

大分県 岡山県

89 54 38 23 21

北海道 栃木県 大分県 広島県 宮城県

11,389 9,081 7,839 7,485 6,308
無医地区居住人口（人） 124,122

地区数（地区） 637
北海道 広島県 島根県
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【無医地区の推移】

【無歯科医地区の推移】

○ へき地診療所等は、一定の区域内に医療機関がない地域における医療を確保するこ

とを目的として、道、市町村、公的医療機関等により設置・運営されており、平成29

年３月31日現在、全道にへき地診療所が93か所、過疎地域等特定診療所＊１として整

備された歯科診療所が24か所あります。

＜へき地診療所の設置基準＞

◇ へき地診療所を設置しようとする場所を中心として、おおむね半径４㎞の

区域内に他の医療機関がなく、その区域内の人口が原則として人口1,000人

以上であり、かつ、診療所の設置予定地から最寄り医療機関まで通常の交通

機関を利用して30分以上要するものであること

◇ 医療機関のない離島のうち、人口が原則として300人以上、1,000人未満の

離島に設置するものであること

【へき地診療所及び過疎地域等特定診療所の推移】 （各年３月末現在）

＊ 国民健康保険直営診療所含む

＊１ 過疎地域等に開設する眼科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療所

平成元年 平成6年 平成11年 平成16年 平成21年 平成26年
(7月末現在) (9月末現在) (6月末現在) (12月末現在) (10月末現在) (10月末現在)

62 56 52 47 44 38
(4市47町11村) (3市44町9村) (3市39町10村) (3市36町8村) (4市35町5村)  (4市29町5村)

地区数（地区） 142 137 121 111 101 89

人口（人） 26,040 24,337 18,980 16,473 13,086 11,389

区 分

市町村数

平成元年 平成6年 平成11年 平成16年 平成21年 平成26年
(7月末現在) (9月末現在) (6月末現在) (12月末現在) (10月末現在) (10月末現在)

55 51 52 47 43 36
(2市44町9村) (2市41町8村) (2市40町10村) (1市38町8村) (4市34町5村) (6市34町5村)

地区数（地区） 139 129 114 108 99 84

人口（人） 26,295 23,183 18,763 16,032 12,913 10,633

市町村数

区 分

区　分 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

過疎地域等特定

診療所（か所数）
24 24 24 24 24 24

へき地診療所

（か所数）
88 92 93 9388 88
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○ 道では、第一次から第三次に至る医療圏において、よりきめ細かな保健医療サービ

スの提供を図るため、その中核となる地方センター病院と地域センター病院の整備を

進めてきました。

○ 平成15年４月に25か所の地域センター病院のうち、19か所を「へき地医療拠点病院」

として指定しています。

○ 平成27年度のへき地医療拠点病院における主たる事業の実施状況は、巡回診療が７

か所、医師派遣及び代診医派遣が６か所となっています。

＜へき地医療拠点病院の主な役割＞

◇ へき地診療所等からの患者の受け入れ

◇ 無医地区等への巡回診療の実施

◇ へき地診療所等への代診医等の派遣

◇ へき地の医療従事者に対する研修会等の実施

◇ へき地診療所等に対する遠隔診療等の各種診療支援 等

【へき地医療拠点病院からへき地への巡回診療の実施】

【へき地医療拠点病院からへき地への医師派遣・代診医派遣の実施】

○ へき地医療に関して一定の実績を有するものとして社会医療法人の認定を受けてい

る法人は、平成29年４月現在26法人あり、へき地診療所やへき地医療拠点病院への医

師派遣を実施しています。

【社会医療法人の数】 （各年４月現在）

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
（平成23年実績） （平成24年実績） （平成25年実績） （平成26年実績） （平成27年実績）

実施医療機関数

（か所数）
6 8 8 7 7

実施回数
（回）

197 200 165 184 148

延べ受診患者数

（人）
1,882 2,022 1,632 1,693 1,629

区　分

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
（平成23年実績） （平成24年実績） （平成25年実績） （平成26年実績） （平成27年実績）

実施医療機関数

（か所数）
9 9 9 7 6

支援診療所

（か所数）
29 27 17 14 13

実施回数
（回）

525 294 183 246 210

区　分

区　分 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

 法人（数） 15 17 22 26 26
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○ 第９次へき地保健医療計画（平成13年度～17年度）において、へき地診療所等から

の代診医の派遣要請などの広域的なへき地医療支援事業の企画・調整等を行い、へき

地医療対策の各種事業を円滑かつ効率的に実施するため、都道府県単位でへき地医療

支援機構を設置することとされました。

○ 道では、平成14年度に「北海道へき地医療支援機構」を設置しました。

＜北海道へき地医療支援機構の主な役割＞

◇ へき地診療所等への代診医を含む医師の派遣調整

◇ 無医地区等への巡回診療の実施に関する調整

◇ へき地医療従事者に対する研修計画、プログラムの作成

◇ へき地医療拠点病院の活動評価 等

○ 北海道における地域医療の充実・確保に向け、医師派遣を巡る諸課題への対応策に

ついて検討・協議を行い、具体的な取組を推進するため、北海道地域医師連携支援セ

ンターにおいて、自治体病院等への医師派遣調整を実施しています。

○ へき地医療対策に係る総合的な意見交換や計画の進行管理については、北海道総合

保健医療協議会地域医療専門委員会で協議しています。

○ 北海道地域医療振興財団は、本道の各地域の医療機関における医師の充足と医療機

能の強化を促進し、もって地域医療の充実を図り、道民の福祉の向上に資することを

目的として、北海道、市町村、北海道医師会、北海道歯科医師会等が参画して昭和60

年に設立され、常勤医師等の紹介・斡旋を行うドクターバンク事業を行っています。

○ へき地の住民の救急医療に対応するため、医療機関へ患者の救急搬送を要する場合、

道の消防防災ヘリコプターやドクターヘリ等による搬送を実施しています。

○ へき地の住民が必要に応じ、都市部の医療機関において、高度・専門的医療が受け

られるよう患者搬送固定翼機（メディカルウイング）＊１を運航しています。

２ 課 題

（へき地における保健指導）

無医地区等住民の健康の保持・増進を図るため、住民の保健衛生状態を十分把握し、

実情に応じた保健指導を行う必要があります。

（へき地における診療の機能）

○ へき地診療所において住民に身近な医療を確保する必要があります。

○ へき地診療所、へき地医療拠点病院等の連携により、初期救急医療及び入院を要す

る救急医療に適切に対応できる体制の充実を図る必要があります。

○ へき地診療所等における診療の結果、専門的な医療や高度な医療を要するとされた

場合、病状や緊急性に応じ適切な医療機関へ紹介・搬送する体制を確保する必要があ

ります。

＊１ 患者搬送固定翼機（メディカルウイング）：地域の医療機関では提供できない高度・専門的医療を必要とする患者を医師による継続

的な医学的管理を行いながら、計画的に搬送することを目的とし、医師等の搭乗が可能な医療機器等を装備した固定翼機
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（へき地の診療を支援する医療の機能）

○ へき地診療所等への医師派遣などが行えるよう、へき地の診療を支援する医療機関

等において医師を確保する必要があります。

○ 医療機関への通院が困難な住民に対し、通院のための交通手段を確保する必要があ

ります。

○ 通信技術を応用した画像診断など、遠隔医療の実施に必要な機器等の整備に対し支

援を行い、医療機関のＩＣＴ活用を推進する必要があります。

（行政機関等によるへき地医療の支援）

北海道へき地医療支援機構の強化を始め、へき地の医療機関に従事する医療スタッ

フの支援、へき地の医療提供体制の確保に向けた支援などを行う必要があります。

３ 必要な医療機能

（へき地における保健指導の機能）

無医地区等において、保健指導を提供することが必要です。

（へき地における診療の機能）

○ 無医地区等において、地域住民の医療を確保することが必要です。

○ 24時間365日対応できる体制を整備することが必要です。

○ 専門的な医療や高度な医療へ搬送する体制を整備することが必要です。

（へき地の診療を支援する医療の機能）

診療支援機能の向上を図ることが必要です。

（行政機関等によるへき地医療の支援）

へき地において継続的に医療サービスを提供できるよう、関係機関の調整を行うこ

とが必要です。

４ 数値目標等

現状値 目標値 目標数値の考え方 現状値の出典（年次）

体 制 整 備 93 98 現状より増加
へき地医療現況調査
［厚生労働省］
（平成29年1月1日現在）

9 19 現状より増加
へき地医療現況調査
［厚生労働省］
（平成29年1月1日現在）

3 19 現状より増加
へき地医療現況調査
［厚生労働省］
（平成29年1月1日現在）

指標区分 指標名（単位）

へき地診療所数（か所）

実 施 件 数 等

巡回診療、医師派遣、代診医派遣のいず
れかを実施するへき地医療拠点病院数
（か所）

遠隔診療等ＩＣＴを活用した診療支援を実
施するへき地医療拠点病院数（か所）
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５ 数値目標等を達成するために必要な施策

関係機関相互の連携により、適切な保健及び医療サービスが継続して実施される体

制の維持・構築に努めます。

（へき地における保健指導）

市町村や最寄りのへき地診療所等との連携の下、住民の保健衛生状態を十分把握し、

計画的に無医地区等の実情に即した保健指導を行います。

（へき地における診療の機能）

○ へき地診療所等の施設・設備の整備費や運営費に対して支援します。

○ 道立診療所については、医師の確保に努めるとともに、離島など地理的条件や地域

の医療事情を勘案しながら設置主体の変更などを進めます。

○ 自治医科大学卒業医師や地域枠医師の配置、北海道地域医療振興財団のドクター

バンク事業、北海道医師会及び特定非営利活動法人北海道病院協会と連携して実施す

る緊急臨時的医師派遣事業等により、常勤医及び代診医の確保を図ります。

【関連：第６章第２節「医師」（P183）】

北海道

へき地診療所等

遠隔医療代診医等派遣巡回診療

社会医療法人

民間医療機関

○過疎地域医療機関

への医師派遣

○へき地診療所への

医師・代診医派遣

医育大学

○医師の養成

○過疎地域医療機関へ

の医師派遣

へき地医療支援機構

○へき地医療対策の各種事業を円滑かつ効

率的に実施するための企画・調整を行う

患者輸送車

へき地医療拠点病院
○無医地区等への巡回診療

○へき地診療所等への代診医等の派遣

○へき地医療従事者に対する研修実施

○へき地診療所の各種診療支援

無医地区、無歯科医地区

準無医地区、準無歯科医地区
市町村

○へき地における

保健指導

北海道地域医療

振興財団

ドクターバン

ク事業

北海道病院協会

緊急臨時的医師

派遣事業

地域医師連携支援センター

○医師不足の状況等を把握・分析し、医師のキャリア

形成と一体的に医師不足病院の支援等を行う

■地域医療支援センター（３医育大学に設置）

医師確保が困難な地域への医師派遣

■地域枠制度の運営

北海道医師養成確保修学資金の貸付けを受けた医

師を一定期間地域の医療機関に配置

地方・地域センター病院

○地域の医療機関への医師等の派遣

○外部に開放した研修会等の開催

○医療機器の共同利用

○地域医療支援室の設置

○救急医療体制への参加

北海道医療対策協議会

北海道総合保健医療協議会

地域医療専門委員会

へ き 地 医 療 連 携 体 制

■自治医科大学卒業医師の配置
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○ へき地においては、幅広い診療に対応できる総合診療医は重要な役割を担うことか

ら、医育大学、北海道医師会等の関係団体などとの連携の下、総合診療医の確保・活

用に取り組みます。【関連：第６章第２節「医師」（P184）】

○ 市町村等が患者輸送車などを整備する事業に対して支援し、搬送体制の整備に取り

組みます。

○ 高規格救急車、消防防災ヘリコプター、ドクターヘリなどによる救急搬送体制の整

備を促進します。【関連：第３章第７節「救急医療体制」（P81）】

○ 患者搬送固定翼機（メディカルウイング）を運航し、航空医療体制の整備を進め、

へき地の住民が高度・専門的医療を受けられる体制を確保します。

○ へき地医療拠点病院等が行う研修などを通じ、へき地診療所とへき地医療拠点病院

との連携を強化します。

（へき地の診療を支援する医療の機能）

○ 無医地区等への巡回診療、へき地診療所等への医師派遣、へき地医療従事者を対象

とした研修会の開催など、へき地医療拠点病院が行うへき地医療支援活動に対して支

援します。

○ 遠隔医療や診療情報の共有ネットワーク化を行うため、必要な機器等の整備を行う

へき地医療拠点病院などに対して支援します。

【関連：第５章第４節「医療に関する情報化の推進」（P169）】

○ 医育大学に設置した地域医療支援センターによる医師派遣、自治医科大学卒業医

師や地域枠医師の配置、北海道地域医療振興財団のドクターバンク事業、緊急臨時

的医師派遣事業等により、へき地の診療を支援する医師の確保を図ります。

【関連：第６章第２節「医師」（P183）】

○ 休日・夜間当番医などの情報を提供する救急医療情報システムや小児救急電話相談

事業の普及啓発を図ります。【関連：第３章第11節「小児医療体制」（P115）】

○ へき地医療を行う社会医療法人の認定要件である医師派遣の実績については、へき

地診療所への派遣のほか、平成27年４月からは、へき地医療拠点病院への医師派遣実

績が要件に加えられましたが、今後、へき地医療を担う中核的な病院等に対する医師

派遣実績についても要件に加えるよう、国に対して要望を行います。

（行政機関等によるへき地医療の支援）

○ 北海道へき地医療支援機構について、北海道地域医師連携支援センターとのより緊

密な連携を進め、へき地医療体制の確保に向けた総合的な企画・調整を行います。

【関連：第６章第２節「医師」（P183）】

○ 北海道のホームページを活用し、道内の地域医療の現状や地域医療を確保するため

の対策などについて紹介します。

○ 地域の医療機関に勤務する医師が、夜間のコンビニ受診などで疲弊しないために、

地域住民を対象にした懇談会の開催や広報誌などによる啓発活動が行われるよう市町

村等に働きかけ、地域全体で医療を支える機運の醸成を図ります。
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６ 医療機関等の具体的名称

＜へき地医療拠点病院＞ 平成30年２月現在

＊ へき地医療に係る医療機関名簿は、第８章別表により随時更新

＜へき地診療所＞

第８章別表参照

７ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

歯科医師の確保が困難な、へき地における歯科保健医療サービスの確保に努めます。

８ 薬局の役割

無薬局町村における医薬品や医療・衛生材料等の提供体制を確保するため、近隣市

町村の薬局による在宅医療などの提供に努めます。

９ 訪問看護ステーションの役割

医療資源が限られるへき地において、地域の特性や生活状況を踏まえた適切なケア

が提供されるよう努めます。

第三次医療圏 第二次医療圏 へき地医療拠点病院

南 檜 山 道立江差病院

北渡島檜山 八雲総合病院

後 志 ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院

南 空 知 岩見沢市立総合病院

中 空 知 砂川市立病院

北 空 知 深川市立病院

西 胆 振 総合病院伊達赤十字病院

日 高 総合病院浦河赤十字病院

上 川 北 部 名寄市立総合病院

富 良 野 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院

留萌市立病院

道立羽幌病院

宗 谷 市立稚内病院

北 網 北見赤十字病院

ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院

広域紋別病院

十 勝 十 勝 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院

釧 路 市立釧路総合病院

根 室 町立中標津病院
釧路・根室

道 南

道 央

道 北
留 萌

オホーツク
遠 紋



- 101 -

第10節 周産期医療体制

１ 現 状

○ 北海道の出生数は、平成17年には４万1,420人でしたが、平成27年には３万6,695人

となり、全ての第二次医療圏で減少し、全体では約11.4％の減少ですが、30%以上減

少している地域もあります。

出生場所は、昭和25年には、「自宅・その他」で97.4%が出生していましたが、昭

和45年には、8.9％となり、代わりに「病院・診療所」が80.7％、「助産所」が9.2％

と増え、さらに平成27年には、「自宅・その他」は0.2％となり「病院・診療所」が

99.5％、「助産所」が0.3％と推移しています。

○ 低出生体重児（2,500グラム未満）の出生割合は、平成２年に6.9％、平成12年に

9.1％、平成22年に9.8％と増加した後は、横ばいで、平成27年は9.3％となっていま

す。

○ 本道における産婦人科医師数は、近年減少傾向が続き、平成18年に359人になりま

したが、平成28年には400人となっています。

○ 近年、女性医師の占める割合が増加傾向にあり、平成28年には15.2％となっていま

すが、産婦人科医師は特に顕著で、26.0％が女性医師となっており、30歳代に限ると

48.9％、20歳代においては44.4％の割合となっています。

【北海道における年齢別・男女別産婦人科医師数】 （単位：人）

＊ 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」（平成28年）

男性 構成比（％） 女性 構成比（％）

24～29歳 18 10 55.6% 8 44.4%

30～34歳 52 25 48.1% 27 51.9%

35～39歳 40 22 55.0% 18 45.0%

40～44歳 49 28 57.1% 21 42.9%

45～49歳 43 31 72.1% 12 27.9%

50～54歳 55 48 87.3% 7 12.7%

55～59歳 46 42 91.3% 4 8.7%

60～64歳 48 43 89.6% 5 10.4%

65～69歳 31 30 96.8% 1 3.2%

70～74歳 5 5 100.0% 0.0%

75～79歳 8 8 100.0% 0.0%

80歳以上 5 4 80.0% 1 20.0%

合　計 400 296 74.0% 104 26.0%

年齢別
産婦人科医師数
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【北海道における医師総数・産婦人科医師数】

＊ 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」

○ 平成28年に北海道で就業している助産師は1,671人となっており、そのうち1,498人

（89.6%）が「病院・診療所」で就業しています。また、助産所に就業している助産

師は60人（3.6%）となっています。

○ 全国では、産婦人科医師数は微増していますが、道内では、産婦人科医師の不足等

により、分娩を取り扱う「病院・診療所」は減少しており、地域によっては、正常分

娩を行う産科医療を確保することが困難な状況となっています。

○ 道は、平成23年に「北海道周産期医療体制整備計画」（以下「整備計画」という。）

を策定し、第三次医療圏ごとに総合周産期母子医療センター（以下「総合周産期セン

ター」という。）を６か所、第二次医療圏に地域周産期母子医療センター（以下「地

域周産期センター」という。）を30か所認定し、整備計画を推進してきたところです。

○ 平成27年度の分娩数の割合は、総合・地域周産期センターが約38％、その他の病院

が約30％、診療所が約32％となっています。

【周産期センターの整備状況】 平成30年２月現在

○ 「指定」された総合周産期センターは、第三次医療圏内の産科医療機関の医師及び

看護師などの医療従事者を対象とした研修会を開催しており、圏域内の医療機関の連

携体制の構築や医療技術の向上が図られています。

○ 道では、平成13年から北海道周産期救急情報システムにより、総合周産期センター

などにおける妊産婦や新生児の受入情報を各医療機関や消防機関等へ提供していま

す。

＊１ 「指定」とは、総合周産期センターが、国の定める一定の要件（医療従事者や母体・胎児集中治療管理室（ＭＦＩＣＵ）などの病床

数）を満たし、北海道総合保健医療協議会の意見を踏まえ道が指定するもの。国の定める一定の要件を満たしていない医療機関につい

ては、その整備が図られるまでの間は「認定」として取り扱う。

区　分 主な機能 現状と課題

総合周産期センター
母体又は児におけるリスクの高
い妊娠に対する医療、高度な新
生児医療等の提供

・第三次医療圏ごとに原則１か所
・認定した６か所のうち、国の要件を
  満たす「指定」＊１は４か所

地域周産期センター
周産期に係る比較的高度な医
療の提供

・第二次医療圏に30か所認定
　（うち 分娩休止：３か所)

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

平成12年 14年 16年 18年 20年 22年 24年 26年 28年

医師総数 産婦人科医師数 （産婦人科医師数：人）
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○ 平成21年度から開始した周産期救急搬送コーディネーター事業では、北海道周産期

救急情報システムの日々の情報更新、患者を搬送する際の医療機関、消防機関との連

絡調整、妊産婦等からの病状や受診医療機関などについての電話相談を行っています。

○ 総合周産期センターでは対応が難しいハイリスクの胎児や新生児に対応するため、

平成19年９月に開設した北海道立子ども総合医療・療育センター（コドモックル）を

「特定機能周産期母子医療センター」として位置づけ、搬送患者の受け入れや全道の

医療従事者等を対象とした研修会の開催などを行っています。

○ 助産師外来は平成29年４月１日現在で11の第二次医療圏で33か所設置されていま

す。

○ このような状況を踏まえ「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（平

成29年３月31日医政地発0331第３号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）に基づ

き「整備計画」を「医療計画（周産期医療体制）」に一体化した上で、医師の確保や

救急、災害医療など、他事業とより一層の連携を図りながら、周産期医療体制の整備

に取り組むこととしました。

２ 課 題

（総合周産期センター及び地域周産期センターにおける産婦人科医師の確保等）

総合周産期センター

認定を受けている総合周産期センターの指定を目指すとともに、これらのセンター

への産婦人科医師の優先的かつ重点的な確保が必要です。

地域周産期センター

産婦人科医師が一人体制の病院の解消や現在、分娩の取扱いを休止している病院の

再開に結びつけていくことが必要です。

また、地域周産期センターの機能が発揮されるまでの間、隣接する地域周産期セン

ター等へのアクセスの確保が必要です。

【産婦人科救急電話相談】　 電話番号　：　 ０１１－６２２－３２９９　（さんぷきゅうきゅう）

受付時間　：　 １９ 時 ００ 分 ～ 翌朝 ９ 時 ００ 分 （年中）

周産期救急情報システムと周産期救急搬送コーディネーター事業

北海道周産期

救急情報システム
（関係者用）

一般

住民

総合・地域

周産期センター

コドモックル

大学病院

一般の産科

医療機関等

・

消防機関

周産期救急搬送

コーディネーター

北海道救急医療 ・広域災害

情報システム（ｗｅｂ）

救急患者受入要請・受諾

救急患者搬送

ｗｅｂ

閲覧

救急患者

受入要請

応需情報

代行入力
救急患者

受入先連絡

応需情報

直接入力

受

診

救急患者

受入調整

受診先連絡

電話相談

応需情報

収集

ｗｅｂ

閲覧

受診・搬送の流れ
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（周産期医療従事者に対する研修機能の充実）

総合周産期センターは、それぞれの圏域において周産期医療従事者に対し研修会を

開催するとともに、現場の医療従事者のニーズを把握しながら、研修内容の充実を図

ることが必要です。

（総合周産期センター等のＮＩＣＵ等に長期入院している児童の療養・療育環境の充実）

新生児集中治療管理室（以下「ＮＩＣＵ」という。）等に長期入院している児童が

病状などに応じた望ましい環境で療養・療育されるよう、保健・医療・福祉サービス

が相互に連携した支援体制の充実が必要です。

３ 必要な医療機能

周産期医療体制の構築に当たっては、総合及び地域周産期センターを中心として、

三医育大学の協力を得ながら、医療機関間の連携、第三次医療圏間の連携（広域搬送・

相互支援体制の構築等、圏域を越えた母体及び新生児の搬送及び受け入れが円滑に行

われるための措置）等を推進するとともに、これまでのハイリスク分娩などに対する

取組以外にも、正常分娩等に対する安全な医療を提供するための体制の確保や周産期

医療関連施設を退院した障がい児等が生活の場で療養・療育できる体制の確保が必要

です。

（正常分娩等に対し安全な医療を提供するための、周産期医療関連施設間の連携）

○ 正常分娩（リスクの低い帝王切開術を含む。）や妊婦健診等の分娩前後の診療を安

全に実施できる体制の構築が必要です。

○ ハイリスク分娩や急変時には地域周産期センター等へ迅速に搬送が可能な体制の構

築が必要です。

（周産期の救急対応が24時間可能な体制）

総合周産期センター、地域周産期センターを中心とした周産期医療体制による、24

時間対応可能な周産期の救急体制の確保が必要です。

（新生児医療の提供が可能な体制）

新生児搬送やＮＩＣＵ、ＮＩＣＵに併設された回復期治療室（以下「ＧＣＵ」とい

う。）及びＮＩＣＵ等の後方病室確保を含めた新生児医療の提供が可能な体制の構築

が必要です。

（ＮＩＣＵに入室している新生児の療養・療育支援が可能な体制）

周産期医療関連施設を退院した障がい児等が生活の場で療養・療育できるよう、医

療、保健及び福祉サービスが相互に連携した支援体制の構築が必要です。

（周産期における災害対策）

災害時に周産期に係る適切な医療や物資が提供され、また、被災地からの搬送受入

れや診療に係る医療従事者の支援が適切に行われる体制の構築が必要です。
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４ 数値目標等

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

（総合周産期センター及び地域周産期センター等の整備）

○ 周産期医療に関する最先端の知識・技術が集積している三医育大学との連携を強

め、これらの大学から医師の優先的かつ重点的な派遣を受けながら、地域の医療資源

を最大限活用し、総合周産期センター等で周産期医療の提供に努めます。

○ 第三次医療圏内において、ハイリスク児やハイリスク分娩などに対応できるよう、

総合周産期センターに優先的かつ重点的に産婦人科医師を確保することなどにより、

機能の維持強化を図るとともに、認定を受けている２か所の総合周産期センターの指

定を目指します。

○ 第二次医療圏内において、24時間体制で周産期救急医療に対応する地域周産期セン

ターの中でハイリスク分娩等に対応する地域周産期センターに対し、産婦人科医師の

複数配置などを行い、産婦人科医師の優先的かつ重点的確保を図ります。

○ 総合周産期センターなどから、自家用車での妊産婦の冬期間の移動時間がおおむね

120分、移動距離がおおむね100㎞を超える地域＊１において、産科医療機能を確保す

る必要がある地域周産期センター等に対して、産婦人科医師の優先的な確保を図りま

す。

○ 産婦人科医師の勤務環境の改善を促し、医学生や研修医が産婦人科医師を志望する

インセンティブを高め、若い医師を育成するなど、産婦人科医師の増員を図るととも

に、地域枠制度の活用により産婦人科医師が一人体制の病院の解消に努め、現在、分

娩機能を休止している病院の再開に結びつけていくなど、より身近なところで安心し

て出産できる環境の整備を目指していきます。

＊１ 妊産婦の移動時間、移動距離をおおむね120分、おおむね100㎞の範囲内とする根拠：安全で安心して出産できる移動時間や移動距離

を検討したところ、妊産婦の居住地から自家用車での冬期間の移動時間がおおむね120分、移動距離がおおむね100㎞の範囲内に産科医

療機関が存在すれば、最低限、墜落分娩などの危険を避けることができると考え、文献学的考察を加えるとともに三医育大学の意見を

踏まえ設定したもの。

現状値 目標値（H35） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次）

分娩を取り扱う医療機関数
（か所）

15-49歳女性
10万人当たり

8.5 全国平均以上
現状より増加

（H26：8.7）

医療施設調査（静態）
［厚生労働省］
（平成26年）

18.5 全国平均以上
現状より増加
（H26：19.6）

北海道保健福祉部調査
（平成29年4月現在）

4 6
第三次医療圏に

1か所
北海道指定
（平成30年2月現在）

21 21
第二次医療圏に

１か所
北海道認定
（平成30年2月現在）

実 施 件 数 等 3.2 全国平均以下
全国平均以下

を維持
（H27：4.5）

救急搬送における医療機
関の受入状況等実態調査
（平成27年度）

新生児死亡率（千対） 出生数 1.0 全国平均以下
現状より減少

（H27:0.9）
平成27年人口動態調査
［厚生労働省］

周産期死亡率（千対）
出生数＋妊娠
満22週以降の
死産

4.1 全国平均以下
現状より減少

（H27:3.7）
平成27年人口動態調査
［厚生労働省］

妊産婦死亡率（10万対）
出生数＋死産
数

2.6 全国平均以下
全国平均以下

を維持
（H27：3.8）

平成27年人口動態調査
［厚生労働省］

母体・新生児搬送のうち現場滞在時間が30分以
上の件数(人口10万人当たり件数）

安 全 に 出 産
で き る 体 制

指標区分 指標名（単位）

体 制 整 備

産科・産婦人科を標ぼうする病院、診療所の助
産師外来開設割合（％）

総合周産期母子医療センター(指定)の整備医療
圏数（第三次医療圏）

地域周産期母子医療センター整備医療圏数（第
二次医療圏）
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（搬送体制等の整備)

○ 北海道周産期救急情報システムや周産期救急搬送コーディネーター等を活用し、妊

産婦や新生児のスムーズな周産期センターへの救急搬送体制の確保に取り組みます。

○ 分娩の取扱い休止等をしている地域周産期センターの機能が発揮されるまでの間、

隣接する地域周産期センター等との情報共有や搬送体制の整備などのアクセスの確保

に取り組みます。

（周産期医療従事者に対する研修機能の整備）

総合周産期センタ－において、第三次医療圏内の産科医療機関の医師及び看護師な

どの医療従事者を対象とした研修会を開催し、圏域内の医療機関の連携体制の構築や

医療技術の向上に努めます。

（助産師外来の開設等の取組）

身近なところに産科医療機関がない地域における妊産婦や産婦人科医師の負担軽減

につながることから、医療機関や関係団体と連携しながら、助産師外来＊１や院内助

産所の開設等を促進します。

（ＮＩＣＵ等に長期入院している児童への支援）

ＮＩＣＵ等に長期入院している児童の退院を促進し、ＮＩＣＵ等の満床状態を解消

するための地域療育支援施設運営事業や在宅への移行促進・保護者等のレスパイトの

ための日中一時支援事業などに取り組みます。

（周産期における災害対策）

災害時に周産期に係る適切な医療や物資が提供されるよう、災害拠点病院や周産期

母子医療センター等の連携体制の確保を進めるなど、災害時における周産期医療体制

の構築に努めます。【関連：第３章第８節「災害医療体制」（P89）】

６ 医療連携圏域の設定

周産期医療に係る医療連携圏域は、妊産婦、胎児及び新生児のリスクや重症度に応

じて、それぞれ本計画に定める次の医療圏単位を基本とします。

総合周産期センター

母体又は胎児におけるリスクの高い妊娠に対する医療、高度な新生児医療の提供が

できる総合周産期センターの整備を図る圏域を、第三次医療圏とします。

地域周産期センター

周産期に係る比較的高度な医療の提供ができる地域周産期センターの整備を図る圏

域を、第二次医療圏とします。

＊１ 助産師外来：助産師が医師と役割分担しながら自立して、妊産婦やその家族の意向を尊重しながら、健診や保健指導を行うもの。



- 107 -

７ 医療機関等の具体的名称

【周産期母子医療センター（37施設）】 平成30年２月現在

＊ 周産期医療に係る医療機関名簿は、第８章別表により随時更新

( 認 定 年 月 日 )

道 南 南 渡 島 1 函館中央病院 総合 【 平成20年2月22日 】

2 市立函館病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

南 檜 山 3 北海道立江差病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

北 渡 島 檜 山 4 八雲総合病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

道 央 札 幌 5 市立札幌病院 総合 【 平成18年1月30日 】

6 天使病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

7 地域医療機能推進機構　北海道病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

8 ＮＴＴ東日本札幌病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

9 手稲渓仁会病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

10 北海道大学病院 地域 ( 平成23年3月30日 )

11 札幌医科大学附属病院 地域 ( 平成23年3月30日 )

12 北海道立子ども総合医療・療育センター 特定 ( 平 成 19 年 9 月 1 日 )

後 志 13 北海道社会事業協会小樽病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

南 空 知 14 岩見沢市立総合病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

中 空 知 15 滝川市立病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

16 砂川市立病院 地域 ( 平成16年12月13日 )

北 空 知 17 深川市立病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

西 胆 振 18 日鋼記念病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

東 胆 振 19 苫小牧市立病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

20 王子総合病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

日 高 21 総合病院浦河赤十字病院 地域 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 )

道 北 上 川 中 部 22 ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 総合 ( 平成13年10月1日 )

23 旭川赤十字病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

24 旭川医科大学病院 地域 ( 平成23年3月30日 )

上 川 北 部 25 名寄市立総合病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

富 良 野 26 北海道社会事業協会富良野病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

留 萌 27 留萌市立病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

宗 谷 28 市立稚内病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

オ ホ － ツ ク 北 網 29 北見赤十字病院 総合 ( 平成13年10月1日 )

30 ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

遠 紋 31 ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

32 広域紋別病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

十 勝 十 勝 33 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 総合 【 平成22年3月26日 】

34 北海道社会事業協会帯広病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

釧 路 ･ 根 室 釧 路 35 釧路赤十字病院 総合 【 平成15年7月31日 】

36 市立釧路総合病院 地域 ( 平成13年10月1日 )

根 室 37 町立中標津病院 地域 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 )

総合周産期母子医療センター　計　 ６ 施設 【指定４】 （認定２）

地域周産期母子医療センター　計　 ３０ 施設（認定３０）

特定機能周産期母子医療センター １ 施設（認定１）

合　　　　　　　　　　　計 ３７ 施設　　　　 

指 定 年 月 日第三次
医療圏

第二次
医療圏

医　療　機　関　名 区分
【 】
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８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

妊娠は、ホルモン等の内分泌機能の生理的変化により、歯周病のリスクを高めるこ

とから、市町村等と連携し、妊産婦に対して歯・口腔の健康づくりに関する正しい知

識や定期的に歯科医療機関を受診することの必要性を啓発するための機会の確保に努

めます。

また、妊婦が歯科医療機関を受診した際は、妊娠週数に配慮し、適切な歯科医療の

提供に努めます。

９ 薬局の役割

妊婦等が医薬品を適切かつ安全に使用できるよう、薬局において、薬学的管理（薬

剤服用歴の管理、服薬状況や副作用の把握等）を行うとともに、妊婦等への適切な服

薬指導などに努めます。

10 訪問看護ステーションの役割

○ 周産期医療関連施設を退院した障がい児等が在宅で療養・療育できるよう医療機関

などと連携し支援を行います。

○ 心身の疾病や障がいのある妊婦が不安なく妊娠期の生活や分娩ができるよう、医療

機関や市町村等地域関係者と連携し支援を行います。

周産期医療連携体制

【分娩の取扱】

総合周産期母子医療センター
（高度・専門的な周産期医療の提供）

地域周産期母子医療センター
（専門的な周産期医療の提供）

一般の周産期母子医療施設
（正常分娩に対応する施設）

【対応が難しい新生児】

特定機能周産期母子医療センター
【北海道立子ども総合医療・療育センター】

（ハイリスクの胎児や新生児に対応する周産期

医療の提供）

【協力支援機関】

三医育大学

第三次

医療圏

第二次
医療圏

第一次
医療圏

妊産婦・新生児

救急搬送

コーディネーター

応需確認

受入要請

相
談

受

診

救

急

搬

送

要

請

救
急

隊

【療養・療育支援】

地域療育支援施設

日中一時支援施設

訪問看護ステーション

退

院

支

援

連

携

長期療養児

在

宅

支

援
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第11節 小児医療体制（小児救急医療を含む）

１ 現 状

（小児人口及び医療機関・医師等の状況）

○ 道内の小児人口（15歳未満）は、平成28年10月時点で約60.0万人であり、平成18年

10月時点（約70.4万人）に比べて14.8％減少しています。＊１

○ 平成29年10月１日時点で、小児科を標ぼうする病院の数は全道で152か所（平成24

年（161か所）に比べ5.6％減）、小児科を標ぼうする診療所の数は全道で652か所（平

成24年（713か所）に比べ8.6％減）であり、そのうち病院の21.1％、診療所の38.8％

が札幌圏に所在しています。＊２

○ また、小児歯科を標ぼうする歯科診療所については、全道1,802か所のうち、957か

所（53.1％）が札幌圏に集中しています。＊２

○ 道内の小児医療を行う医師数は若干減少の傾向にあります。また、小児科を専門と

する医師の数は年々増加の傾向にありますが、その多くは都市部に集中しており、地

域偏在が生じています。

○ 平成28年の小児人口１万人当たりの小児医療を行う医師数は15.3人となっており、

全国平均の17.6人より少ない状況にあります。また、小児科を専門とする医師の数は

10.7人となっており、全国平均と同じ状況にあります。＊３

【道内の医師数及び小児科医師数の推移】 （単位：人）

＊ 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」

＊１ 総務省による人口推計

＊２ 北海道保健福祉部調

＊３ 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」、なお「小児医療を行う医師」は、診療科として小児科のみを回答した医師及び複数回

答した診療科の中に小児科を含んでいた医師、「小児科を専門とする医師」は診療科として小児科のみを回答した医師及び複数回答した

診療科のうち小児科を主たる診療科として回答した医師のことをいう。

平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年

1,190 1,117 1,085 1,021 1,011 1,001 917

16.3 15.8 16.3 15.5 15.8 16.1 15.3

(18.1) (17.8) (17.5) (18.1) (18.0) (18.4) (17.6)

小児科を専門とする医師 598 604 617 618 634 642 639

小児人口１万人当たり 8.2 8.6 9.1 9.4 9.9 10.3 10.7

（全国値） (8.3) (8.4) (8.9) (9.4) (9.9) (10.3) (10.7)

（全国値）

区　　　　　　　　分

小児医療を行う医師数

小児人口１万人当たり
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【道内の小児科を専門とする医師数の推移】 （単位：人）

＊ 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」

○ 小児医療を行う医師は、全体の50.3％が病院に勤務しており、小児科を専門とする

医師は、全体の66％が病院に勤務しています。

○ また、１病院当たりの小児医療を行う医師は3.03人であり、そのうち小児科を専門

とする医師は2.78人となっています。

（単位：人）

＊ 小児科標ぼう医療機関数は平成29年10月1日現在、小児医療を行う医師数は平成28年12月末現在

第二次医療圏名 H20 H28 H28-H20

南 渡 島 44 33 ▲ 11
南 檜 山 1 2 1
北 渡 島 檜 山 5 4 ▲ 1
札 幌 302 327 25
後 志 23 20 ▲ 3
南 空 知 16 14 ▲ 2
中 空 知 6 9 3
北 空 知 4 1 ▲ 3
西 胆 振 14 19 5
東 胆 振 22 22 0
日 高 3 4 1
上 川 中 部 76 81 5
上 川 北 部 7 7 0
富 良 野 5 4 ▲ 1
留 萌 2 3 1
宗 谷 5 6 1
北 網 23 22 ▲ 1
遠 紋 7 4 ▲ 3
十 勝 25 29 4
釧 路 20 22 2
根 室 7 6 ▲ 1
全 道 計 617 639 22

（B)
小児科を専門
とする医師数

（B/A）
小児科を専門
とする医師数

461 422 3.03 2.78
（50.3%） （66.0%）

456 217 0.7 0.33
（49.7%） （34.0%）

合　 計 804 917 639 1.14 0.79

病　 院
152

診療所
652

区 　分
小児科標ぼう

医療機関数（A)

小児医療を行う医師数 １施設当たり医師数
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（小児救急の状況）

○ 道内における18歳未満の救急搬送数については、小児人口減少の影響もあって、平

成18年の１万7,144人から平成27年の１万5,054人と減少傾向（12.2％減）にあり、ま

た、平成27年の全救急搬送数における軽症者の割合は46.7％であるのに対し、18歳未

満の救急搬送数における軽症者の割合は69.5％となっています。＊１＊２

○ 厚生労働省の調査＊３によると、小児救急患者の時間帯別の受診状況は、平日では

夕刻から準夜帯（18時から22時頃まで）にかけて増加傾向にあり、土日では更に多く

なっており、小児救急患者はいわゆる時間外受診が多いことが指摘されています。

○ また、道が実施した「二次救急医療機関における救急患者受入実態調査」＊４ にお

ける小児救急患者の時間外受診の状況を見ると、「特に軽症」と「軽症」の患者が多

数を占めています。

○ このような小児救急における受療行動には、少子化、核家族化や共働きなどの家庭

環境の変化とともに、保護者等による専門医志向や病院志向が大きく影響していると

指摘されています。

【救急車による搬送人員（全体と18歳未満（３区分）の推移】

＊ 北海道総務部「消防年報（救急救助年報）」及び消防庁「救急・救助の現況（各年）」

＊１ 北海道総務部「消防年報（救急救助年報）」及び消防庁「救急・救助の現況」

＊２ 北海道総務部「平成28年消防年報（平成27年救急救助年報）」

＊３ 厚生労働科学研究「小児救急医療における患者・家族ニーズへの対応策に関する研究」（主任研究者衛藤義勝）（平成16年度）

＊４ 北海道保健福祉部調
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○ 道では、小児救急医療体制の整備に対する社会的要請が強まっていることから、通

常の救急医療体制（本章第７節参照）によるほか、小児救急医療支援事業により、小

児二次救急医療の体制整備を図っています。

【小児救急医療支援事業（平成11年～）】

○ 道内の内科医等を対象とした小児救急に関する研修を実施し、地域の小児救急医療

に係るネットワーク体制を構築しています。

【小児救急医療地域研修事業 参加者の推移（職種別）】 （単位：人）

※ その他の医療職: 保健師、助産師、薬剤師等

○ 保護者の子育て不安の解消に資する観点から小児救急電話相談事業を実施するとと

もに、救急医療情報を道民、医療機関、消防機関に提供する「北海道救急医療情報・

広域災害情報システム」を運営するほか、救急法等講習会の実施など、救急医療につ

いての啓発を行っています。【関連：第３章第７節「救急医療体制」（P79、P82）】

年　　度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

医師（臨床研修医含む） 241 198 252 209 212

看護師・准看護師 169 168 180 129 145

その他の医療職 ※ 67 91 52 55 50

消防隊員 267 246 330 296 376

その他（事務職等） 23 21 21 14 22

合　　計 767 724 835 703 805

事 業 概 要  輪番制により休日・夜間の小児の二次救急医療を確保する

対 象 圏 域  第二次医療圏単位（原則）～道内21圏域

事 業 主 体  市町村長の要請を受けた病院

〈北海道小児救急医療地域研修事業〉（平成17年度～）

□　実施機関 ： 北海道医師会へ事業委託

□　実施地区 ： 第三次医療圏を基本に、全道８地区に区分し開催

□　対 象 者 ： 在宅当番医制に参加する医師等
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＜小児救急電話相談事業＞（平成16年度～）

夜間における子どもの急な病気やけがなどの際に、専任の看護師や医師が保護者

等からの相談に対し、電話により助言を行っています。

【小児救急電話相談事業 相談件数の推移（平成23年度～28年度）】 （単位：件）

＊ 平成16年12月20日事業開始

【小児救急電話相談事業 相談件数の推移（相談者の居住圏域別）】 （単位：件）

（療養・療育支援体制等の状況）

○ 大学病院などにより高度な小児医療が提供されているほか、小児医療と障がい児療

育の機能を一体的に備えた北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)に

おいて、出生前からの一貫した治療・訓練、医学的リハビリテーションや療育ととも

に小児高度医療を提供しています。

○ 平成27年度における小児の在宅人工呼吸器患者数は、全国で2,497.2人、全道では

95.7人となっています。＊１

＊１ 平成27年度 NDB（ナショナル・データ・ベース）のレセプト件数を12で割った値

年　　度 平成23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

道　　南 486 420 457 538 697 1,180
道　　央 5,020 5,018 5,380 5,333 6,677 9,357
道　　北 517 631 715 772 960 1,364
オホーツク 216 172 145 106 229 378
十　　勝 332 355 338 425 509 811
釧路・根室 365 386 308 276 328 708
不明・道外 1,265 851 906 834 899 595

合　　計 8,201 7,833 8,249 8,284 10,299 14,393

０１１－２３２－１５９９（いーこきゅうきゅう）

*プッシュ回線の固定電話及び携帯電話からは

短縮ダイヤル「＃８０００番」も利用できます。

毎日 午後７時から翌朝８時まで
看護師１名（センター対応）、医師１名（自宅等待機）

医師が直接診察して治療を行うものではなく

あくまでも電話による家庭での一般的対処など

に関する助言アドバイスを行うものです。

電    話   番    号

相    談    体   制

利用に当たっての
注    意   事    項

年　 　度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 累　計

年間相談件数 8,201 7,833 8,249 8,284 10,299 14,393 57,259

相談実施日数 366 365 365 365 366 365 2,192

１日当たりの件数 22.4 21.5 22.6 22.7 28.1 39.4 26.1

実　施　日

体　制　等

○ 毎 日

１９：００～翌８：００
(平成27年12月25日から)

○相談電話回線：１回線

○相談時間帯　１９：００～２３：００
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２ 課 題

（小児医療体制等の確保）

○ 子どもを持つ家族に対する相談など、家族を支援する体制や子どもの症状・状態に

応じた小児医療体制の確保が必要です。

○ 二次救急医療機関における小児救急患者に占める軽症者の割合が高いことが以前か

ら指摘されており、小児科勤務医が長時間にわたる不規則な勤務を余儀なくされ、そ

の改善が求められています。

○ 第二次医療圏において、専門医療や24時間体制の救急医療を提供する体制の確保に

努め、確保できない圏域については、隣接する医療圏の医療機関と連携し、入院医療

や救急医療を提供できる体制を確保することが必要です。

（小児高度専門医療や療養・療育支援体制の確保）

○ 小児疾患に対する高度・専門的な診断・治療や医療・療育体制、また、小児の三次

救急医療体制についての検討も必要です。

○ また、発達障がいの子ども、重症心身障がい児、医療的ケア児等が、必要な医療・

療育や適切な支援を身近な地域で受けられる体制の充実が必要です。

３ 必要な医療機能

（症状等に応じた医療機能や救急医療体制の充実）

疾病や症状等に応じた医療が提供されるよう、一般の小児医療から高度・専門医療

及び初期救急医療から三次救急医療に至る体系的な医療提供体制の充実を図るととも

に、急性期を経過した小児患者を地域で受け入れられるよう、医療機関の機能に応じ

た連携体制を構築することが必要です。

（災害時を見据えた小児医療体制）

災害時に小児患者に適切な医療や物資が提供され、また、被災地からの搬送受入れ

や診療に係る医療従事者の支援が適切に行われる体制の構築が必要です。

４ 数値目標等

現状値 目標値（H35） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次）

15.3 全国平均以上
現状より増加
（H28：17.6）

平成28年
医師・歯科医師・薬剤師調
査［厚生労働省］

5 21 全圏域での実施
平成25年介護サービス施
設・事業所調査
［厚生労働省］

7 21 全圏域での実施
平成27年度　NDB
［厚生労働省］

20 21 全圏域での確保
北海道保健福祉部調査
（平成30年2月現在）

20 21 全圏域での確保
北海道保健福祉部調査
（平成30年1月現在）

住 民 の
健 康 状 態 等

乳児死亡率（千対） 出生数 2.2 全国平均以下
現状より減少

（H28:2.0）
平成28年人口動態調査
［厚生労働省］

指標区分 指標名（単位）

体 制 整 備

小児医療を行う医師数（人口１万人対）
（人）

小児の訪問看護を実施している訪問看護
事業所のある第二次医療圏数（医療圏）

小児の訪問診療を実施している医療機関
のある第二次医療圏数（医療圏）

体 制 確 保 に
係 る 圏 域

小児二次救急医療体制が確保されている
第二次医療圏数（医療圏）

北海道小児地域医療センター、北海道小
児地域支援病院による提供体制が確保さ
れている第二次医療圏数（医療圏）
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５ 数値目標等を達成するために必要な施策

（小児医療体制等の確保）

相談支援体制等

○ ＡＥＤの使用方法を含む救急蘇生法等講習会を実施します。

○ 小児救急電話相談事業や救急医療情報システムの活用を促進するとともに、医療機

関への適正な受診等に関する住民の理解を深めるなど、救急医療についての啓発に努

めます。【関連：第３章第７節「救急医療体制」（P82）】

一般の小児医療及び初期小児救急医療体制

小児医療については、できるだけ患者の身近なところで提供されることが望ましい

ことから、小児救急医療地域研修事業を実施し、一般の小児医療及び初期小児救急医

療を担う病院・診療所の維持や確保に努めます。

小児専門医療及び入院小児救急医療体制

○ 第二次医療圏ごとに小児医療の中核的な医療機関として「北海道小児地域医療セン

ター」を、センターの未整備圏域では「北海道小児地域支援病院」を選定し、専門医

療及び入院を要する小児患者に対応する小児救急医療の提供体制や搬送体制の確保に

努めます。

○ 小児専門医療を担う病院における小児科医師の勤務環境の改善を図るため、地域の

開業医や総合診療医、関係機関との幅広い連携体制の構築に努めます。

北海道小児地域医療センター及び北海道小児地域支援病院の選定基準

＜北海道小児地域医療センターの選定基準＞

① 一定数以上の小児科の常勤医師が勤務していること

② 小児科の入院医療を提供していること

③ 小児二次救急医療を担っていること

④ ＮＩＣＵを整備していること

＜北海道小児地域支援病院の選定基準＞

次の要件のいずれかを満たす医療機関

（要件１） 北海道小児地域医療センターの選定基準のうち、①及び②を満た

し、小児二次救急医療を担っている医療機関又は救急告示医療機関

であり、かつ、分娩を行っている病院

（要件２） 北海道小児地域医療センターの未整備圏域において、以下のア～

ウを満たす病院

ア 小児科の常勤医師が勤務していること

イ 小児科の入院医療を提供していること

ウ 小児二次救急医療等を担っていること
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（小児高度専門医療や療養・療育支援体制の確保）

小児高度専門医療の提供

大学病院、北海道立子ども総合医療・療育センター、総合周産期母子医療センター

などにおいて、小児高度専門医療を提供します。

療養・療育支援体制の確保

発達障がいの子ども、重症心身障がい児、医療的ケア児等が、在宅医療や療育、短

期入所等の福祉サービスなどの支援を身近な地域で受けられるよう、地域生活を支援

する体制の充実に努めます。

小児在宅医療の提供体制の確保

小児在宅医療の担い手を育成するため、医師・看護師等の医療従事者に対する普及

啓発や研修会の開催等に取り組むとともに、在宅療養中の小児の状態が急変した際な

どに適切に対応できるよう、小児在宅医療を担う医療機関と後方支援を担う医療機関

との連携体制の構築や北海道立子ども総合医療・療育センター等における小児高度専

門医療を提供する体制の確保に努めます。

また、地域の実情に応じた在宅生活の支援体制の構築に向けて、保健・医療・福祉・

教育等の関係者間の連携促進に取り組みます。

（災害時を見据えた小児医療体制）

災害時に小児患者に適切な医療や物資が提供されるよう、災害拠点病院や地域の中

核的医療機関等の連携体制の確保を進めるなど災害時における小児医療体制の構築に

努めます。【関連：第３章第８節「災害医療体制」（P89）】

６ 医療連携圏域の設定

小児医療（小児救急医療）に係る医療連携圏域は、疾病や症状等に応じて、それぞ

れ本計画に定める次の医療圏単位を基本とします。

一般の小児医療及び初期救急医療

初期救急を含む一般の小児医療は、原則、市町村を単位とする第一次医療圏としま

す。

専門医療及び二次救急医療

専門医療及び入院を要する小児救急医療は、比較的高度で専門性の高い医療サービ

スを提供し、入院医療サービスの完結を目指す医療圏である第二次医療圏とします。

なお、専門医療や二次救急医療の完結しない医療圏においては、他の圏域の医療機

関や消防機関と連携を図りながら、必要な医療の確保に努めます。

高度・専門医療及び三次救急医療

高度・専門医療及び重篤な小児患者に対する救命医療は、高度で専門的な医療サー

ビスを提供する医療圏である第三次医療圏とします。
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７ 医療機関等の具体的名称

北海道小児地域医療センター

第８章別表参照

北海道小児地域支援病院

第８章別表参照

小児二次救急医療体制

【小児救急医療支援事業参加病院（39施設）】 平成30年２月現在

＊ 小児医療に係る医療機関名簿は、第８章別表により随時更新

第 三 次 第 二 次
小児救急医療支援事業実施状況

医 療 圏 医 療 圏
事業開始時期 病院数 参　加　病　院  名

道 南 南 渡 島 平成22年４月 ３ 函館中央病院、市立函館病院、共愛会病院

南 檜 山 平成22年４月 １ 北海道立江差病院

北 渡 島

檜 山
平成22年４月 １ 八雲総合病院

道 央 札 幌 平成12年４月 11

ＮＴＴ東日本札幌病院、ＪＡ北海道厚生連札幌厚

生病院、市立札幌病院、天使病院、札幌徳洲会病

院、札幌北楡病院、札幌北辰病院、ＫＫＲ札幌医

療センター、独立行政法人地域医療機能推進機構

北海道病院、北海道医療センター、手稲渓仁会病

院

後 志 平成18年10月 １ 社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院

南 空 知 平成19年１月 ２ 岩見沢市立総合病院、市立美唄病院

中 空 知 平成18年４月 ３ 砂川市立病院、滝川市立病院、市立赤平総合病院

北 空 知 平成22年４月 ※(ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院)

西 胆 振 平成18年４月 ２ 日鋼記念病院、社会医療法人製鉄記念室蘭病院

東 胆 振 平成22年４月 １ 苫小牧市立病院

日 高 平成22年４月 １ 総合病院浦河赤十字病院

道 北 上 川 中 部 平成22年４月 １ ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院

上 川 北 部 平成18年１月 １ 名寄市立総合病院

富 良 野 平成22年４月 １ 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院

留 萌 平成22年４月 １ 留萌市立病院

宗 谷 平成18年４月 １ 市立稚内病院

オ ホ ー ツク 北 網 平成22年４月 １ 北見赤十字病院

遠 紋 平成22年４月 １ ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院

十 勝 十 勝 平成13年８月 ２
ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院、

社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院

釧 路 ・ 根室 釧 路 平成22年４月 ２ 総合病院釧路赤十字病院、市立釧路総合病院

根 室 平成22年４月 ２ 市立根室病院、町立中標津病院

39 施設合　　　　　　計
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８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

子どもの発達障がい等に対する支援として、できるだけ身近なところで適切な歯科

保健医療サービスを受けられるよう、障がい者歯科医療協力医の確保と資質の向上に

努めます。

９ 薬局の役割

子どもを持つ家族からの相談に対応するため、「健康サポート薬局」等、かかりつ

け薬局・薬剤師を普及するとともに、地域の薬局が相互に連携し、休日や平日の診療

時間外における調剤応需のほか、市販薬を含めた医薬品や衛生材料等の供給体制の充

実に努めます。

10 訪問看護ステーションの役割

在宅医療を必要とする小児等が地域で安心して療養できるよう、小児等の成長発達

に応じた看護を提供するとともに、保健・医療・福祉・保育・教育などの関係者と連

携し、小児及びその家族の支援の充実に努めます。
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三次救急医療（２４時間）

初期救急医療（休日・夜間）

二次救急医療（休日・夜間）

■重症救急患者の入院治療
○小児救急医療支援事業参加病院

（小児の輪番制参加病院） ［20圏域］

小 児 医 療 連 携 体 制

■重篤救急患者の救命治療
○救命救急センター [12施設]

（平成30年２月現在）

■軽症救急患者の治療
○休日夜間急患センター

○在宅当番医制参加病院

●小児救急医療地域研修事業

軽
症

重
症

重
篤

高度専門医療等

救
急
搬
送
等

一般の小児医療

専門医療等

連

携

連

携

消 防 機 関 等 救急

● 小児救急電話相談事業（＃８０００、看護師常駐・小児科医師バックアップ体制）
● 北海道救急医療・広域災害情報システム〈24時間体制で医療機関情報を提供〉
● 北海道周産期救急情報システム（医療機関・消防機関等への情報提供）
● 救急蘇生法等講習会、普及啓発活動 など

■情報提供・相談支援体制

小児患者（保護者）

連携

連携

発症

■高度で専門的な小児医療
（難病・先天性疾患・がん治療等）

[大学病院、

北海道立子ども総合医療・療育センター、

総合周産期母子医療センターなど ]

■特定分野の小児医療
■新生児医療
■医学的リハビリ、療育、在宅医療など

［北海道小児地域医療センター、
北海道小児地域支援病院、
地域周産期母子医療センター、
在宅医療を実施している診療所など］

■地域に必要な一般小児医療

■療育・療養が必要な小児に対する支援

［小児科病院・診療所、療育施設、

訪問看護ステーション等］

参画

受
診
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第12節 在宅医療の提供体制

１ 現 状

○ 長期にわたる療養や介護を必要とする患者が病気と共存しながら、生活の質の維

持・向上を図りつつ療養生活を継続することができるよう、在宅医療の提供体制の整

備が必要とされています。

また、高齢化の急速な進行を踏まえ、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続

けられるよう、医療と介護が連携した地域包括ケアシステムを構築する必要がありま

す。

＜在宅医療＞

◇ 治療や療養を必要とする患者が、通院困難な状態にあっても自宅等の生活

の場で必要な医療を受けられるように、医師などが自宅等（※）を訪問して

看取りまでを含めた医療を提供するものです。

◇ 在宅医療の対象者は、病気やけがなどにより通院が困難な人で、退院後継

続して治療が必要な人、又は自宅等で人生の最終段階における医療を希望す

る人などで、具体的には、寝たきりの高齢者、神経難病患者、けがによる重

度の後遺症のある患者、末期がん患者などです。

※ 「自宅等」とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人

ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型共同

生活介護事業所等を指します。

＜地域包括ケアシステム＞

地域の実情に応じて、高齢者が、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び

自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制を言います。

○ 全国的に実施された高齢者の健康に関する意識調査＊１では、63.2％の人が自宅等

（自宅、特別養護老人ホームなどの福祉施設、高齢者向けのケア付き住宅）で最期を

迎えることを希望している一方で、本道では在宅等（自宅、特別養護老人ホーム等）

における死亡の割合は12.7％であり、全国平均の19.9％を大きく下回っています。

＊２

＜人生の最終段階における医療及びケアのあり方＞

医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて

患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本とした上で、

人生の最終段階における医療を進めることが最も重要です。

＊１ 内閣府「高齢者の健康に関する意識調査」（平成24年）

＊２ 厚生労働省「人口動態調査」（平成28年）
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【都道府県別在宅死亡率の状況】＊１

○ 在宅医療サービスの提供状況を見ると、本道では、医療保険等による在宅サービス

（往診・訪問診療・看取り）を実施している医療機関は、人口10万人当たりでは、病

院が6.6施設、診療所が18.7施設、歯科診療所が11.6施設となっていますが、全国平

均では病院4.2施設、診療所30.3施設、歯科診療所は11.1施設となっており、診療所

において大きく差が生じています。＊2

○ また、病院では62.2％、診療所では29.9％、歯科診療所では21.0％が在宅サービス

を実施していますが、全国平均は病院62.5％、診療所38.3％、歯科診療所は20.5％と

なっており、診療所が全国平均を大きく下回っています。

【都道府県別医療保険等による在宅サービス実施状況（病院・診療所・歯科診療所）人口10万人対】

＊1 厚生労働省「人口動態調査」（平成28年） 全死亡者数のうち、死亡の場所が自宅・老人ホームの割合

＊2 厚生労働省「医療施設調査」（平成26年）
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【訪問診療実施状況（病院・診療所）人口１万人対】 ＊1

○ 人生の最終段階も含め24時間体制で患者の急変等に対応できる在宅療養支援診療所

及び在宅療養支援病院は、平成29年４月現在、それぞれ258施設、52施設が届出を

行っており、病院については年々増加の傾向にありますが、このうち札幌圏はそれぞ

れ134施設（全体の51.9％）、27施設（全体の51.9％）となっています。

また、診療所については、平成28年までは増加傾向でしたが、平成29年には大幅に

減少しています。

【在宅療養支援診療所届出数】 各年４月１日現在

＊ 北海道保健福祉部調（北海道厚生局届出数）

【在宅療養支援病院届出数】 各年４月１日現在

＊ 北海道保健福祉部調（北海道厚生局届出数）

＊1 厚生労働省「医療施設調査」（医政局地域医療計画課による特別集計）（平成26年）

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

289 312 318 337 330 333 258

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

22 35 44 50 46 49 52
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○ 訪問看護ステーション（サテライト型事業所を含む。）は、平成29年４月現在、

482か所あり、年々増加の傾向にあります。一方で、179市町村のうち58町村では設置

されていませんが、一部の地域を除き、他地域の事業所等によりサービスが提供され

ている状況にあります。

【訪問看護ステーション数】 各年４月１日現在

＊ 北海道保健福祉部調

＊ 指定居宅サービス事業所（訪問看護） ※保険医療機関の「みなし指定事業所」を除く。

○ 在宅患者への訪問による薬剤管理指導を実施し、在宅患者調剤加算を算定している

薬局は、平成29年４月現在、563施設であり、開設許可を受けている薬局2,350施設の

24.0％となっており、年々増加しています。

【在宅患者調剤加算を算定している薬局数】 各年４月１日現在

＊ 北海道保健福祉部調（北海道厚生局届出数）

○ がんなどの疼痛緩和に必要な医療用麻薬の調剤や患者宅での保管管理・廃棄等の指

導に対応できる麻薬免許を有する薬局は、平成29年１月現在、2,014施設となってお

り、年々増加しています。

【麻薬免許（小売業者）を有する薬局数】 各年１月１日現在

＊ 北海道保健福祉部調

２ 課 題

（在宅医療（訪問診療）の需要の把握）

○ 高齢化の進行や生活習慣病（慢性疾患）が死因の上位を占めるなどの疾病構造の変

化に伴い、要介護認定者や認知症患者は大幅に増加しており、自宅や地域で疾病を抱

えつつ生活を送る者が今後も増加していくことが考えられます。また、地域医療構想

を推進する中で、病床の機能分化・連携が進むことに伴う増加（新たなサービス必要

量）も見込まれます。

○ 在宅医療は、地域包括ケアシステムの不可欠な構成要素であり、今後増大する慢性

期の医療ニーズに対する受け皿であることから、適切な提供体制を整備するため、必

要となる在宅医療の需要について推計しました。

○ なお、この推計結果については、療養病床の転換に関する状況や在宅医療（訪問診

療）の体制整備の状況などを踏まえ、本計画の中間年（３年目）の見直しにおいて、

再度推計することとしています。

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

101 128 177 275 442 563

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

1,717 1,722 1,783 1,932 1,948 1,984 2,014

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

訪問看護ステーション 285 304 334 367 403 443 482

サテライト型事業所 50 54 55 53 56 70 66
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【訪問診療の需要（推計）】

（地域における連携体制の構築）

積雪寒冷で広域分散型の本道において、在宅医療の提供体制の整備には様々な課題

があり、あらゆる地域で在宅医療を等しく推進していくことは現実的ではありません。

しかしながら、それぞれの地域における医療・介護資源、人口及び世帯構造の変化な

どを踏まえた上で、在宅医療の推進、介護サービスの提供体制の整備、高齢者の住ま

いの確保など、住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、地域の事情に応

じた取組を行っていくことが必要です。

第二次医療圏
平成25年
【2013年】

平成32年
【2020年】

平成35年
【2023年】

平成37年
【2025年】

3,636 3,865 4,045
(3,534) (3,695) (3,803)

72 82 92
(63) (67) (70)
197 226 254

(166) (175) (181)
21,554 25,133 28,032

(19,666) (22,012) (23,576)
2,057 2,245 2,420

(1,874) (1,943) (1,989)
1,331 1,449 1,556

(1,228) (1,279) (1,313)
690 789 886

(576) (601) (618)
76 115 155

(23) (27) (30)
752 930 1,105

(549) (595) (626)
712 827 925

(637) (704) (748)
588 637 680

(550) (573) (589)
3,377 3,744 4,036

(3,203) (3,457) (3,626)
245 286 325

(206) (222) (232)
227 253 273

(212) (228) (238)
335 371 403

(303) (318) (327)
183 210 234

(162) (175) (183)
930 1,060 1,175

(827) (889) (931)
353 407 460

(292) (307) (317)
1,910 2,145 2,339

(1,771) (1,915) (2,011)
1,117 1,261 1,387

(1,007) (1,079) (1,127)
229 260 286

(206) (221) (231)
40,571 46,295 51,068

(37,055) (40,482) (42,766)
合 計 29,060

＊　平成37年の（　　）の数は、平成25年時点で訪問診療を受けている者の数に、二次医療圏別・性年齢階級別の将来
　人口を乗じて推計。平成32年、35年は年数の按分により推計。

釧 路 839

根 室 170

遠 紋 257

十 勝 1,436

宗 谷 132

北 網 681

富 良 野 176

留 萌 270

上 川 中 部 2,611

上 川 北 部 169

東 胆 振 482

日 高 495

北 空 知 14

西 胆 振 441

南 空 知 1,109

中 空 知 517

札 幌 14,193

後 志 1,714

南 檜 山 53

北 渡 島 檜 山 144

（単位：人／日）

※下段（　）は新たなサービス必要量を除いた数

南 渡 島 3,157
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（在宅医療を担う医療機関等の充実）

○ 在宅医療を求める患者が、住み慣れた家庭や地域で生活を送ることができるよう、

在宅医療を提供できる医療機関や訪問看護ステーションの充実が必要です。

○ 特に、在宅医療の中心的役割を持つ機能強化型の在宅療養支援診療所及び病院、機

能強化型や24時間対応可能な訪問看護ステーションについて未整備の第二次医療圏に

おいて整備を促進することが必要です。

（緩和ケア体制の整備）

○ 緩和ケアについては、身体症状の緩和に加え、心理社会的な問題への援助が求めら

れています。

○ 在宅緩和ケアを進めるため、医療用麻薬の効果的・適正な使用を図っていく必要が

あります。

（在宅栄養指導、口腔ケア体制の充実）

高齢者のフレイル＊１対策として、低栄養の防止が重要であることから、在宅での

栄養管理や口からの食生活を推進していくための歯・口腔機能の維持と誤嚥性肺炎防
ご えん

止などの一環として専門的な口腔ケアの充実が必要です。

（訪問看護の質の向上）

訪問看護師には、医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、介護支援専門員などの専

門職種と連絡・調整を図りながら、在宅療養中の患者に適切な看護を提供する能力が

求められています。

（訪問薬剤管理指導の推進）

在宅療養中の患者が医薬品を適正に使用できるよう、薬局と医療機関等との間で服

薬情報等を共有するとともに、薬局薬剤師による在宅患者の医薬品管理・適正使用の

指導（薬剤管理指導）の実施が求められています。

（道民に対する在宅医療の理解の促進）

○ 在宅医療を推進するためには、医療機関はもとより、道民に対し、在宅医療に関す

る情報提供や普及啓発が必要です。

○ 人生の最終段階の患者が自ら望む場所で最期を迎えることができるよう、患者やそ

の家族、在宅医療に携わる関係者が患者の意思を共有することが必要です。

○ また、家庭における看護の需要に対応するため、在宅療養に必要な家庭看護の知

識・技術の普及を図る必要があります。

（災害時を見据えた在宅医療の提供体制の構築）

○ 災害時に自ら避難することが困難な在宅療養中の患者が適切に避難支援を受けられ

る体制の構築が必要です。

○ また、避難後には、救護所や避難所における健康管理を中心とした活動が重要なこ

とから、住民に対し、お薬手帳等の普及啓発が必要です。

＊１ フレイル：学術的な定義は確定していないが、「後期高齢者の保健事業のあり方に関する研究」報告書では、「加齢とともに、心身の

活力（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の並存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱化が出現した状

態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」と定義されている。（平成27年度厚生労働科学研

究特別事業「後期高齢者の保健事業のあり方に関する研究」報告書）
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３ 必要な医療機能

（円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制【退院支援】）

入院医療機関と在宅医療を提供する医療機関の円滑な連携により、切れ目のない継

続的な医療提供体制を確保することが必要です。

（日常の療養支援が可能な体制【日常の療養支援】）

患者の疾患、重症度に応じた医療（緩和ケアを含む）が多職種協働により、患者が

住み慣れた地域で継続的かつ包括的に提供されることが必要です。

（急変時の対応が可能な体制【急変時の対応】）

○ 在宅療養中の患者の病状急変時に対応できるよう、在宅医療を担う病院・診療所、

訪問看護ステーション及び入院機能を有する病院・診療所との円滑な連携による診療

体制を確保することが必要です。

○ 地域において在宅医療・救急医療等の関係者間の連携体制の構築を支援し、人生の

最終段階において本人の意思が尊重される環境を整備することが必要です。

（患者が望む場所での看取りが可能な体制【看取り】）

自宅、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等の住まいや介護保険施設等、

患者が望む場所での看取りを行うことができる体制を確保することが必要です。

４ 数値目標等

＊１ 「特掲診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（平成28年３月４日保医発0304第２号厚生労働省保険局

医療課長通知）（以下「通知」という。）別添１の「第９」の１の（１）及び（２）に規定する在宅療養支援診療所。

＊２ 通知別添１の「第14の２」の１の（１）及び（２）に規定する在宅療養支援病院。

現状値 目標値（H32） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次）

15.4 19.9
現状より増加
（医療需要の

伸び率から推計）

平成27年度　NDB
［厚生労働省］

12 21 全圏域での確保
北海道保健福祉部調査
（平成29年4月現在）

20 21 全圏域での実施
平成27年度　NDB
［厚生労働省］

9 21 全圏域での確保
北海道保健福祉部調査
（平成29年4月現在）

20 21 全圏域での実施
平成27年度　NDB
［厚生労働省］

19 21 全圏域での確保
平成27年介護サービス施
設・事業所調査
［厚生労働省］

21 21 現状維持
平成26年度　医療施設調
査（静態）　［厚生労働省］

21 21 現状維持
平成27年度　NDB、介護
DB［厚生労働省］

実 施 件 数 等 425.1 全国平均以上
現状より増加
（H27：476.1）

平成27年度　NDB
［厚生労働省］

住 民 の
健 康 状 態 等

12.7 全国平均以上
現状より増加
（H28：19.9）

平成28年人口動態調査
［厚生労働省］

＊ 目標年次は平成32年度として設定（3年ごとに見直し）

指標区分 指標名（単位）

体 制 整 備

訪問診療を実施している医療機関数（人口10万
人対）（医療機関数）

機能強化型の在宅療養支援診療所＊１ 又は病
院＊２ のある第二次医療圏数（医療圏）

訪問診療を受けた患者数［１か月当たり］
（人口10万人対）（人）

在宅死亡率（％）

在宅療養後方支援病院のある第二次医療圏数
（医療圏）

在宅看取りを実施する医療機関のある第二次医
療圏数（医療圏）

多 職 種 の
取 組 確 保 等

24時間体制の訪問看護ステーションのある第二
次医療圏数（医療圏）

歯科訪問診療を実施している診療所のある第二
次医療圏数（医療圏）

訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導を実施
する薬局のある第二次医療圏数（医療圏）

機 能 ご と の
体 制 等

退院支援を実施している医療機関のある第二次
医療圏数（医療圏）
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５ 数値目標等を達成するために必要な施策

（地域における連携体制の構築）

○ 住み慣れた地域で暮らしながら医療を受けられるよう、市町村単位での在宅医療の

連携構築を目指し、在宅医療・介護連携推進事業を実施する市町村が、多職種による

連携体制づくりのコーディネート役である道立保健所や関係機関等と連携し、地域の

医療介護資源等の把握や課題の整理を行い、課題解決に向け取組を進め、退院支援か

ら日常の療養支援、急変時の対応、看取りまで継続した医療提供体制の構築を図りま

す。

○ 患者の病状急変時に対応できるよう、在宅医療を担う病院・診療所、訪問看護事業

所、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟を整備している医療機関等相互の連携

体制の構築に努めます。

○ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員、市町村職員などを対象に、多

職種協働による在宅チーム医療等についての研修を行うなど、在宅医療を担う人材の

育成と多職種間の連携体制の構築に努めます。

○ 医療と介護の連携を図るため、医師等医療従事者と介護支援専門員等による事例検

討や情報交換を円滑に行うためのツール作成などの取組を促進します。

○ 住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、心身の状況等に応じた

適切な住まいの確保と、安心して日常生活を営むために必要な生活支援サービスなど

の介護サービスや在宅医療の提供を一体的にとらえ、住宅施策と福祉施策の連携に努

めます。

○ 広域分散型の本道で医療と介護の連携体制を構築するため、ＩＣＴを活用した患者

情報共有ネットワーク、見守り支援、遠隔医療等の取組を促進します。

在宅医療の連携体制と保健所の役割
～ 保健所；在宅医療に必要な連携体制づくりのコーディネート役 ～

保健所医師会

市町村

歯科医師・薬剤師

看護師
訪問看護関係者

（在宅療養支援）
診療所・病院

介護関係者等 リハビリ関係者等

在宅医療に関わる関係者の定期的な会合

第二次医療圏

【目標】
訪問診療を実施する病院・診療所の増
訪問看護ステーションを設置している圏域数の増

連携体制
づくり

① 関係者の定期的な会合による
連携体制づくりの検討、推進

② 関係機関等の情報提供

③ 住民等への啓発

④ 多職種の人材育成

⑤ 支援拠点・連携拠点づくり

介護サービス
事業所

訪問看護
ｽﾃｰｼｮﾝ

薬 局歯科診療所

病院

在支診・在支病
診療所

医療と介護の
連携体制
の構築

市町村・

地域包括支援センター道・保健所
支援

在宅医療の連携体制
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（在宅医療を担う医療機関の整備等）

○ 在宅医療を必要とする患者や家族のニーズに対応できるよう、在宅医療の中心とな

る機能強化型の在宅療養支援診療所・病院、訪問診療を実施する病院・診療所、歯科

診療所（在宅療養支援歯科診療所等）、薬局や24時間体制の訪問看護ステーションの

整備等を支援します。

○ 24時間体制の在宅医療を提供できるよう、機能強化型の在宅療養支援診療所以外の

診療所も含めたネットワークの構築に努めます。

（緩和ケア体制の整備）

○ 在宅緩和ケアが推進されるよう、緩和ケア病床を有する医療機関や在宅療養支援診

療所等の関係者の連携を促進します。

○ 在宅緩和ケアに関わる医師、看護師等の従事者に対する研修を実施するとともに、

在宅療養患者に対する相談支援体制等の整備に努めます。

○ 在宅緩和ケアにおける医療用麻薬の適正使用を推進するため、薬局に勤務する薬剤

師を対象とする各種研修会を通じて、薬局における医療用麻薬の適切な服薬管理が行

われるよう支援します。

○ 薬局から医療用麻薬を迅速かつ適切に在宅療養中の患者に提供されるよう、地域単

位での麻薬在庫情報の共有を進め、薬局間での融通など、円滑な供給を図ります。

（在宅栄養指導、口腔ケア体制の充実）

在宅における栄養管理や歯・口腔機能の維持、専門的な口腔ケアの充実に努めます。

（訪問看護の質の向上）

在宅療養中の患者が住み慣れた地域で生活することができるよう、他の専門職種と

連絡・調整し、生活の質を確保しながら支援を行うため、研修の実施等を通じ訪問看

護を行う看護職員の確保と質の向上を図ります。

（訪問薬剤管理指導の推進）

○ 在宅療養中の患者が適正に服薬できるよう、服薬状況を記録する「お薬手帳」の普

及を図ります。

○ また、「健康サポート薬局」などの薬局薬剤師に対する各種研修会を通じ、薬局間

や関係機関との連携・協力による在宅患者への薬剤管理指導を促し、在宅医療の取組

の充実に努めます。

（道民に対する在宅医療の理解の促進）

○ 往診や訪問診療など在宅医療に重要な役割を果たすかかりつけ医、かかりつけ歯科

医、かかりつけ薬局を持つことの必要性、訪問看護、訪問リハビリテーションや栄養

指導の役割などについて、道民に対する普及啓発に努めるとともに、在宅医療に関す

る情報提供を行います。

○ 患者の意思に沿った医療が提供できるよう、日頃から、急変時や人生の最終段階に

おける医療についてどう考えるか、かかりつけ医等医療従事者や家族と話し合うこと

などについて、住民への普及啓発に努めるとともに、在宅療養中の患者の急変に備え、

かかりつけ医等医療従事者や介護関係者間で患者の意思等が共有できる体制構築に努

めます。【関連：第３章第７節「救急医療体制」（P82）】
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（災害時を見据えた在宅医療の提供体制の構築）

災害時に自ら避難することが困難な在宅療養中の患者が適切に避難支援を受けられ

るよう、住民に対し、避難行動要支援者への支援制度やお薬手帳等の意義について普

及啓発するとともに、市町村、医療機関等の関係機関・関係団体との連携を図ります。

【関連：第３章第８節「災害医療体制」（P89）】

６ 医療連携圏域の設定

在宅医療の連携圏域は、引き続き、保健所を連携づくりのコーディネート役と位置

づけ、多職種による連携体制の構築を図っていくことから、第二次医療圏を基本とし

つつ、住み慣れた地域で暮らしながら医療を受けられる体制としていくため、日常の

療養支援に関する機能等については、市町村単位での構築を目指します。

７ 医療機関等の具体的名称

第８章別表参照（随時更新）

８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

○ 高齢者のフレイル対策には食事が重要であり、経口摂取の維持・継続による低栄養

や誤嚥性肺炎への予防が必要なことから、在宅歯科医療連携室を拠点として、在宅歯
ご えん

科医療や口腔衛生指導の推進を図ります。

○ 認知症を含めた要介護高齢者に対する経口摂取の維持・継続による低栄養の予防や

誤嚥性肺炎の予防のため、歯科診療所（在宅療養支援歯科診療所等）は、在宅療養支

援診療所を始めとする医療機関、病院歯科、訪問看護ステーション、居宅介護支援事

業所等と十分に連携しながら、口腔衛生指導（専門的口腔ケアを含む）や歯科治療等、

適切な歯科医療の提供に努めます。

○ 病院歯科は、在宅歯科医療を実施する歯科診療所に対して、緊急時の対応、歯科治

療における全身管理上の諸問題に対応するための後方支援に努めます。
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９ 薬局の役割

○ 在宅患者の適切な服薬管理等を推進するため、かかりつけ薬局・薬剤師を普及する

とともに、「健康サポート薬局」を中心に、在宅患者の薬剤管理指導や医薬品・衛生

材料等の円滑な供給を薬局相互の連携・協力により実施し、在宅医療の取組の充実に

努めます。

○ 在宅緩和ケアにおける医療用麻薬の適正使用を推進するため、がん疼痛緩和と医療

用麻薬の適正使用に関する研修会に薬局薬剤師が積極的に参加するなどして、医療用

麻薬の適切な服薬管理などに努めます。

○ また、医療用麻薬を迅速かつ適切に在宅患者に提供するため、地域単位での麻薬の

在庫情報を共有するとともに、薬局間での融通などを行い、麻薬の円滑な供給に努め

ます。

10 訪問看護ステーションの役割

○ 在宅生活に移行するに当たっては、病院看護師等の医療機関のスタッフと訪問看護

師が入院中から連携し、在宅療養の環境整備に努めます。

○ 治療や療養を必要とする患者が、通院困難な状態にあっても患者や家族が希望する

自宅等の生活の場で必要な医療を受けられるよう、地域の特性や生活状況を踏まえた

適切なケアの提供を行うとともに、関係機関との調整を行う中心的な存在として、在

宅生活の継続に向けた取組を進めます。

○ 在宅で療養生活を継続する患者の急変時に適切に対応できるよう、平時から救急時

の連携体制や救急車到着までの対処方法などを患者・家族と事前に取り決め、緊急時

の対応に備えます。

○ 在宅療養中の患者が自宅等での看取りを希望する場合、主治医及び関係者と十分に

連携し、患者に対する緩和ケアや家族に対する精神的支援などに努めます。

●入院医療機関と在宅医療

に係る機関との協働による
退院支援の実施

在宅医療の提供体制

①退院支援

●多職種協働による患者や家族の
生活を支える観点からの医療の提
供

●緩和ケアの提供
●家族への支援

②日常の療養支援

●在宅療養者の病状の急変時にお
ける往診や訪問看護の体制及び入
院病床の確保

③急変時の対応

●住み慣れた自宅や介護
施設等、患者が望む場所

での看取りの実施

④看取り

・病院・診療所 ・歯科医療機関
・訪問看護ステーション ・薬局
・居宅介護支援事業所 ・地域包括支援センター
・基幹相談支援センター ・相談支援事業所
・在宅医療において積極的役割を担う医療機関 ・連携体制づくりのコーディネート役（保健所）等

必要な医療機能等

急 変


